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門
す
る
実
質
午J

な
義
務
士
不
し
て
い
る
と
し
た
？
い
で
、

法
違
の
六
kiを
九
円
め
た
H
一出
v

止
の
達
況
が
山
ち
に
品
円
汗
rL
（
ノ
レ
て
の
静
止

務
注
尽
に
な
る
か
の
よ
う
d
q
k
れ
泌
を
行
う
た
か
ら
で
あ
る
わ

渋
川
口
人
は
、

川
明
宝
ん
の
状
況
に
f
F
4
す
る

l
分
な
間
い
な
常
得
て

す
立
わ
九
一
、

い
伝
子
っ
丈
v
ι
日
米
怖
い
訂
仰
の
山
川
床
状
況
に
つ
い
て
の
浸
明
性
の
欠
如
は

の
貸
利
刊
に
つ
い
て
明
ー
で
為
っ
た
）

「
民
口
一
付

4

4
1
J
P

｛
l

i

 

伐
に
、
第

市
や
れ
ば
松
察
宍
れ
ず
、

i
地
の
雫
ん
筏
心
情
叫
位
に
つ
い
て
調
杏
さ
れ
て
い
、
ぷ
い
と
認
定
さ
れ
と
い
る
し
ふ
れ

y

夜
、
川
悦

E
人
川
川
、
情
相
収
呆
義

誇
M
A
び
金
融
制
段

rh
八
条
一
ど

く
公
関
心
安
ぷ
を
す
る
干
北
海

ι

つ
い
て

す
で
に
弟

の
貸
付
、
山
市
へ
に
長
ト
八
な
違
反
一
昨
犯
し

r
L
1

二
r

L
7
 
川
閉
廷
状
山
ピ
関
す
る

一市畑山

E
類
の
ぶ
γ
人川
M
L
O

に
鍔
み
れ
ば
、
さ
つ
に
資
料
を
安
ぷ
「
る
一
」
と
が
必
裂
と
さ
札
る
c

五
件

と
は
、
行
為
若
目
身
に
よ
る
訓
告
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
市
会
人
の
が
し
情
的
状
凶
い
に
つ
い
て
明
稲
作
品
燥
が
存
在

J

な

L
以

l
、
川
地

に
第
一
の
貸
付
か
っ
、
許
さ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
か
っ
た
」
（
〔

）
内
は
引
用
者
指
人

』一ハノ叶リヘーへ
P

」
ム
ー
ホ
、

：v
メ

iz－
－

二
C
C
ハ
い
い
ん
叶
刊
売
と
以
ハ
な
り
学
説
l
M仙
川
が
強
い
わ
」
会
融
制
度
去
の
胤
定
は
銀
／
打
の
肘
洋
を
保
護

F
る
た
め
の
も

そ
の
車
反
か
ら
つ
か
ず
的
に
義
務
怠
反
を
手
き
出
し
た
よ
う
に
仰
刑
さ
れ
る
こ
、
」
引
で
の
ば
市
川
出
で
あ

っ
て
主
注
ハ

J
L
一

F
Y
一i
t
1
1

行
為

I P¥C人法学； S9 、＂""! 2fif; [20li0' 7 J 



＂児

る
ι
1
1ん
、
義
務
返
反
の
一

に
つ
い
て
も
付
箔
的
阿
波
ベ
、
り
れ
に
だ
と
t

そ
の
中
身
に
つ
い
て
は
芋
川
決
で
は
必
ず
し

重
た
性

も
川
町
、
り
し
ヂ
に
ほ
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し

百合

第
一
一
周
一

迷
邦
通
，
t
弔
決
刊
川
口
心
年
二
一
月
ハ
司
判
市
川

義
務
J

揖
…
反
の
最
大
性
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
可
乙
年
の
月
ハ
日
に

お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
事
業

は
、
科
ー
ム
ム
六
作
の
紋
約
役
ム
討
す
戒
し
に
で
あ
っ
た
険
己
人
X
が
、
パ
？
？
ン
ア
ー
ル
－

7
〆
ベ
ル
ク
州
の
大
同
町
で
あ
っ
た
川
川
被
缶
入
Y
か
ら

恕
叫
土
問
シ
C
札

也
、
が
オ

i
ナ
i
を
務
吟
で
い
た
ス
ポ

i
ソ
同
体
に
波
変
心
市
付
を
行
っ
た
と
い
下
つ
も
り
で
あ
る
。

ー
以
内
の
、
寸
つ
に
崎
正
引
き
し
れ

X
の
義
務
造
反
に
つ
き

で
は
ヨ
レ
し
む
し
ろ

義
務
迫
一
況
は
ず
巾
大
で
汁
で
じ
れ
ば
な
ら
な
い
〈
主
l
f
M
%
か
は

は
、
会
社
法
〕
一
の
叫
ん
ら
か
の
義
務
没
一
以
が
t
ぬ
れ
ば
足
り
る
わ
け

六
六
条
む
背
任
同
成
安
汁
の
z

円
い
味
で
の
義
務
れ
尽
の

（

2口
市
（
r
v
I
R戸
D
Z泊
「
『
戸
一
戸
四
回
】
寸
命
mWCHμ
江戸

mv問
内
（
命
同
四
百
文
明
一
］
山
内
一

5
2
h
n山
ペ
『
己
目
ペ
『
命
ロ

ι
基
づ
い
て
確
定
大
れ
る

と
り
わ
行
会
社
法
工
の
諸
＃
ぃ
咋
の
全
体
的
初
点

？
の
際
の
ー
が
か

η
と
し
て
手
げ
ら
に
れ
る
の
は

仕
立
て
は
的
か
ら
か
行
i

時
れ
と
い
る
こ
と
、

収
パ
叶
及
び
川
川
応
状
況
L

鑑
み
て

業
内
部
に
い
ω
い
て
遠
山
町
壮
い
予
欠
け
る
ど
」
、
不
当
な
動
桜
、
と
り
わ
け
、
単
な
る
制
人
的
な
者
灯
心
浪
及
が
什
有
す
る
こ
と
て
あ
る
ハ

こ
と
、
企

少
な
く
と
も

六
六
条
の
古
古
ム
比
三
rk
心
義
務
違
反
は
口
ん
じ
手
れ
る
ヘ

て
充
た
さ
れ
る
場
合
い
は

刑リ一政

本
什
で
は

の
財
政
状
討
に
ふ
は
一
ん
が
あ
っ
と
乙
百
え
て

両
日
H

がれ今世
R
F附
に
沿
λ
ー
と
は
い
え
ヂ

み
ピ
通
ず
る
た
め

の
で
あ
「
て
、
問
ら
れ
た
念
品
店
は
Y
の
利
、
い
の
た
め
に
い
怖
い
ら
れ
た
c

さ
ら
に

う
際
に
そ
の
は
的
を
偽
る
守
の
γ
ム
作
を
j
っ
て
お
り
企
業
一
刊
の
会
計
処
理
に
浅
間
性
を
欠
い
亡
い
だ
、
か
く
し
し
、

お
け
る
義
務
選
反
が
認
め
ら
れ
た
υ

本
川
決
で
は
、
当
山
内
中
一
重
大
な
t

義
務
t

尽
民
、
乙
い
う
概
念
ウ
川
刑
い
ら
れ
、
り
て
－
U
許
怖
の
た
け
肝
心

X
H
Y
Y
乙
よ
し

X
は
、
寄
付
を
行

X
に
は
L
戸
粁
界
ピ

子
か
か
り
L
J
u
u

ボ
さ
れ
た

U

も
っ
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と
も
、
「
正
大
村
い
L

と
い

の
内
存
主
川
判
叫
岨
ド
し
え
い
な
い
た
め
に
、

重
大
h
u
表
持
違
反
と
は
、
川
、
ぷ
i

お
い
て
高
皮
の
も
の
で
あ
る
こ

L
f味、
γ
る
と
の
見
一
料
、
以
内
泊
す
る
「
よ
持
不
吋

九
千
説
に
お
い
て
は
、

の
義
務
時
一
反
、
予
刑
法
外
の
茨
袴
追
皮
、
弘

一ド性
L

茶
法
へ
と
具
体
化
F
る
民
解
な
ど
諸
説
が
、
ぃ
張
さ
れ
る
、

J

ご
い
な
ア
号
、

川弔川刊月九

じ汀日十、

〔

5
2
5三
手
作
判
決
）

述
い
邦
通
市
I以
汀
出
川

ハソ一、｛半年

月

与
ノ
ヴ
ノ

r
一
ル
ト

考禁｛ 3ぃi

義
務
、
点
一
反
の
重
大
性
心
巾
刊
行
百
合
巡
っ
て

O
C
h刊
に
新
た
仕
連
邦
治
常
裁
判
所
の
川
決
ー
や
み
η
場

T
ペ
ゴ
シ
ツ
v

一ル
J

関
係
に
あ

る
企
業
内
心
資
金
移
民
が
問
題
t
目
立
ゥ
丈

C
O
hハリ

川
叫
寸
決
内
J

F

れ
で
あ
る
u

ユ
一
こ
て
は
、

各
社
の
味
、
i
か
っ
収
uum
役

,, 

C4め
3

た川川町山生
t
J

人
戸
、

B
む
を
斗
社
ゲ
凡
ブ
に
取
り

に
、
H
H
引
に
刻
し
て
A
h
む
の
資
金
を
提
供
し
ー
～
こ
と

um円
が
罪
に
お

次
の
よ
う
に
川
ボ
さ
れ
た
に
一
取
締
役
に
は
、

a

決
定
の
際
に
、
f
h
h

レ
裁

量
の
余
執
が
認
め
ら
れ
る
＝
也
i

刀
、
｜
｜
広
く
九
同
定
さ
れ
と
｜
｜
紅
営
一
心
決
定
JE行
う

7

一
由
の
限
y
f
m超
泣
い
£
い
：
ご
れ

ιよ
九
二
三

日
る
義
務
述
尽
に
当
？
に
る
の
か
、

と
い
う
点
か
下
わ
れ
、

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

（L
2
5
之
、
じ
一
じ
の
管
店
内
ナ
る
企
業
L

い
討
す
る
主
ヲ
に
る
義
務
に
違
反
す
る
場
合
、
会
社
以
（
山
♂
義
務
の
違
反
が
存
在
し
、
そ
れ
は
同
時

一ーハ！ハ長の

E
W引
で
の
義
務
透
反
ご
と
礎
判
け
る
程
山
に
最
大
な
も
に
で
あ
る
一

（
強
調
、
筆
者
〕

に
刑
法

A
J札
の
慌
査
役
会
決
議
に
よ
る
B
お
買
収
（
U
L
J幻
に
基
づ
い
て
お
り
、

ポ
ー
引
て
は
、
絞
合
人
に
よ
る
当
初
の
資
金
援
助
は
、

日
日
牝

H

収
の
見
品
川
み
も
あ
二
に
以
ト
、
被
告
人
（
U

裁
星
の
範
囲
内
に
あ

J

た
と
い
え
た
〈
し
h
レ

A
J
r
か
岐
重
心
危
機
に
ぬ
し
こ
片
点
以
降

巴
む
の
買
収
及
川
♂
そ
れ
以
降
の
業
務
執
行
の
た
め
－
の
貯
政
平
む
Z
U
7
一
欠
く
も
の
で
め
り
、
ま
た
、

A
社
の
財
政
的
事
情

の
資
金
出
問
い
は
、

か
ら
も
義
務
品
一
一
反
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
、

、一

あ i日l
る抗；：l
も；t
J) Jと

' ＇亡
は

主
パ
キ
上
下
J

メ

干

戸
1

、ft
～

ー
の
義
的
違
反
ー
応
用
自
罪
の
義
務
注
反
が
一
致
す
る
こ
し
f
も
の
だ
／
三
一
る
法
解
か
多
数

工ト法心的
Y
釈
次
第
と
、
ム
ム
吐
法
！
の
義
務
浅
反
か
ら
y
円
相
却
の
義
務
選
以
を
導
く
に
は
条
件
が
必
安
ぐ
の
一
読
み

十
勺
も
り
p

心
去
に
占
め
る
／
｝
の
指
拾
も
n
F
う
れ
る
と
ご
ろ
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＂児

一
月
一
一
ヨ
川
決
は
、
両
邦
通
吋
JFM北
河
川
川
氏
宇
部
に
よ
る
北
札
七
担
凶
汀

で
／
戸
／
仇
＼

C
2
3
4
3
t
E
L
む
件
判
決
一

ソ

i
y
・
一
一
ル
メ
／

判
刊
行
い

ひっ
h
4

ぺ
y
hノ

て
い
る
c

士
山
下
系
は
、
川
村
式
会
社
の
肢
が
役
会
が
玖
締
役
に
対
ず
る
同
間
半
一

百合

賠
償
責
任
の
追
及
を
併
決
、
〕
た
こ
と
い
け
汗
し
て
、

R
ね
一
ハ
役
会
構
成
貝
の
人
が
架
効
縫
認
訴
訟
F

ど
提
起
げ
た
と
い
う
も
の
で
あ

7
q
J

い
｝

J
｛
」
、

昨
川
査
役
会
決
議
の
無
効
J
V
一
日
断
ず
る
v
川段、
r

「
ν

て
政
給
役
の
樹
立
口
賠
償
浩
司
h
扮
C
有
州
市
が
審
査
さ
れ
た
。
判
決
は
、

取
締
役
の
朱

務
執
行
に
つ
い
て
の
広
い
裁
呈
の
余
地
？
？
員
定
し

役
の
損
害
賠
償
義
務
が
り
す
り
市
さ
れ
る
の
は
、

瓦Z

主
任
意
識

コ町内ロロス
2
0
h
c
b
h
m
w
L
U
F
v
g
M
M
m
m
L
2
2
ロ）

に
よ
っ
て
担
わ
れ
、

企
業
の
利
証
（
d
E
3門戸内
F
Z
2
5
5
E］

～

に
の
ム
方
t

山
つ
け
ら
’
れ
た
、
人
役

定
＋
荊
拠
”
の
、
口
定
例
叩

1J同
査
に
系
山
ノ
ノ
＼
、

経
営
仁
の
行
政
が
、
行
し
れ
れ
な
日
れ
ば
な
ら
は
い
限
界
を
明
白
に
起
与
え
る
場
合
、
は
引
け
H
リ
ス
ク

を
冒
す
こ
と

m
M十
一
片
付
」
な
怒
践
で
度
古
川
省
、
λ

J

J
勺
の
と
な
る
場
合
、
若
し
く
は
、
取
締
役
の
／
什
品
が
そ
の
一
U
C
糾
出
か
ら
義
務
違
反
と

ヘ
う
ら
さ
る
を
え
な
い
場
合
で
あ
る
一

J
判
ぶ
し
た
一

一ノラ
l
グ

が

ル
4

ン
ベ
ッ
ク
事
件
判
決
は
、
取
締
役
ハ
YRyr
に
つ
台
、

f
メ
リ
カ
に
お
い
て
党
民
し
た
、

い
わ
ゆ
る
一
粁
ザ
」
判
針

原
RI 

一戸戸
L
m
ロHmv
ロ
戸
間
己
主

を
採
用
し
に
も
の
と
き
れ
て
い
る

F

料
品
ロ
判
断
脱
却
U
J
は、

刊
日
営
判
断
パ
刊

J

会
社
｝
k
n
恒害一一

も
た
り
す
私
果
を
生
じ
に
と
し
て
も
、
り
J

の
判
附
が
一
誠
実
性
史
び
台
国
利
い
を
縫
討
す
る
一
定
、
り
安
件
の
卜
に
行
わ
れ
二
結
合
に
は
、
＃
札

河
川
が
絞
営
判
附
（
り
当
併
に
介
入
し
け
意
義
紛
浸
反
と
し
と
取
締
役
心
主
任
れ
ど
問
、
っ
べ
さ
て
は
な
い

2
い
う

只

向、↓あザ
h
v
c

コ
一
f
L
U

L

二
〆
ノ

同
原
則
の
立
与
す
及
び
し
い
が
、
件
に
つ
い
て
未
だ
一
致
は
は
ら
れ
ー
？
い
ち
の
の
、

ゾ
グ
七
九
又
r
戸

；

ri
’？
i
t
 小山
内
恰
マ
JR判
断
の
汁
訟
に
利
￥
］

概
ね
、

関
係
を
A
L
h＆
い
こ
と
、
白
山
川
町
長
判
断
の
対
象
に
悶
し
て
、
内
一
」
該
状
ば
の
ト
ご
泊
切
で
あ
る
と
企
担
的
に
供
ぃ
許
可
心
紅
変
に
知
つ
亡
い

コ
こ
乙
、
③
任
常
判
断
が
会
社
の
長

F

舎
の
利
詰
に
ん
じ
旬
、
ず
る
乙
桝
当
に
ね
じ
ん
｝
こ
こ
、

乙
い
う
よ
λ

に｛
ιz凡

L

に
さ
れ
て
い

ラ
グ
・
与
ル
メ
〆
ベ
ヴ
ケ
手
作
刊
売
は
、
取
料
伐
に
よ
は
し
午
一
亘
後
を
認
め
、
正
記
利
正
式
v

賞
作
の
も
と
と
の
み
義
務
危
反
を
訟
の
丈
、
」
と

幻ノ

ア
メ
リ
カ
法
の
経
常
判
断
町
別
を
ド
イ
ツ
法
に
導
入
し
た
こ
九
千
」
況
に
お
い
て
一
d
値
さ
れ
や
人

U

古冶
,, 
、

ヘ
ン
ツ
寸
一
に
よ
れ
ば
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①
に
は
安
打
に
玄
裁
に
よ
ツ

C
拘
わ
れ
、
③
に
は
「
決
定
忌
盤

Y
J玄
深
い
州
丘
、

に
」
と
い
ニ
J

部
分
が
そ
れ
そ
れ
対
b
、
〕
て
い
る
γ

と
さ
れ
か
じ
土
z
人、

円
ゆ
リ

m

h

不
安
心
叩
リ
査
に
の
み
ち
向
つ
け
ら
れ

同
判
決
を
契
機
と
、

J

て、

山
松
山
一
判
断
凝
引
が
Y
J
一
法
九
%
さ
れ
z
f
J

し
ず

ん
子
わ
ゆ
り

心
一
心
十
円
午
に

b
け
る
茂
一
よ
い
ほ
の
株
式
法
九
ム
一
条
項
二
F

人は

－
r以
締
役
が

令
実
家
決
一
心
に
お
い
て
凶
初
伝
情
報
事
一
ヰ
一

考禁｛ 3ぃi

i主〈定

反乙
，＿子 1

l'.r、て
！、，， ／入

L ゴ耳
ア士

一 O〕
ljl利
己主主
,_ !Fl 

v仁今

いめ

ι宅

で九

十？

とL

"' 
I型

的
刃
「む

反3

w、

2
5
υ
7
2
3
L
4
q
p
dご
場
合
、
義
務

も
つ
よ
も
、
キ
ノ
ヴ
ー
ル
ト
事

f
判
決
に
お
、
て
、
ツ
ラ

i
グ
・
庁
ル
メ
ン
ベ

y
ケ
事
件
1
1
決
心
4
4
4

ス
が
「
の
ま
ま
川
市
J

ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
日
い
ハ
閉
山
立
の
よ
う
げ

キ
ノ
円
ノ
ー
ル

i
事
件
可
決
は
、
株
式
会
引
の
取
v
立
は
の
以
い
裁
量
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、

裁
口
一
三
惟
の
経
治
壮
一
判
部
λ
q
J

る
m
M
L
V
Y
一7
1
グ
・
ガ
ル
メ
〆
ベ
ソ
ク
雫
件
判
決
の
｛
疋
弐
に
却
し
心
判
断
が
r什
わ
れ
て
い
る
と
は
司
、
え
な
い

-,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci 1'Y1作 hJν 二l認する

か
ら
で
あ
る
。

能川一主頃

連
邦
通
信
拭
判
所

一ひげ一
l
年
二
一
月
一
一

U
判
伏
マ
ン
ネ
ス
ヴ
イ
／

引一

〔沼

E
ロ
2
ロ
DHE、
事
件
判
決
）

一
月
一
日
目
渋
の

盛
大
竹
一
に
つ
い
て
の
解
釈
か
れ
ボ
し
ん
J

一
判
決
が
も
う
一
川
f
山
さ
れ
と
い
る

ν

リん、こで

coil－ι
 

は
、
川
内
1

人
ム
六
日
牝
心
慌
査
役
会
が
、
山
口
牝
が
H収
5
れ
る
深
け
い
、

取
締
役
ご
い
れ
γ

ず
る
多
領
の
旬
以
械
の
よ
文
弘
、
？
ー
づ
ふ
認
し
に
こ
と
が
苛
子
山
手
内

ψ
」
た
る
か
否
7
m
J

が
手
わ
れ
ー
に
す

原
容
は
次
の
き
ノ
な
刊
断
を
ト
げ
た

r

山
川
件
松
山
勘
よ
い
払
は
、

人
ド
一
え
に
と
っ
℃
利
院
が
な
い
z
l
h

め
監
若
役
会
に
こ
っ
て
総
一
言
の
余
地
の

な
い
も
の
で
あ
る
そ
の
た
め
、
！
保
育
人
位
一
ァ
は
、

一
」
に
に
一
仇
っ
て
、
株
式
決
上
の
茨
必
に
退
反
L
、
口
れ

に
対
1

J

て
ハ
買
っ
て
い
る
肘
－
M
保
護
義
務
ピ
違
反
ー
た
つ
し
か
し
、
リ
ス
ク
を
負
っ

ー
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
義
務
透
反

抗
士

の
す
一
ノ
な
五
十
八
性
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
。

戸文一

連
日
川
、
沖
常
裁
判
J

吋
は
、
次
の
、
寸
つ
に
ポ
ペ
て
川
市
河
川
台
破
景
し
宗
〕
K
L
K
。
公
社
に
確
宇
、
に
財
産
山
品
川
A

告
を
hyえ
る
こ
一
に
以
る
占
め
ら

の
重
大
刊
が
必
裟
で
あ
り
、
本
作
で
は
、
主
体
的
指
河
口
…
か

I P¥C人法学； S9 、＂"0! 27ス［20¥iOI 7 J 



＂児

ゆ
る
措
民
十
行
っ
し
は
な
ら
ー
ぷ
い
と
い
よ
ー
規
則
付
、
株
式
店
ト
の

1

通
常
心
城
主
な
」
叫
抗
告
昨
日
の
、
け
智
義
務
へ
株
式
出
礼
一
条

る
主
札
刈
Jμ

邑
の
浪
費
で
忠
ッ
て
、
弘
主
役
会
に
政
量
り
余
地
の
ほ
い
も
刀
で
L
h
J

っ

。、
i
i
l
 o

 

A
一

日2
 

－o
 

f千十、

し
、
対
岸
保
一
夜
義
務
の
退
況
を
認
定
し
て
レ
る
し
ー
一円以

丈

一
ふ
ハ
丸
一
品

別
法
ハ
一
ハ
条

到
、
ピ
恥
お
け
る
叫
則
斗
寸
保
護
義
務
の
川
4

作
と
な
売
も
コ
と
も
、
一
杯
以
宍
と
、
ぷ
L

C) 

百合

同
町
宇
を
よ
、
介
り
し
た
決
定
が
全
て
こ
の
義
務
に
造
反
寸
る
わ
円
で
は
ー
ゴ
く
、

決
定
の
マ
ノ
制
的
性
交
か
っ
機
関
の
仏
い
日
制
裁
苧
が
rヰ
か

れ
る
ぬ
ム
円
に
は

お
い
て
判
不
さ
れ
た
よ
う
に
、
良
行
廿
必
忠
誠
に
よ
一
っ
て
担
わ
れ
、
八
k
i幻

ヲ
ソ
ヲ
グ
・
ガ
パ
メ
ン
ベ
ノ

利
話
に
の
み
h
v
M
つ
け
つ
れ
た
、
決
心
基
伎
の
注
γruw時
い
川
正
に
主
づ
く
、
緒
川
一
上

担
え
て
い
な
ど
」
と
を
条
件
に
、
義
務
、
謀
反
は
前
記
さ
れ
る
、

4

つ
も

f
ト

j
L
f
記
、
J

戸点、

1
く
1内
l

〆一

千
才

r
z；
才
1
h
乙

円

？

J

L
同門〆
J
J芦

礼
治
的
に
本
リ
リ
決
は

取
締
役
へ
の
報
酬
支
払
を
、
会
引
乙
取
炉
川

役
の
汗
川
市
民
約
に
お
い
て
事
前
に
取
h
叫
ば
め
ら
れ
た
も
の
と
も
仕
け
れ
ば
、
将
来
に
お
い
て
有
山
牲
を
も
～
ら
ふ
り

2

も
の
で
も
沿
い
山
下
広

加
え

t
、
義
務
泣
尽
の

重
大
生

に
つ
き
、
本
判
決
は
、
刑
法
外
の
花
務
ハ
ザ
元
一
此
よ
り
さ
ら
に
い
同
皮
な
、
町
リ
法
L

一
心
川
剖
存
保
謀
静
止

務
リ
埋
ビ
同
入
古
学
〈
求
す
る
原
判
決
心
よ
沿
っ
ー
な
毛
え
日
々
が
、
こ
れ
ま
で
の
判
仰
の
ー
リ
場
と
一
致
ー
す
る
も
の
で

1
4
0

な
い
と
述
べ
と
い
る

J

す
な
わ

ち
、
議
筏
涜
反
の
重
人
件
に
設
初
に
己
及
し
ょ
J

一
月
一
じ
い
れ
決
は
、

法
恨
収
集
英
務
改
び
調
査
茂
内
初
に
重
人
な
達

、〉〈
j
J

－
と

反
Jpc
し
L
h
j

と
い
う
i
p
A

院
か
ら
別
、
り
か
h
b
よ
ぷ
に
、
重
大
作
」

γ
」
調
育
・
仙
割
以
定
表
務
に
関
向
づ
け
と
い
る
。
そ
こ
f

は
、
お
ら

ゆ
る

刑
法
引
の

ま
L
ず

義
務
違
反
が
背
任
甲
子
に
お
け
り
る
者
政
相
違
反
と
な
る
わ
け
と
は
な
い
と
一
点
べ
ら
れ

t
い
る
に
過
ぎ
』
な
い
っ

ハ
ス
リ
一
什
午

月
ハ
ヨ
判
決
J
U
、
寄
付
ん
ず
の
，
i
J
い
効
支
ー
リ
の
は
け
済
的
作
品
右
四
“
什
の
一
一
料
が
不
明
稀
で
あ
る
こ
と
か
、
り
攻
締
役
の
広
い
裁

J

宝
の
た
地
を
完
｛
九
九
「

一
ハ
ハ
冬
、
の
行
停
構
成
長
作
の
芯
味
に
お
け
る
素
材
百
五
反
を
認
定
寸
る
の
に
A

三
社
法
上
の
義
務
送
日
が

〆
」
川
刊
↓
ぶ
ず
る
に
／
｝
ど
ま
る
、
乙

J

一
川
一
院
す
る
の
で
あ
る
つ

あ
れ
ば
分
で
あ
る
乙
い
え
わ
け
と
は
な
い

本
汀
決
は
、

二
口
（
｛
一
午
の
連
日
活
常
裁
判
所
判
決
に
よ
っ
て
り
い
り
れ
た

1

義
務
違
反
の
前
大
竹

y

しい
h

、
ノ
机
へ
守
山
を
、
刑
作
外
灯

義
務
の
漁
民
に

i
東
せ
さ
れ
た
刑
法
独
ゴ
の
茶
務
の
況
反
こ
い
う
意
味
で
は
な
n
＼

て一ノ

i
グ
・

r
－wメ
ン
ベ

y
ク
事
作
川
決
に
よ
り

耳ミ



承
認
さ
れ
介
会
七
機
関
心
粁
J
U
l

行
動
に
悶
「
る
技
量
？
と
同
一
の
も
の
、

Lq
な
わ
ち
一
、
義
務
途
反
の
重
大
牲
の
メ
ル
ヵ
’

r
i
ル
は
、
ム
町
村
小

心
範
囲
及
び
そ
の
日
附
界
の
パ
ラ
／
レ
マ
ス
で
J
L
P

な
い
こ
と
を
崎
市
羽
山
〆
た
も
の
E
あ
る
「
担
黙
さ
れ
て
い
る
い
土
土
、

：主

U〕

京
件
さ
は
、
ぞ
れ
に

Yιえ
て
、
♂
｝
フ
i
グ
・
カ
ャ
ル
メ
シ
ベ
ソ
ク
斗
一
件
判
決
に
お
い
て
一
小
さ
れ
た
定
式
が
？
げ
の

1
ま
背
仔
界
の
実
務
E
Y反

を
判
断
す
る
基
地
に
な
る
〉
一
の
J

M
州
北
不
さ
、
れ
て
い
る
。
生
っ
と
弘
、
本
件
の
減
配
又
h

が
に
閑
L
て
は
監
八
寸
役
会
に
裁
量
怪
が
な
か
っ

め
に
、
義
務
造
反
の
甫
一
大
性
ヘ
及
暑
の
限
界
に
問
ず
る
丘
一
八
件
的
白
菜
拘
は
不
さ
れ
い
ず
、

考禁｛ 3ぃi

ア一ソ、
M
M

ノ
・
ガ
ル
メ
ン

ベ
ッ
ク
事
件
当
役
の
｛
疋
式
？
と
夫
人
際
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
ほ
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

第
六
月
（

ま
；
め

J

連
吋
品
川
淵
常
裁
判
J
F
i

ー
が
つ
つ
年
に
下
L
J

つ
の
判
決
に
よ

r
J

て
与
立
場
L
r
重
大
な

義
務
哨
呉
川
ー
し
い
h
1

概
念
は
、

i
Jリ
、

叶

1

E

1

 

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

例
は
弘
法
（
ム

f

引
い
法
）
7

二
の
式
務
通
況
の
判
断
を
行
っ
〉
汐
に
通
一
況
の
科
肢
に
お
い
て
航
法
治
自
に
一
市
大
川
河

hv
判
臨
「
る
と
し
う
い
わ

ば
段
桝
心
判
一
針
心
院
を
と
っ
た
と
も
迎
前
大
、
れ
え
し
か
し
、
そ
心
よ
う
な
け
川
慢
は
、
冷
心
判
決
に
お
い
て
ふ
判
い
一
叶
川
口
は
に
よ
り
否

6
 

～
忘
さ
れ
た
上
う
に
芯
わ
れ
る

F

少
な
く
と
も
、

r
ノ
ネ
ス
マ
ン
主
件
心
係
議
が
で
パ
川
三
に
い
た
よ
う
は
一
日
間
体
伐
護
義
務
一
自
体
三
巨
大

牲
を
出
火
求
す
る
い
凡
鮮
は
、
別
つ
に
否
定
さ
れ
L

ケぃ、

ま
た
、
キ
ノ
ヴ
一
パ
ト
事
件
判
仇
、

マ
ン
チ
ス
マ
ン
事
件
判
決
が

ア
ラ

i
グ

九
万
ル
メ
シ
ベ

J

ク
事
件
判
決
に
よ

J

て
誌
め
ら
れ
ー
に
広
出
ト
の
援
務
選
以
の
判
断
方
訴
を
背
仔
野
に
関
し
て
考
厳
し
に
こ
と
か
、
り
す
れ

ば
、
ム
が
い
決
上
の
明
白
な
恭
一
言
招
過
L
Y

し
て
の
設
扮
流
反
日
背
任
山
弁
に
ふ
お
け
る
デ
札
一
知
選
反
と
し
う
構
成
が
開
作
用
さ
れ
に
と
J

、υ
い
え
る
ご

ふ
方
で
、
以
！
の
判
決
は
、
機
関
出
川
ぷ
貝
の
あ
ら
ゆ
る
義
務
返
反
が
背
任
処
討
を
茶
淀
い
い
い
日
る
わ
け
で
は
な
い
ご
と
ピ
あ
ら
よ
め
て

確
認
1

〆
た
ま
た
、
英
治
違
反
判
断
の
対
象
キ
肘
再
処
分
の
決
定
山
体
よ
り
、
メ
れ
以
前
一
の
情
報
収
集
・
調
査
過
m
M
に
重
斗
を
置
く
か

の戸
D
h

つ
な
川
刊
売
も
］
品
ら
れ
た

J

月

：円
1
1へ
て
ゴ
、
に
ふ
l
t
i、
d
a
ρ
y
n
d
h
γ
当

ν本
会
決
誌
ぬ

「仁

y
f
h
斗
d

i

v

f

y

i

A

J

！
？
ナ

H
Y
M川イ
L

古

の
ひ
、
｛
立
凹
月
ハ
日
刊
決

ひ

っ

年

読＋
A
i
L
羽
持
ζ

日
限
収
集
義
務
三
霊
山
づ
が
決
定
的
で
あ
る
こ
さ
れ
、

務
に
造
反
す
る
か
U
D

川γ乞
刈
断
ず
る
際
ピ
は
、

一
C
C
古
今
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＂児

ヨ
州
円
決
に
お
い
て
は

い
わ
ゆ
る
経
ち
判
附
原
則
合
認
め
た
も
の
－
と
さ
れ
る
ア
フ

l
グ
ガ
ル
メ
ン
ベ
ッ
ク
事
刊
刈
決
の

4
5九
が

義
務
リ
JE
反
判
断
の
ゆ
弔
問
と
、
）

C
採
り
入
れ
つ
れ
た
の
ゼ
あ
る
し
そ
れ
で
は
、
」
れ
ら
の
刊
民
主
受
け
て
学
訴
は
ど
の
よ
う
伝
議
荷
主
畏

百合

問
、
〕
た
の
か
い
つ
い
て
検
討
を
続
け
る

第

;;;, 

パ
f
寸前

M
昨
一
沼
山

川
法
制
引
の
規
範
こ
り
冴
係
｜
｜
存
観
的
悟
凶
識
の
草
人

リf
一
誌
に
お
い
て
は
、
部
釈
が
背
午i
罪
の
山
川

υ
に
要
点
L
七

J
豆
大
広
義
務
況
反
t

、
〕
い
う
出
弘
社

hhtノ
、
刑
法
外
の
規
範
に
、
河
一
氏
ず
る

こ
と
と
刑
法
六
六
条
の
羽
産
似
設
義
務
に
反
L
q
J

る
こ
と
と
の
判
官
刃
係
に
つ
い
こ
、
次
の

つ
の
命
題
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
c

お
仁
、

法
秩
序
の
統

兆
の
原
む
か
ら
、
前
汁
μ
閣
】
ハ
引
に
よ
る
川
端
授
は
、
刑
法
外
の
規
範
に
よ
る
保
誌
を
超
え
と
は
な
ら
な
レ

す
J

J

げ
も
わ
ち
、
昨
川

ほ
引
の
川
服
組
L

お
い
て
U
J
U
U
？
さ
れ
て
い
る
行
為
乞
庁
任
罪
に
お
付
る
義
務
迫
反
と
汗
泊
し
て
は
ん
は
ら
に
い
1

〆
い

外
む
規
範
と
し
て
は
法
常
私
誌
が
会
玖
に
J

由
日
れ
て
い
る
の
て

こ
の
よ
う
は
命
店
は
刑
「
い
の

J
払
法
従
属
性

（

NHJ2

一MA
1
7
z

と
呼
ば
れ
る
ι
さ
ら
川
、
川
法
（
U

長
然
、
子
段

性
原
則
pp‘り

阿
川
）
い
い
よ
る
処
訪
は

乙
コ
ヘ
ド

；
J

C
出

々
な
作
川
市

き
、
国
家
が
川
用
い
る
原
則
的
に
最
伐
の
了
段
て
巳
丸
山
る

J

ま
た
、
羽
山
市
況
範
（
り
保
護
ハ
付
象
ば
、
相
々

で
め
る
が

私
法
し
し
の
規
仕
目
、
例
々
の
法
衿
に
つ
い
て
一
品
l
ぷ
司
時
代
又
は
形
式
的
間
帯
什
と
い
た
ノ
閉
山
三
の
一

F
で
汗
姉
）
て
い
る
に
そ
こ

る
刑
法
胤
範
よ
刑
法
外
の
定
範
の
保
持
点
！
ハ
ザ
刷
川
と
射
か
に
関
す
る
小
山
以
ば
、
刑
法
外
の
混
朝
刊
か
：
分
に
吟
味
さ
れ
る
こ
と
伝
く
刑
法
l

か
く

L
て
、
お
に
別
汁
庁
、
外
の
J
U
品
川
判
の
涜
反
が
亙
ち
に
宵
粁
界
に
お
汁
る

一
辺

義
務
造
反
半
、
暴
徒
白
け
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
命
忍
が
交
付
さ
れ
る
。

の
胤
範
に
転
用
さ
れ
て
は
な
ら
勾
い

r
い
う
帰
結
を
導
く
コ

ノ
の
命
誌
か
ら
一
り
帰
結
は

る
保
育
内
心
範
川
止
は
、
私
法

に
rふ
γ

句
そ
れ
を
超
え
て
は
な
ら
ぽ
ー
、
。
泌
に
、

日ぇ人法学i"" 2児、 nii:zonJ. 7 
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上
の
規
範
に
討
す
る
溢
反
が
レ
I
崎
一
に
川
浩
討
を
も
た
ら
ド
り
も
の
で
は
な
い
」

1
い
つ
こ
と
に
な
る
。
挨
口
す
れ
ば
、
川

法
外
の
胤
範
の
法
UFは、

YH伴
内
引
の
1
A
V
L
と
〉
て
必
変
条
件
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
f
J汀
条
件
で
は
な
い
の
で
あ
る
、

つ
yhj＋十一日

1
1
 

よ
ろ
と
4
、
「
刑
法
外
の
規
範
の
造
反
は
、
十
分
条
件
で
は
な
い
」
と
い
う
ぶ
ん
刀
け
、
川
決
外
の
義
務
と
背
任
罪
の
義
務
を
、
そ
の

山
恒
反
に
お
い
て
区
別
す
る
の
か

と
ち
り
の
意
味
で
解
す
へ
き
か
が
同
法
と
な
る
ο
が
省
は

浅
川
淵
に
お
い
て
区
別
「
る
の
か

考禁｛ 3ぃi

主
く

ζ
4
収
拾
い
伐
に
l
叫
霊
力
認
め
ら
れ
て
い
る
事
治
処
法
に
関
し
て
は
）
前
記
マ
、
：
小
ス
マ
／
事
件
判
以
に
お
い
て
明
確
に
行
に
さ
れ

て
お
り
、
後
者
の
く
一
別
が
重
安
こ
川
町
る

U

こ
の
点
は
、
伝
来
か
ら
も
、
行
為
者
に
北
円
れ
訂
の
五
体
性
（
肘
咲
紅
一
疋
義
務
者
〆
｝
干
し
て
の
組

ゃ
い
）
が
行
記
さ
れ
て
も
炉
々
の
義
務
連
反
引
背
正
山
手
に
よ
円
て
捉
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
別
に
検
討
さ
れ
て
き
て
い
る
ハ

加
え
亡
近
時
で
は
、
存
切
り
配
信
思
議
の
観
点
か
ら
、

F

大
現
さ
れ
た
結
果
が
流
反
さ
れ
た
日
意
規
約
J
保
護
日
約
に
含
ま
れ
亡
レ
7

匂
古

（
涼
－
反
さ
れ
た
義
務
と
財
間
四
広
告
し
し
正
保
認
日
刊
町
述
尚
氏
可
例
え
ば
、

JU北
法
一
心
花
務
ん
ら

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

げ
か
再
山
じ
ら
れ
ご
レ
る

三
平
一
半
口

を
引
き
叫
こ
寸
ケ

1
ス
が
挙
げ
ら
れ

u
q
政
党
訟
は
、
第
一
次
的
に
は
、
－
一
M
f
げ
川
市
山
討
伐
の
送
別
往
生
寸
1
ぐ
い
ろ
公
共
C
利
掃
を
μ守
合
寸
る

こ
と
を
月
的
「
し
て
お
り
、
政
党
の
討
詮
一
心
利
し
益
を
保
護
寸
ソ
？
」
と
は
聞
は
史
的
な
も
の
に
川
県
ふ
た

し
七
日
d

コ
て
背
ド
rm引
の

h

胤
【
リ
が

否
定
さ
れ
広
い
か
が
下
わ
れ
る

v

半
人
心
財
況
を
保
護
す
ゐ
た
め
の
規
範
以
外
の
一
札
朝
を
背
任
罪
に
お
け
る
義
誇
進
反
2
し
一
、
考
賭
す
る
、
一
と
は
、
背
任

罪
を
川
町
J

件
以
外
の
法
益
を
保
一
読
す
る
町
に
変
百
3
止
亡
し
ま
え
ー
と
し
亡
、
刑
法
外
の
規
範
に
保
護
戸
的
達
閃
士
長
求
ト
リ
号
令
｝
）
例
え
ば
、

T
J
h
l
J凶
ω汀
2
A山
一

e
i

zz
ノ
一
院
J
h

ギ
）
ン
タ
？
は
、
財
ャ
ポ
保
一
投
弐
務
を

次
的
・
直
開
放
的
に
一
一
会
伴
者

人
一
の
財
唱
保
誌
に
役
J

コ

ザ
イ
一
ー
は
、
注
υは
き
れ
た
別
法
れ

i

の
義
務
子
主
ー
来
的
に
本
人
の
川
町
並
を
保
認
す
ノ
る
ャ

J
J町
一
日
的

ζ
L
て
い
る

こ
と
、

L
2
1が
っ
て
、
損
害
を
防
ぐ
日
的
の
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
安
来

γ
る
υ

抗
力
説
に

Z
Uば
、
政
川
広
告
、
L
L
の
義
務
の

叶川
7ν

「で
7

」に、

這
反
は
、
中
波
義
務
に
肘
M

川口丹宇ハ
ζ

の
保
育
内
1
口
約
一
法
問
潤
お
欠
け
る
た
め
、
時
い
任
罪
に
お
け
る
義
務
違
反
に
当
た
ら
な
い
こ
ζ

I九

少

I P¥C人法学； S9 、＂co) zn [2on0. 7 J 



＂児

方、

4

川
方
ー
は
判
昨
日
悲
円
的
運
悶
土
不
足
、
と
す
る

v

彼
は
、
保
護
口
的
地
問
ピ
安
水
ず
る
J
、
与
、
本
み
で
原
則
的
二
苛
仔
貯
が
本
誌

さ
れ
C
い
z
f
J

－E4怖
が
が
同
非
の
対
象
守
口
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
と
制
打

rる
v

判
え
ば
、
合
法
的
で
は
ま
い
帳
簿
へ
の
記
帳
M
’
叶
詩
的

百合

合
出
荷
停
却
に
引
た
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
般
的
に
お
認
さ
れ
て
い

と
こ
ろ
が
、
商
法
ー
の
決
脅
規
則
は
、
第
一
次
的
に
は
、
羽

ιの
、
改
び
、
清
十
什
的
な
償
怪
詳
の
保
護
に
資
」
1
J

る
も
の
で
あ
っ
て
、

f
d任
者
の
肘
曜
は
潤
援
的
に
保
護
き
れ
て
い
る
に
過
草
な
い

、J

た
が
っ
て
、
主
力
一
抗
の
も
三
、
は
、
行
刊
吋
ヴ
白
が
川
沿
規
則
に
、
定
反
し
て
委
任
者
の
貯
一
叫
に
民
主
を
ふ
行
っ
し
七
場
合
、
日
円
任
罪
は
北
い

除
さ
れ
ど
し
ま
う
、

と
、
う
り
ゃ
あ
る
u

背
任
罪
丹
氏
z

り
に
は
、
法
規
に
反
し
て
肘
三
丹
円
を
打
。
起
す
る
行
為
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
、

一日〕

／
）
ザ
リ
ガ
は
主
張
し
に
ハ

枯：
し
か
し
、
以
組
組
パ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
逗
常
L
q
J

る
有
浪
会
社

ιた
務
改
行
者
が
、
会
社
（
り
窮
山
…
に
際
し
亡
、
逆
転
苔
に
よ
る
運
転
吋

刊

、
そ
の
結
抗
、
秩
序
淀
£
法
一
円
瓦
主
一
一
町
、
仁
よ

J
C有
限
九
日
札
に
対
し
て
詩
〈
す
が
一
却
さ
れ
る
と
い
司
う
手
例
を
与
え

て
み
る
と
、
保
護
口
約
迫
同
士
認
め
す
は
い
場
ム
の
結
果
心
不
当
性
は
引
ら
か
て
あ
匂
よ
ろ
に

ハーハ
d

品川れ

言、い一、示コ、町山

ア一斗
J
Y
C

耳
パ
；

は
、
秩
内
違
反
応
。
条
を
殺
人
パ
に
し
て
広
給
JL
及
ぶ
一
般
的
犯
U
J

処
罰
規
山
し
に
な
っ
て
し

公
記
、
川
以
外
の
規
範
？
む
つ
が
茂
川
門
的
（
山
一
苦
慮
は
、
ム
廿
阪
会
払
れ
の
人
十
円
什
？
閃
が
同
患
を
号
、
え
た
宗
務
執
行
主
：
り
処
分
日
戸
、
会
引
の
資

本ーピ
U
H
3す
る
土
め
の
規
定
で
あ
る
有
限
会
が
い
法
パ
γ余
一
取
に
反
し
て
2時

R
4’J小
中
」
俣
市
ー
す
る
場
入
品
川
、
奈
川
狩
執
行
事
の
処
分
は
背
任
甲
子

を
成
立
さ
せ
る
か
こ
い
う
一
議
前
い
も
悶
係
「
匂
し
判
例
は
、
常
務
内
行
者
の
処
分
が
者
阪
会
弘
法
一

C
条
一
頃
に
止
窓
口
九
ト
2
0か、

の
存
続
全
危
治
化
さ
せ
る
場
企
江
川
、
全
社
一
員
の
同
者
が
あ
っ
て
も
針
作
界
市
’

A
げ
す
る
と
九
通
説
も
子
れ
九

三

〆
h
J
 

限
公
せ
法
て
の
一
条
は
九
百
社
の
資
本
を
維
叫
f
i
Q
、
一
こ
に
よ
っ
て
ム
ム
任
債
権
者
の
保
設
を
川
凶
る
コ
仰
の
川
可
決
、
あ
り
、
公
司
即
応
心
経
泊

的
帰
属
？
体
で
あ
る
ん
社
は
が
財
産
処
庁
に
河
台
を
L
て
い
る
の
に
河
条
の
渋
反
か
ら
白
粁

rJP完
成
以
々
三

rY
一
ヒ
は
、
刑
法
二
ハ
ハ

粂
L
古
賀
補
者
保
誕
の
規
定
に
変
W

甘
さ
で
1
し
ま
う
こ
こ
に
日
り
、
ま
f
八
、
日
引
け
司
は
会
討
を
解
散
で
き
る
江
上
引
員
｝
一

ufが
ム
ム
引
の
存
在

日ぇ人法学ioc i2 S｛、＂＇:zonJ. 7 



を
牛
へ
わ
ぜ
る
よ
う
な
処
分
を
す
る
こ
1
／
も
什
ぎ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
し
亡
通
討
を
批
川
し
、
ぎ
に
い
罪
の
成
立
を
百
｛
ょ
す
る
少
数
説

6
 

も
右
ト
ん
で
あ
る
し

会b
河 J

I百

義
仲
間
遠
反
の
刊
断
法
一
準
と
り
わ
け
い
文
民
不
川
。
産
性

に
つ
い
て

第
け
け

一
「
ィ
一
一
マ
〆
の
民
解

考禁｛ 3ぃi

h
h
J
J
l

，
／
片
、
、

p
u
j
H
μ

ペしれれい一、

は
、
目
角
川
引
に
♂

い
1
J
ゆ
る
冒
険
的
取
引
の
場
而
に
お
い
て
、
義
務
達
反
の
判
断
幕
内
予
ん
較
的
h

し
く
議

端
々
子
れ
て
い
戸
、
言
険
的
取
引
に
お
日
る
義
務
主
以
の
刈
寸
断
に
詩
ー
し
、
川
叶
川
h

’
品
店
引
況
は
、

一
主
へ
と
行
持
者
の
消
の
有
一
部
門
川
係
」
に
刈

断
の
山
…
準
を
置
き
、

J

し
れ
に
よ
れ
ば
、
待
仔
罪
の
川
町
一
片
仮
烹
義
務
に
違
以
し
た
百
ζ

う
か
は
、
川
町
庄
市
民
お
ヘ
本
へ
）

の
意
見
か
切
ら

か
た
川
三
円
、
そ
れ
に
代
わ
る
法
律
む
款
等
に
よ
っ
て
悩
別
J
4
T

体
的
な
基
準
が
形
成
さ
れ
て
い
ヨ
る
場
合
と
、

一叫一

合
rL
ぺ
」
刻
、
づ
、
れ
、
前
省
に
つ
レ
て
は
、
広
忠
な
w

し
草
川
準
に
サ
ず
る
没
じ
円
か
ら
向
後
に
削
屋
川
ホ
ザ
詩
義
務
治
則
反
主
同
定
す
る
と
の
帰
結

レ

rdれ
も
存
在
し
な
レ
湯

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

が
hHい
か
れ
る
悶
円
出
は
、
H

以
後
の
J
勿
ム
汁
で
あ
る
例
え
ば
、
株

λ
U力
一
条
一
夜
一
九
人
に
某
つ
〈
一
流
常
心
一
次
山
下
ん
な
業
務
決
／
h
u
m
v
I

ブ
ィ

l
デ
マ
／
付
、
こ
こ
で
、
取
締
役
の
可
罰
的
な
苛
ド
行
為
主
悩
「
る
に
当
た
り
、
共
不
平
μ

主：

Jj( 
u、
rv1 
4泣
佐
原
t!J 
寸P
0 
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弓
伝
一
校
長
折
、
的
な
規
定
か
ら
、
背
任
罪
の
義
務
泣
f
A
C
良
品
市
ど
実
質
的
に
引
き
山
す
こ
と
は
明
ら
か
に
悩
味
と
い
え
る

「
料
、
り
か
の
が
法
台
阿
一
小
ー
が
あ
る
汀
為
J
A
は
一
性
問
的
に
見
て
主
持
可
能

（

4mu』
ス
門
司
己
一
山
門
）

と
行
為
」
は
庁
伴
い
野
と
の
悶
係
て
は
一
1
4コ
な

も
の

2
一
訂
姉
さ
れ
な
け
れ
ば
な
っ
ず
、

1

明
ら
か
に
支
持
不
川
。
能
主
行
為
だ
け
が
刑
法
ハ
六
条
の
池
山
領
域
に
ぎ
ま
守
れ
る
L

と
王
張

こ
の
「
J
A
H
U
不
叶
能
性

A
一
仰
に
ぶ
れ
ば
、
問
料
と
さ
れ
る
行
為
が
、
行
為
の
時
点
を
基
準
と
す
れ
ば
、
弘
法
し
い
が
済
l
、
午

持
定
的
一
日
以
町
過
説
域
に
日
叫
す
る
場
ん
じ
に
は
処
副
5
れ
ず
、

の
許
制
が
惇
子
ν
て
い
な
い
法
筏
問
、

及
び
、

明
ら
か
に
す
士
什
ミ
芦
な
い
リ

え
ケ
の
あ
る
渋
公
及
び
支
山
川
の
ム
吋
；
h
l
v
L
げ
仔
界
心
諸
説
♂
反
乙
ァ
一
円
仙
さ
、
れ
る
こ
〈
に
な
r目
。
礼
子
（
什
仲
間
、
こ
し
て
は
、

ほ
ヒ
ん
ど
’
川
町
立
見
味
ζ
胃

う
父
、
き
余
波
の
支
出
、
金
制
削
や
は
ぷ
会
引
の
状
態
刀
ら
考
え
て
会
社
心
存
有
を
脅
か
す
よ
う
仕
九
銭
支
出
h
r
ベー

L
た（

ο法
白
州
問
く
行
わ



＂児

わ
る
お
ム
円
、
か
手
げ
ら
れ
て
い
る

v

叶
ィ

J

ノ
マ
ン
の
見
解
は
、

ロ
払
決
上
位
叫
が
！
の
守
門
ゑ
の
制
点
か
ム

J

合
間
的
及
び
池
法
と
の
制
川
釈
の
余
地
が
も
は
や
存
在
v）

h
d
い
場

百合

合
い
は
、
以
め
で
背
任
罪
を
成
立
さ
せ
る
と
い
て
ノ
も
の
ゼ
い
あ
り
、
刑
法
外
の
一
計
恒
に
背
任
野
の
義
務
連
反
判
断
古
従
出
さ
か
、
広
純
小

明
確
仕
背
粁
罪
幻
t以

lv
諮
問
を
迫
切
に
判
一
J
る
も
の
と
あ
る
と
1

J

て、

7
J
h
の
ち
索
引
引
の
支
持
を
受
け
た
ハ
も
っ
と
も
、
留
ー
意
を
裟

γ
る

の
は

r一
能
性
M
A
何
は
、
問
削
料
伐
の
は
抗
戸
王
の
限
界
ν
了
ν
て
す
で
に
公
什
弘
行
身
に
お
い
て
義
務
淀
反
を
削

フ
ィ
ー
デ
可
ン
間
山

定
ず
る
概
念

r
L
て
用
、

b
号
、
い
る
刀
で
あ
る
。
前
決
し
た
よ
弓
に
、

ア一
7
l
7
e
J
h
ル
メ
〆
ベ
ッ
ク
宇
じ
い
判
仇
ば
、
行
持
者
に
栽

口
互
の
余
地
が
認
げ
の
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
放
出
の
限
界
を
明
日
に
明
白
益
し
て
い
て
明
ら
か
に
支
お
で
き
な
い
行
為
り
み
小

、少、月九
L
L
＋人、
I
I

〆
ノ
ヨ
土

J
t

日
一
）
式
一
坊
に
叶
止
す
る
と
し
て
い

そ
の
立
味
で
、
川
円
作
罪
に
お
け
る
支
持
小
司
能
ー
は
え
引
法
の
及
川
君
の
保
持
（
H
T
Fん
け
不
可
能

生
）
と
一
政
ず
る
の

第
二
は

ク
ピ
シ
一
ム
ル
の
見
所

ク
ピ

γ
乙
ル
は
、
会
社
試

r
C義
務
と
背
任
問
弁
心
院
比
げ
を
考
M
A
F
る
、
」
と
で
、
背
山
下
手
の
構
成
山
吉
叶
山
い
わ
れ
か
ら
佐
川
じ
ら
れ
る
行
為
や

（
廃
止
さ
れ
た
）
特
別
背
任
時
〉
川
以
二

附
定
、
じ
よ
A
L
Y

試？？寸九
r

寺山
U
L
J
に
同
ム
刊
の
義
務
心
構
想
す
る
恨
拠
と
し
亡
、
ム
六
日
牝
法
上
の

六
ー
ヘ
条
の
す
、
門
と
（
り
比
較
Jhι

持
ち
山
什
し
て
い
る

J

ず
は
わ
ち
、
会
社
法
上
の
お
別
背
わ
い

irが
、
行
為
不
法
に
つ
い
て
詳
し
い

〈
、
川
に
「
ん
？
と
の
問
中
と
な
ゐ
ょ
う
念
行
為
を
行
文
ノ
（

N
E
Z
R
E
Z
t
L
I
2
L
F
g
r

L

む
し
い
T
7
q
A
十
AJU

一一一ハハ

条
は
、
い
也
市
と
さ
れ
に
行
為
，

t
，
弐
務
、
二
日
俸
の
阪
む
い
t

b

つ
て
の
み
さ
は
な
く

っ
く
「
進
一
ほ
」

t

,c 

L、

念
に
よ
》
て
4
一
具
体
的
に
叙
述
L
て
い
る
ハ
し
た
が
う
て
、
背
粁
芥
に
お
け
る
川
町
件
保
護
義
務
を
川
訟
に
図
表
な
も
の
一
解
釈
す
J

るい

と
が
川
化
ザ
で
ふ
め
hJ

、
コ
E
i
q
2
1
、
L
j
も
ど
よ
コ
よ
、

よ

μ
r
J
J幸山ぺ
μ
才
百
？
ut方
7HA
／
仁

f
t
v

共
体
的
に
は
、
背
任
山
乃
の
構
成
安
件
は
、

日
t
比
い
れ
の
規
範
を
片
面
的
に
は
い
の
JU
む
の
で
は
日
く
、

川
法
六
六
条
が
司
的
に
す
る
肘

（以人法学i"" :2 ＂＂・、 ＇8():zonJ. n 



産
日
出
A
y
t
L〆
計
八
r

閥
…
犬
、
什
つ
つ
形
成
さ
れ
る
ハ
す
な
わ
ち
、
刑
応
外
の
規
範
り
違
反
は
引
淀
川
開
設
義
務
の
涼
反
主
成
定
す
る
た
め
の
出
叫
市
内
、

亡、〆’
m’h
怖
く
、
刑
法
外
の
ム
支
持
に
渋
皮
ず
る
こ
と
と
背
付
罪
に
よ
り
処
苅
「
る
こ

F
！
と
の
阿
に
「

2
味
述
悶
（
出
ヨ
コ
話
N
Z
E

を
作

わ
ノ
山
山
さ
ふ
け
れ
ば
な
、
り
な
い
と
れ
州
、
へ
つ
れ
て
い
る
c

ケ
ピ
ン
了
ル
は
、
昨
任
非
の
内
力
保
障
的
性
格
を
強
誠
1
1

て
の
み
質
を
、
財
一
昨
帰
出
品
也
か
り
’
打
品
者
に
し
J
え
ら
れ
た
日
出
裁
二
幻

考禁｛ 3ぃi

阪
批
あ
る
pf伎
に
コ
い
て
の
告
（
粁
に
求
め
た
ο
t
w
l
μ

作
似
州
議
義
務
を
負
う
者
は
、
つ
い
己
に
許
さ
れ
た
H
、
体
的
な
限
界
t
z
j

超
、
さ
ト
付
阪
を
j

使
L
、
法
山
下
上
保
一
託
さ
れ
ー
乙
木
ヘ
け
は
由
に
介
入
し
た
か
除
に
処
山
刑
さ
れ
る
こ
い
う
の
で
あ
る

n

多
数
一
り
し
ア
併
こ
日
一
様
に
、
被
も
義
務
心
柄
州
市
宇
一
一
つ
に
区
別
？
？
る
ハ
す
な
わ
ち
、
同
辿
／
）
な
3

て

γ白
川
町
産
保
語
義
務
が
、
小
山
明

確
に
バ
人
r利、

個
々
の
指
不
に
よ
ッ
て
ほ
む
し
て
い
ヨ
る
場
台
、

引
限
会
社
法
一
一
心
条
の
よ
う
な
え
体
的
に
対
住
に
鳴
す
る
法

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

律
と
の
閣
」
斡
副
社
に
某
づ
く
場
合
、
③
対
屋
H
M
m

店
者
や
法
作
ー
に
よ
る
明
確
た
似
却
の
設
定
が
」
穴
保
し
て
レ
る
4
荷
台
で
↓
わ
る
し

に
つ
い
て
は
、
制
々
の
規
釘
に
対
す
Q
達
公
同
討
作
一
以
護
に
絹
ひ
っ
く
弘
、
広
一
心
奴
界
を
超
過
L
P
J
、
一
と
に
な
る
の
で
、
人
間
ち
に
背
yr

ら
れ
る
と
さ
れ
た

v

行
為
苫
は
り
え
ら
れ
た
裁
祉
を
不
勺
に
行
使
し
、
そ
の
結
果
、

市
松
二
六
六
条
C
h泳
法
円
的
で

~： あ
る
本
人
心
財
詳
の
白
山
山
利
川
市
を
起
さ
し
て
い
る
伊
、
つ

他
方
、
九
ゅ
の
場
合
、
通
常
の
誠
実
な
」

株
式
以
丸
一
条
一
ポ
一
文

よは
lp
」レ」い

は
比
一
準
｝
ご
し
て
姐
内
需
竹
で

の
明
確
け
の

L

～
で
間
町
百
日
目
じ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
、

ク
ピ
ン
ム
ル
は
川
一
単
帰
属
ー
の
利
泣
ー
に
戸
主
向
け
る

あ
る
こ
；
か
っ

主
ず
、
通
常
の
誠
4

た
な
品
川
務
執
行
よ
い
え
ノ
ム

Tpi法
！
の
士
山
市
ば
、
背
任
罪
の
戸
的
で
あ
る
五
人
の
財
直
利
じ
！
の
臼
臼
乞
保
護
十
る

鮎
H
J
か
、

J

考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
勾
ら
ず
、

「
誠
＋
に
さ

は
川
川
法
ー
の
訂
伍
草
川

m
r一
な
ら
な
い
）
王
張
子
る

J

そ
れ
で
は
、
会
往
法
上
の
義
務
を
背
仔
界
心
続
日
か
ら
こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ル
タ
ソ
ン
グ

い
の
か
。
似
は
、
い
い
人
法
九
一
一
久
人

一
一
足
の
r
で
つ
な
規
則
合
、
背
任
罪
の
叫
ー
パ
で
は

1
4人
か
五
十
、
体
的
な
状
畑
山
の
？
、
川
／
｝
三
、
ム
1
1ぜ
の
づ
自
の
行
使
〆
了
し
て
一
む
訟

I P¥C人法学； S9 、＂c7J 221 [2on0. 7 J 



＂児

（

T
L
2
5
h
E
一
し
た
で
あ
ろ
う
も
の
の
規
範
的
な
、
J

ミ

』

レ

i
シ
ヨ
／

1
／
し
て
退
院
「
る
門
と
の
で
、
依
相
、
子
段

E
E
E
F戸

判
恒
例
一
↓
い
が
妥
当
す
る
別
法
に
お
し
て
ト
ぷ
め
ら
れ
t
b
る
の
月
段
良
む
も
の
と
、

J

て
木
人
が
洲

る
決
定
引
戸
川
ソ
7

」
と
で

百合

ー
と
：

2

1

《
く

（
｛
此
の
い
怖
を
付
二

、、

本
人
が
文
抗
す
る
h

L

Y

の
で
き
る
決
定
子
勺
う
こ
と
だ
と
す
る
じ
ト
ヘ
人
の
…
悦
上
に

υ
了
ぺ
支
持
吋

品中古川
U
を
慕
準

r
す
る
た
め
一

一
だ
の
状
見
h
6

で
た
い
人
が
具
体
的
に

y
の－
o
h
つ
な
河
原
を
追
ぷ
1

〕
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
チ
が
か
り
が
あ

る
限
り
、
こ
れ
を
決
定
の
基
礎
こ
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
L

そ
の
よ
う
な
手
が
か
り
が
仕
い
ぬ
台
、

本
人
の
追
必
ず
る

二
紋
的
な
）

日
除
z
V
｝去っ一息
7
L

つ
つ
、
本
人
が
当
該
行
為
を
支
持
す
る

F
J
5
7か
を
ふ

fm的
に
判
断

γyfvL
か
な
い
、
と
す
る
。
ケ

F

一
シ
ェ
ル
は
、
」
の

二
一
を
、
一
非
合
逃
な
況
を
止
J
V
F
L
j
Q
ヨ
山
刊
は
、
本
へ
が
肘
川
佐
川
休
寸
枝
元
立
刊
を
『
γ
つ
者
に
ヴ
て
の
よ
う
な
、
必
完
全
行
有
権
限
を
ヲ
え
な
い
限
り
、

木
人
の

T
中
に
む
み
存
在
卜
ず
る
一
こ
し
〈
か
ら
ぷ
礎
付
げ
ら
れ
る
と
与
え
と
い
る

η

以
一
ど
ま
と
め
る
と
、
背
任
邦
に
お
け
る
義
務
達
氏

と
計
倍
、
づ
れ
る
の
は
、
一
行
小
持
者
に
よ
る
決
定
、

ν会
社
心
暗
ぶ
ず
る
い
前
に
宝
一
心
さ
れ
以
い
4
荷
台
、
す
な
わ
ち
、

一
口

と
い
F

つ
こ
と
に
な
ろ
弓

J

本
人
に
T
i
H
判
、
子
、
れ
る

決
｛
心
L

一
は
考
え
ら
到
な
い

ク
ピ

γ
乙
ル
心
見
解
は
、
刑
法
独
ー
一
の
不
合
、

H
、
私
的
に
は
、
本
人
J

ど
基
準
と
し
た
一
支
持
小
川
能
性
一

判
断
を
行
う
も
む

そ
の
限
り
で
、

｝
ィ

i
一ア

γ
ン
に
と
る
、
私
法
上
’
岳
山
治
ト

ω専
門
家
に
よ
る
支
持
小
川
能
行
川
円
断
と
は
川
凡
な
る
こ
と
に
ヒ
る
1
／
彼
は
÷
丁

張
F
7
Q「

V

う
も
っ
と
も
、
本
人
の
窓
h

u

H
的
を
推
測
す
る
こ
と
（
り
で
き
る
H
一
体
的
な
手
が
か
パ
”
が
ん
け
布
し
な
い
場
合
、
六
千
人
が
勺
議
行

為
を
よ
け
い
す
る
か
と
う
か
を
合
間
的
い
判
断
す
る
、
ど
か
た
い
た
め
、
与
の
場
合
の
判
断
は
結
論
〉
白
〕
て
ア
パ
ー
！
？
？
ン
の
北
、
準
と
殺

す
る
こ
、
と
に
ム
な
る

t
問
い
わ
れ
，
Q
V

仏
一
て
は

レ
v
T
ち
の
河
川
淵

ル
？
？
ウ
は
、
品
訟
法
的
飢
一
山
山
を
｝
一
味

L
て
、
出
向
任
弁
に
お
け
る
義
務
違
反
右
到
｛
疋
ヲ
る
ヒ
め

』
」
1
／
｝

J
Y
J
J
m
み
て

γ守
レ
ナ
ウ
に
よ
れ
ば
、
刑
法

ハ
ハ
条
は
、
財
席
以
ぷ
市
内
義
務
心
長
時
凡
吋
げ
を
、
同
法
外
の
泊
八
城
ひ
ら
惜
別
し
づ
っ
、
刑
法
制
川
秋

（以人法学i"" :2問、 282:zonJ. n 



、り州山白糾い
b
f
戸J
信
し
え
加
工
を
行

7／
い
よ
ノ
ム
一
咋
で
規
範
的
借
成
虫
件
で
め
る
と
さ
れ
る
υ

依
も
ま
z
f
J

、
背
任
罪
の
義
務
追
反
日
J

問
泡
と
な
る
状
配
ん
へ

ん
人
約
や
た
故
、
あ
る
い
は
個
別
の
お
小
の
形
i

ん
に
右
＼
肘

京
F
、、、川、

産
の
け
店
、
体
的
な
一
攻
り
扱
い
に
つ
い

て
い
る
川
笠
口
と
、

せ
い
J
f
い
私
法
が
、
行
為
者
、
つ
が
乙
る
べ
き
行
態
を
不
川
崎
叶
な
概

A
Z
な
い

L
は
M
M
T

な
る
川
判
例
に
よ
っ
こ

L
か
州
市
り
に
L
て
い
な
い

μ分
L
、
f
F
話
に
つ
い
て
は
、

ゐ
ハ
六
条
の
保
設
司
ー
的
か
っ
し
て
、

考禁｛ 3ぃi

不
さ
れ
た
基
準
に
以
ず
る

川
一
法
上
の
表
務
違
反
に
な
る
乙
ず
る
。

役
者
二
つ
い
て
は
ふ
り
一
叶
し
い
議
論
が
い
以
苅

5
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

非
対
ム
忠
市
政
河
川
叶
〈
ソ

o
u
t
uリ
決
心
表
お
違
反
に
い
わ
ぬ
る

重
大
れ
t

、
、
い
う
概
念
に
対
L
て
川
法
学
一
礼
が
二
段
時
前
理
解
｜
｜
恥
法
上
義
務
に
遭
っ
て
い
る
な
ら
ば
刑
法
1
3常
務
、
建
一
民
と
は
一
説

仙
さ
れ
亡
し
は
な
ら
ず
、
立
法
二
義
務
述
反
が
あ
っ
？
？
’
か
ら
と
い
っ
て
刑
法
主
義
務
注
ほ
と
な
る
も
の
で
は
な
し
ー
ー
や
一
不
し
て
し
る

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

山
一
に
つ
し
て

の
義
務
述
尽
に
比
し
て
川
法
上
の
義
務
通
一
況
は
科
肢
に
お
い
て
豆
大
で
な
け
、
れ
ば
な
ら
な
レ
と
理
解
さ
れ
ど
い

る
よ
円
ら
ば
、
支
持
で
き
た
一
い

次
に
、

ワ

r
1
7
マ
ン
が
不
L
た
ー
支
持
不
可
能
作
一
と
い
う
川
、
ふ
れ
外

C
U門
家
む
刊
断
に
従
属
し
て
背
C
肢
の
義
務
述
反
？
判
断

ふけコク
G
メ
J
え
釘
川
に
つ
い
ず
」
は
い
川
、

判
事
裁
判
湿
の
解
釈
権
限
と
い
う
判
事
訴
訟
ヤ
い
的
観
f
U

よ
か
っ
訓
刈
が
加
え
、
口
れ
る

ν
i
f
7ノ
ま
わ
ヘ
弓
上

一

－

7

t
ぺ
C

九
二
地
べ
て
い
心
不
明
確
と
法
殺
人
J

山
制
限
2γ

」
加
え
よ
う
と

d
会
支
持
不
可
能
戸
芸
市
の
円
校
設
ん
じ
に
は
長
一
ば
で
き
る
つ
し
か
し
、

こ
れ
が
恥
決
上
の
判
例
・
学
説
の
見
前
町
ピ
従
っ
て
判
断
す
る
二
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
川
開
高
保
護
の
範
囲
h
d
過
対
に
制
限
、
以
て
い
る

刑
事
裁
判
，
口
は
、

刑
法
上
の
義
務
謹
一
以
判
断
の
い
わ
ば
配
段
階
に
仇
霊
「
ゐ
私
法
上
空
さ
存
在
反
の
右
川

こ
と
に
な
ゐ
し
す
な
わ
也
、

j
G
L

川
断
L
な
汁
れ
ば
な
つ
な
い
け
れ
い
〆
生
、
そ
の
秋
山
（
私
法
ト
の
一
判
川
内
向
、
守
一
訓
に
拾
烹
さ
れ
る
ト
）
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
攻
解

ー
〕
な
け
れ
ば
、
民
事
裁
判
所
の
山
科
止
力
あ
る
判
断
を

T
に
入
れ
る
ま
で
、
刊
事
ー
は
判
C
処
法
が
進
ま
な
い
h

」
と
に
も
な
り
か
ね
な
い

ま
に
、
会
汁
不
ぜ
能
性
心
件
前
準
法
、
制
川
秋
上
争
一
の
あ
る
7

品
分
を
絞
科
人
に
有
利
に
取
り
悦
お
弓
乙
一
2
0
口
、
で
、
訴
訟
法
ト
の
副
切
り
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＂児

問
題
に
悶
す
る
純
計
ぺ
推
定
の
応
則
ピ
、
渋
作
解
釈
に
田
川
い
る
、
一
と
に
な
〉
て
妥
当
勺
ふ
M
G
い

p

：
2

1

 

’γん
〈
、
；
』
l

Y
J
ノ
は
、
刑
渋
川
汁
の
謀
総
解
釈
を
ぷ
J
G
刑
法
外
の
如
、
域
に
お
け
ゐ
昌
一
い
が
刑
法
に
中
山
げ
ゐ
解
釈
及
び
溺
い
ん
に
統
制
立

百合

、J

な
い
と
し
た
ろ
え
で
、
背
任
採
の
義
務
造
反
な
当
主
「
る
基
刊
に
つ
い
て
険
討
す
る
に
彼
は
、
「
通
～
川
リ
の
政
夫
な

い
っ
三
広
作
上
幻
一
殺
条
度
的
川
河
範
に
つ
い
て
、
基
本
法
一

C
一
条
二
墳
の
明
報
件
原
則
の
芝
請
に
い
年
づ
き
、
限
定
的
な
加
釈
中
ι
泊
1

）

亡品、のー一
l

検
出
ヘ
刀
を
際

J

げ
て
ゆ
る
ご
乙
が
問
事
I
叫
判

P

口
の
打
及
川
て
あ
る
J
H
4ハ
μ
判
的
に
は
、
通
常
の
業
務
執
行
を
防
豆
帰
財
布
へ
本

j

人
～
の
仰
向
、
か
ら
問
ら
か
に
1
ぷ
何
不
一
円
詑
へ
は
r

七
花
に
ま

ふ
ー
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
か
〈
し
て
、
行
為
者
が
川
町
並
使
用

に
持
達
一
q
，
司
令
官
円
用
便
益
分
析
を
柑
ポ
に
渋
っ
て
い
た
場
台
、
あ
る
い

ω、
少
な
く
と
も
一
川
町
産
減
少
か
院
長
崎
加
の
絞
会
に
ょ
っ
と
刊

位
、
？
れ
る
こ

2
が
行
喝
の
時
占
d

に
お
い
て
お
よ
ヲ
て
考
え
ら
れ
な
レ
場
合

）
、
計
さ
れ
る
リ
ス
ク
の
限
界
が
沼
氾
さ
れ

内
は
引
川
者
話
一
ー
へ
）
、
山
円
午
罪
に
よ
る
処
罰
に
分
な
不
法
が
が
h
r
A
G
J
司
令
、
と
考
え
て
よ
レ
と
予
れ
て
い

レ
！
？
ム
け
は
、

一アノ

1
デ
マ
ン
に
よ
る
t
与
門
家
か
ら
比
一
～
レ
ヘ
持
不
可
能
作
一
を
批
判
L
、
っ
と
ケ
広
三
六
社
窓

の
い
店
街

4

に
徒
一
向
し

つ
つ
、
刑
事
、
裁
判
守
に
よ
る
解
釈
基
準
と
L
C
、
本
人
心
挑
点
か
ら
比
た
主
持
小
川
能
性
一
？
古
川
向
げ
て
い
る

J

一
本
人
む
挽
点
一
に

ロぷ

斗
つ
点
て
、
彼
の
見
解
は
M
J
ノ
ピ
ン
エ
ル
と
川
川
口
、
と
凡
て
よ
い
と
解
さ
れ
る
し

川市問け門

ま
と
め
～

ア
ィ
ム
ノ
コ
〆
に
よ
3

て
提
唱
さ
れ
た
「
支
持
ギ
可
阪
性
」
長
一
準
は
、
業
務
の
は
行
者
い
裁
一
主
の
余
地
事
一
認
め
る
こ
と
に
一
肌

活
動
に
お
け
る
行
為
文
の
刑

H

剖
し
ず
り
白
日
な
範
川
聞
な
一
切
切
に
緒
川
凶
ず
る
行
で
有
Eh
で
あ
り
、

る
明
確
性
の
長
求
、

主？に、

及
び
、
刊
法
の
長
終
手
段
県
連
に
ー
さ
一
台
致
」
i
Q
7れ
の
で
あ
り
、
県
本
的
に
工
J

汀
び
れ
る
べ
き
4
の
で
あ
る
ラ
も
っ
／
一
J
＼
川
禁
法
が
、

刑
法
L
L

の
義
務
法
以
の
判
断
を
、

弘
法
l
ん役人凶上↓
Mr価
が
確
，
F
〆
た
部
分
の
山
町
に
限
ゐ
と
い
う
訟
友
に
私
松
戸
判
断
）

従
［
間
的
な

7

一川廿

を
伴
う
ら
」
す
れ
ば
同
志
で
？
め
ろ
う
u

ク
ν
、
ン
工
ル
乙
レ

i
T
ウ
の
い
い
九
解
は
、
事
門
家
に
よ
る
一
主
持
末
可
計
性
L

汁
計
呼
七
官
、
本
人
一
の
視

（以人法学i"" :2問、＇8":zonJ. n 



山
川
に
『
斗
汁
介
「
支
持
小
可
一
陀
性
」
と
規
定
し
立
「
一
、
？
と
で
、
相
度
の
私
げ
い
従
高
牲
を
折
除
し
ん
一
と
礼
る
こ
と
が
で
き
る
し

背
任
罪
は
《
人
心
財
v
f
t保
護
す
一
る
止
め
の
も
の

財
産
処
分
に
関
ナ
る
本
人
の
意
同
が
義
必
定
反
判
断
に
反
映
さ
れ

る
べ
き
で
一
山
り
、
行
為
立
の
裁
重
心
限
界
を
判
附
す
る
涼
に
は
友
人
の
杭
ム
に
x
J

っ
こ
二
が
妥
？
？
と
伊
戸
れ
る
も
っ
と
J
、υ
、
防
産
処

分
に
関
す
る
本
白
へ
の
明
確
な
幕
間
ζ

は
川
口
、
な
る
、

ふス山汀
f

川
可
法
性
に
関
わ
る
け
ベ
外
的
な
意
思
・
日
的
が
常
に
長
引
J

印
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

考禁｛ 3ぃi

パ
ド
」
て
の
限
り
で

般
的
な
令
違
性

は
武
ず
る
い
一
乙
に
司
る

J

こ
の
よ
う
な
向
山
は
、
本
人
が
？
私
凡
会

祉
の
よ
う
は
法
人
で
あ
る
場
合
、
か
つ
、
そ
の
却
棋
が
ぶ
さ
円
れ
ば
大
き
い

さ
う
に
言
え
ば
、
て
ら
そ
も
一
y
f
デ
マ
ン
が
本
人
の
が
二
山
、
を
完
全
に
い
川
河
川
L
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
忍
わ
れ
る
口

ζ

い
下
つ
の
J

も、

え
ね
不
司
能
川
司
判
r
m
j
h
V
L
／
り
つ
似
聞
に
準
拠
す
る
な
法
粁
済
法
の
河
凶
柄
引
口
体
が
、
本
人
（
り
川
川
J
引
的
力
引
を
P
L

の
考
書
に
ん
円
ん
で
レ
る

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

J. 
.r 

能
川
一
頃

弔
問
査
過
程
の
考
山
国

第
一
は

ラ
ン
ジ

I
ク
む
見
hh

主
将
不
可
能
ド
」

1
は
異
な
る
7
ブ
ヨ

i
子
小
つ
苛
ι
f
r
J
に
お
け
る
蕊
務
注
以
を
附
す
る
ま
準
乞
提
示
し
よ
う
と
「
る
論
者
1
／
し

彼
は
り
ス
ク

割
問
山
、
か
ら
背
任
ωー
に
お
け
る
義
務
違
反
と
制
i
一
山
に
つ
い
一
、
考
祭
し
と
う
と
し
h

u

フ

て
う
ン
ン
l
ク

ン
〆
ん
に
よ
れ
ば
、
す
伴
罪
の

ι存
続
的
）
構
成
変
け
に
と
っ

t
主
民
1
4

の
は
、
貯
叫
ん
保
護
兵
務
主
白
川
人
ノ
ー
に
よ
っ
て
実
行
手
れ
る

汁
ス
ク
ド
小
’
J
討
さ
れ
る
も
の
か
J
う
し
や
と
い
弐
〕
yF
）

ず
な
ね
也
、
北
円
何
却
に
お
け
る
相
1
門
」
要
件
に
現
実
的
財
恋
祇
心
／
だ

】
千
二
日
ま
れ
る
い
亡
を
前
祝
1
Lヲ
れ
ば
、
許
さ
れ
主
い
リ
ス
ク
キ
冒
し
て
pf

L

一
一
市
町
に
反
し
、
ー
ス
ク
を
党
バ
オ
占
c
t
t
h
一
ζ

に
よ
り
本
人
に
相
ι
口

JfU
げんてい

け
で
は
な
く
p
d
d伐
純
化

為
者
は

M

L

の
よ
う
に
J
ス
ク
の
絞
丹
か

ら
背
汗
川
引
を
検
討
」

2

る
場
合
、
義
務
混
：
反
、
と
叫
W

円
単
四
世
昌
平
円
一
け
間
誌
は
リ
ス
ク
心
小
川
存
性
日
間
設
／
）
し
て
統

さ
れ
、
行
為
こ
針
山
市
心
境
界

if＂人法学； S9、＂ii'! 2So [20li0. 7 J 



＂児

が
不
川
川
活
早
川
な
る
い
か
、

h
u
し
r

勺
山
川
分
的
に
は
将
校
山
で
あ
る

ラ
ン
ヅ

l
ク
は
、
た
み
よ
り
よ
う
な
境
界
の
小
川
努
さ
臼
体
は
問
砲
で
は
な
〈
、

け
て
考
察
す
る

v
町中
γ
刊
に
つ
い
て
は
、

イ7
持
者
切
符
fよ
♂廿
jj、
jj、
'r 
ハー
レ〉
}'c 

c 
v、
／よ
し、

場
A、
「1

＂＂コ

日ぇ人法学＇ "" :2c2.、2折、zor〕9 7 

と

F
る
、
干
の

l
で
、
谷
安
件
の
如
刊
す
悶
係
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
了
張
ト
ー
る
c

百合

7
ン
／
i

ケ
は
、

ぶ
人
の
川
町
応
力
れ
ほ
￥
］
さ
れ
、
そ
こ
か
二
J

同
叶
片
山
い
義
務
違
反
が
和
五
制
さ
れ
る
場
介
、
ベ
モ
ト
7

ご
は
な
い
山
知
ム
円
と
い
分

ス
ク
が
ど
の
も
て
つ
ヨ
ぬ
台
に
組
J

百
〈
訂
価
さ
れ
る
の
か
を

my明
ず
々
た
め
に
、
許
申
符
手
れ
る

幻一

リ
ス
ク
に
林
計
上
さ
れ
匂
リ
ス
今
L

工
主
べ
階
的
に
い
別

T
Q二
、
｝
が
必
副
長
で
あ
る
乙
ず
る

J

ま
ず
、

U
－
斤
帰
属
高
の
明
確

q
v対
不
等
が
あ

る
場
合
、
枝
容
の
確
定
の
ー
乙
め
に
は
本
人
の

（
財
序
処
分
に
つ
い
と
の
）
川
約
か
重
要
で
あ
る
2
し
た
。
目
的
は
本
人
と
行
持
者

η
消

の
取
決
パ
め
に
よ
っ
て
川
町
さ
れ
、
そ
の
逸
脱
が
治
安
に

次

行
持
者
白
一
一
J
h
M
ト
十
へ
の
た
め
に
日
常
設
策
を
決
む
す
る
よ
う
な
喝
合
に
お
け
る
招
害
の
確
寸
一
が
議
じ
ら
れ
る
c

そ
こ
で
は
、
慎
岩
J
い

え
る
科
に
リ
ス
ク
か
高
度
で
d

ね
る
な
ら
回
、

fm極
的
に
僻
さ
れ
る
と
同
時
に
義
務
リ
昌
弘
も
石
川
仇
む
ら
い
九
る
と
1J
る
c

も
っ
と
も
、

ジ
l
ク
は

不
確
中
人
に
利
日
批
肌
法
行
心
機
会
の
た
め
に
祢
皮
に
l
M
め
ら
れ
た
剣
住
町
止
へ
の
危
喰
中
官
す
湯
合
に
は
点
皮
な
リ

ビ

ス
ク
が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
る
む
み
で
、

H
、
体
的
に

古
川
阪
な
リ
ス
ク

心
中
身
に
m仇
し
て

E
れ
以
士
山
説
明
は
行
っ
て
い

ω利
長
恒
に
つ
い
て
、

ソ
ン
ジ

i
hソ
は
、
義
務
選
以
は
取
決
め
ド
逢
反
し
た
こ
と
や
損
ヰ
か
子
主
一
ら
し
た
こ
と
か
ワ
サ
じ
る
の
て
は
な
く
、

e

p

の
他
の
規
制
引
か
ら
導
き
附
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張

d
ム
竺
ま
ず
、
青
任
罪
口
一
札
地
か
ら
は
、
他
の
出
分
野
の
川
尻
叫
朝
、
U
X
ノち、

亡
ト
ヘ
人
の
財
性
保
護
に
役
y
J

つ
号
令
の
vP4中
主
で
あ
る
と
す
る
。
与
の
孫
、
債
権
者
保
誌
の
た
め
の
規
定
ゃ
、
恥
賂
の
よ
い
い
な
ふ
小
止

す
る
反
｛
白
山
、
行
為
文
と
の
関
係
に
釘
い
て
九
一
人
の
財
tf
を
保
設
「
る
」
yF
）
十
一
円
的
と

J

て
い
な
い
た
め
、

二
六
八
条
の
弐
務
に
は
一
説

川

1
7
〕
？
叫
い

く
f
－ト
J
H
U心
、

ア
ン
ジ
ー
ク
は
、
一
店
時
の
注
目
ぷ
也
市
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
亡
、
「
本
人
心
財
産
に
と
っ
て
実
体
的
に
許
さ
れ
白
い
行
財

は
M
円
か
を
定
め
で
つ

r二
rJ
司令こ
ζ

を
断
念
し
、
子
続
規
定
り
浸
，
vを
重
視
す
る
」
向
山
が
民
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
決
定
的
な
の
は
、

ブ

J



も
は
や
私
論
一
日
体
で
は
な
く
、
ど
の
よ
つ
に
件
論
に
日
土
つ
に
の
か
」
て
あ
る
、
と
評
測
し
と
い

か
く
し
て
、

1

支
持
可
限
忙
の
枠

M
1
？
」
九
べ
d

j

f

l
～

｜
J
i
－
－
：
 

た
め
の

J

品
川
、
予
選
守
さ
れ
て
い
る
か
Y
っ
か

に
↓
乞
L
t

一

が
義
務
送
ほ
の
司
王
と
で
ふ
砕
け
主
一
さ
れ
る
と
寸
る
一

税

F
る
淵
川
市
上
y

し
て

ラ
ン
ン
i

ク
は

に
、
特
に
五
一
伝
効
h
t
ゃ
企
業
の
一
イ
メ
ヲ
ム
ン
ア
ァ
ブ
pf
寄
付
に
一

r
q刊
日
日

と
考
、
え
る
場
台
、
ど
の
一

o
y
K
A仏
ア
…
積
が
泊
切
な
の
か
を
よ
品
川
川
庄
が
判
断
「
る
一
こ
は
凶
黙
で
あ
る
y

こ
い
う
と

い
る
本
コ

考禁｛ 3ぃi

／ 

章、

仙川は
ω
H
H廿
却
に
お
け
る
義
務
造
反
川

J

ム
点
古
川
手
続
規
定
の
選
サ
・
ヌ
道

1
に
ん
て
解
消
さ
れ
る
〉
一
号
、
え
た
の
で
は
な
く
、
－

m

容
に
現

L
て
お
用
が
な
、
か
ど
う
か
の
統
剥
が
仕
夜

L
な
け

］
針
規
則

み
を
信
頓

γ
る
こ
と
は

C
き
な
U
U

し
か
し
、
手
続
が
退
守
さ
れ
て
い
れ
ば
、

間
ぺ
山
〕
な
極
刑
が
日
い
か
ど
う
か
を
表
査
一
oJ
い
れ
ば
足
り
る
l

に
述
べ
て
ー
、
る
n

一
プ
プ
ン
ク
は
、

一
の
よ
う
な
立
慌
を
持
品
市
す
る
に
際
し
と
、

ア
メ
リ
カ
会
社
法
の
い
わ
一
ゆ
る
経
常
判
際
原
引
を
干
上
午
、
こ

L
、

合、

の
円
ハ
体
問

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

の
ム
っ
と
し
ご
、
対
岸
処
分
決
定
の
際
仁
会
社
後
夜
、
か
引
い
台
関
係
主
引
し
以
レ
こ
と
を
中
氏
本
［
て
レ

以
｝
の
け
比
尚
一
吉
本
稿
、
ょ
の
関
係
一
ー
、
検
だ
す
る
と
、

ラ
ン
ン

l
ク
は
桜
山
古
か
ら
設
必
述
反
パ
か
甘
沼
健
付
け
ら
れ
る
場
合
と
、
長
官

m
T
U
は

に
は
山
同
y

悼
の
リ
ス
ク
パ
炉
問
問
唱
に
な
る
L
Y

す
る
も
の
の
、

m山只つ】

付
令
市
門
阿
－
一
止
の
リ
ス
ク
が
直
も
に
義
務
F

車
一
以
と
な
る
の
か
を
説
明
、
〕
亡
い
な
い
し
、
日h

ナ
十、f

八以

義
務
造
反
が
基
従
ハ
刊
げ
ら
れ
ば
い
ぬ
ι
T
f
J
げ
て
考
察
L
て
い
る
が
、

向
者
心
択
別
立
川
和
f
h
d
不
分
明
だ
と
の
批
判
U
V
M
行
ら
れ

I
7
c

山
性
ん
二
円
、
行
為
者
に
松
い
判
h
f
7え
つ
れ
て
い
る
場
公
に
は
口
門
的
進
反
が
い
間
半
一
一
乞
幕
後
付
け
、

同
A
ぃ…J

義
務
没
炉
、
に
も
は
る
と
い
ぶ
の
は

で
、
ノ
下
苧
7
1
二
三
、
、

i

山
、
H
坊、」、

Z

C

一
）
／
十
わ
J
弓
ー
一
川
4
L
4
J
ノ

約
中
と
援
務
選
以
の
悶
収
れ
は
明
り
か
で
な
い
。

フ
ン
ジ

i
ク
は
、

指
（
角
、
り
か
叶
’
u

〉

当
j

〉「
V

／、
A

J

、

子ぺ
i
刀
戸
、
マ
｛
斗
引

J
L

担
（
十
川
町
町
、
り
義
務
法
U
＼
炉
導
か
れ
た
し
場
合
Lr
は
只
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
測
点
の
か
Y
A
M

－
小
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
、

1出
方

ヴ
ン
ジ
ー
ク
が
、
川
町
済
合
在
性
の
翫
去
で
の
え
芥
ぶ
口
d
t吃
性
本
刊
は
処
分
行
為
の
内
科
に
閑
ず
る
審
査
を
断
必
ず
J

る
も

の
で
あ
る
こ
し
て
、
支
持
川
詩
句
枠
内
仁
お
い
て
手
続
規
定
の
遵
す
に

J

有
川
L
～
八
と
と
、
こ
の
青
山
味
芝
、

－T
イ
、
デ
ど
〆
ら
の
見
解
よ

り
も
処
叶
純
一
円
Jvr
広
げ
に
こ
ζ

法
、
正
イ
オ
六
れ
る
ハ
た
に
じ
、

？
J

、
ン
ク
の
よ
う
な

J
1絞
り
t
t
中
れ
か
料
開
ド
の
内
容
を
保
副
す
る
』



＂児

と
い
っ
サ

J

え
vHは
7
1北
上
批
判
七
月
ん
げ
て
い
る
r

加
え
て
、

ブ
／
ン
i
ク
？
？
草
慢
す
る

T
V札
規
則
と
は
、
叩
刊
心
4TrF4rV
（山一群山内
J

ピ
立
川
し

量
一
日
ー
こ
ん
「

F
叶
引
退
守

の山円

hwを
む
一
つ
て
は
詰
め
る
べ
き
長
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
ド
で
一
ノ
に
思
？
や
れ
る
ラ

7盛
り

八

百lj
す
Y、

じ

以人法学ioc i2C｛、 2泊、201〕J.7 

に
も
の
以
外
に
と
の
司
日
仏
う
な
も
の
ま
で
塑

μν
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
い

v

あ
ら
ゆ
る
了
続
規
則
の
選
日
が
背
作
野
の
弐
務
達
反
を

百合

＋円八時比引いける
L
Y

す
る
な
ら
ば
、
山
理
反
さ
れ
た
義
務
と
旧
制
宇
心
保
設
巨
的
湾
問
ζ

い
人
ノ
フ
ン
ジ
マ
；
ノ
自
身
心
安
ぷ
ζ

調
和
、
〕
h
a
h
v
d

己
、
引
な
保
守
友
リ
的
を
山
汀
〉
三

i
u川
規
公
の
選
以
に
限
定
ー
ょ
に
1

〆
ま
戸
、
と
、
処
罰
範
闘
が
あ
ま
り
に
制
限
的
に
な
る
ラ

プ

／

ン

1

h

ア
の

仏
軍
二
斗

ノ
ム
ミ
／
ト
の
口
町
、
解

折
、
バ
統
治
字
心
部
門
白
川
か
九
は
引
川
M
I

蓄
の
首
君
、
決
先
進
程
！
な
怯
相
当
に
νワ
祭
L
、吋い町
l
l
u

ル
に
お
け
る
義
務
亮
反
の
判
断
茶
呼
を
精
級
化
し
k

う
と
す
る
論
者
に
／
？
ミ
ソ
＼
ー
が
レ
る
に
役
は
、

決
定
者
が
白
か
れ
る
状
泌
を

冒
険
治
取
引
5
場
日
に
ー
お
し
て
、

ず
な
わ
台
、

確
天
性
e

措
置
が

リ
ス
ク
＠
川
割
引
情
品
川
町
J

、

一
C
C
%
の
4
能
性
吉
村
H

っ
て
前
日
k
結
呆
「
惇
宍
な
結
果
）

rL
一
土
司
令
し

をけ
1
J

の
司
能
性
が
知
b
れ
こ
い
る
院
数
の
結
果

r
会
る
つ

ァ
、
ゐ
コ
ャ
i

、

ーしみ
J
h
μ
J

日

f
u

り
能
件
mv
分
ど
が
行
f

げ
す
る
い
ふ
不
出
内
実
性
一
日
間
が
、

；二 3色
よ fI. 
る C, 〉
｜メ I'I 
Tリ古t 
l土 li: ' L ,, , 
iY》：J」

7ニ i引
るむj ら
' :l・ 

以て
i ミ3
G) ''?. 
v大 F

フち、
メ
c、
Hi' 

こ
い
る
結
果
に
平
7
9
、
一
（
と
め
ヴ
A
V

こ
れ
は
、
経
済
学
一
む
リ
ス
ク
分
析

仰
と
i
J

の斗九日↓
νい
H
h
m
い
え
は
、

引
所
損
小
へ
の
危
険
が
あ
る

v

し
m
l
J
、
そ
れ
円
体
、
£
は
、

品
川
に
則
定
紛
失
が
止
り
v

に
こ
と
な
も
っ
て
背
任
罪
に
よ
る
処
出
を
認
め
て
は
な
、
り
な
い
と
す
る

J

ン
L

ミ
ヅ
ト
は

冒
険
的
反
引
の
場
制
に
お
い
て
、
込
山
年
一
し
し
の
制
上
一
に
百
九
て
怨
骨
折
済
学
4

上
の
向
上
d
Y
1
r

、
つ
弔
ぷ
を
考
討
す
る
工

み」、

trkμfι
っし

配
版
、
υ

て
い
る
の
か
が
亘
変
で
あ
り
、
に
人

の
判
断
：
七
、
J
J
L
は
、
行
為
ず
の
杓
阪
と
そ
れ
に
相
比
ト
ー

／
）
行
為
品
引
の
閣
の

7

一
前
関
係
に
γ
ロ
っ
て
川
口
町
さ
れ
る
つ
そ
の
ト
で
、
義
務
に
治
人
介
し
た
権
限
の
行
使
と
い
え
る
か
を
判
断
す
る
mm
に、

川一

ろ
し
為
者
が
経
営
山
山
古
川
学
上
の
規
則
に

h

仏
っ
て
泊
切
、
こ
さ
れ
る
戸
、
と
を
実
行
し
て
い
る
か
が
考
慮
き
れ
る
ハ
似
は
、
そ
の
際
、
以
、
ー
の
一

つ
の
絞
！
司
う
重
要
で
あ
る
ζ

ず
る
。
「
泳
、
わ
ち
、
小
川
」
行
持
者
小
こ
の
よ
う
な
範
民
に
お
い
て
リ
ス
ク
決
定
壮
行
っ
て
よ
い
の
万

ん「内一



訪
問
係
＼
②
行
為
者
け
や
、
そ
の
決
ん
じ
の
た
め
に
不
可
欠
日

い
ん
出
に
お
い
と
獲
犯
さ
れ
う
る
且
刊
誌
を
訓
話
し
て
い
る

。コ
刀、

決
定
山
玉
川
女
な
情
践
に
パ
司
、
ν

い
調
会
が
行
わ
れ
て
し
る
か
で
あ
る
、
八
山
）
は
決

P

に
川
容
に
つ
い
て
の
u
h
旬、〈小山）と

ザ
U
は
決
定
す
ト
す
則
一
北
！
と
、
〕
亡
の
情
報
の
人
手

E

朝
間
点
一
ハ
古
閃
出
品
と
L
て
い
る

v

ン
ュ
ミ
ノ
ト
は
、

mvの
門
出
関
係
の
一
之
に
つ
い
て
、

ー
ス
ク
領
域
が
作
伊
l
又
は
契
約
卜
日
体
的
に
規
制
さ
れ
て
い

考禁｛ 3ぃi

ス
タ
領
域
が
MF一
約
上
般
的
に
不
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
場
合
、
叫
人
川
、
J
、

J

ヲー、

リノス
λ

笥
成
ν
f
J、
洋
に
ー
三
て

紋
的
に
の
み
七
さ
れ
て
い
る

ー
に
円
の
山
ル
ペ
円
（
U

－
つ
に

J

ヘ」別し、
y中

の
熱
型
に
つ
、
て
は
当
議
規
制
の
句
評
か
持
議
違
反
の
斗
断
に
こ
っ
て
決
定
的
な
安
宗
で
あ
る

第
の
山
県
別
に
お
い
と
は
、
義
務
注
反
を
川
断
ず
る
基
準

u、
任
務
一
け
性
質
と
内
容
か
り
一
引
き
川
大
れ
る
。
解
釈
I

山
際
し
て

は
、
本
人
心

一捻
141喝
な

J

意
UR
に
L
A
介
し
て
い
る
こ
と
か
重
要
だ
と
し
、
ψ
」

jv注
減
税
減
で
通
常
と
汽
れ
る
注
己
義
務
を
徒
刑
す
る

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

戸一と

ιば
T

川
」
｛
疋
山
引
で
あ
る
〈

ヲ
え
ら
れ
た
任
務
の
判
的

投
び
、
中
I
該
取
引
に

回
収
品
伎
の
花
小
型
に
お
レ
て
は

許
凸
怨
さ
れ
る
行
為
は

と
っ
て
同
点
γ
m
v
f
t
u
か
ら
刻
ら
か
と
な
る

v

｝
こ
で
は

ア
ィ
！
？
マ
ン
ー
刊
の
支
持
不
可
能
性
の
基
準
に
よ

η
表
務
違
反
が
判
対
さ
れ

る
JH’
H
特
例
J
し
て
、
柿
民
用
さ
れ
た
討
詮
日
刑
判
々
の
リ
ス
ク
投
ひ
迫
求
さ
れ
る
円
的
と
別
ら
か
に
約
一
り
ム
円
い
u
m
d

と
れ
な
い
い
勿
台
、

h
t
来

が
刻
産
処
分
に
よ
っ
て
破
，
n
」山中
T
O場
九
円
等
が
準
げ
つ
れ
C
い
る

次
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
付
、
品
川
〉
と
お
）
、
す
な
わ
ち
、
決
定
一
り
た
め
の
結
報
心
人
手
と
調
慌
の
段
批
刊
に
h
o

い一、
y
u
、
設
誇
違
反
が
宇
マ
ご
の

る
こ
ζ

を
明
確
に
攻
守
＼

ま

日

U
山
間
的
け
は
い
い
が
通
常
の
転
回
内
ご
行
わ
れ
る
の
は
、
行
rdー
が
決
定
の
た
め
に
必
宏
九

3
1タ

主
訴
も
っ
て
調
注
、

J

て
い
？
之
助
ム
円
だ
け
で
あ
る
と
三
情
h

刊
の
t

l

分
な
収
矢
吹
行
わ
ず
に
意
思
決

ιす
る
ズ
は
祥
汗
咋
に
お
け
る
義

務
造
反
に
な
る
、
こ
さ
れ
て
い
る
。
し
ん
に
ぶ
っ
て
、
行
為
討
が
、
情
報
の
欠
叫
の
た
め
に
そ
の
組
問
を
評
加
す

J

る
三
亡
が
で
き
な
か
っ
た

J
ス
ク
J
W
－
実
行
す
る
い
一
と
も
義
務
に
反
す
る
ま
た
、
草
川
一
決
定
の
た
め
に
必
要
な
情
恨
の
注
恵
漆
い
誠
九
寸
・
利
用
・
許
制
も
情
報
の

収
集
以
上
に
草
山
ず
で
あ
れ
、
そ
れ
が
行
わ
れ
て
一
な
い
場
合
に
は
、
皆
川
μ
罪
が
成
立
し
う
る
／
）
し
て
い
る
n

ン
ユ
ミ

J

ト
は
、
こ
の
ふ
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＂児

う
ヒ
お

E
H
お
け
る
キ
別
と

J

1

り
意
思
決
定
命
日
一
号
、
ぇ
十
ん
が
仰
い
つ
れ
る
と
す
る
つ
具
体
的
に
は
、

筒
8
4
m

化
さ
れ

ー
心
、
も
の
で
あ
る
が

モ
デ
ル
の
品
川
市
立
、

が
FJえ
つ
れ
C
レ

上
司
J
1
以
内
ノ
マ
人
い
ヘ

↑
4
b
i
iイ一／

の
宮
山
心
と
い
1
J
ブ
日
ト
ゼ
ス
主
巾
γ
G
汁ノス

百合

ン
L

ミ
ヅ
ト
は
、
一
山
小
山
一

ω心
主
［
収
防
相
す
の
一
関
係
に
つ
い
て
則
前
に
は
？
〕
山
べ
て
い
ん
d

い
、
之
、
っ
と
も
、
民
号
、
出
主
主
い
調

九千をい訂
h

ワ

た
め
に
は
何
恨
の
庁
な
収
集

が
け
↓
妓
の
が
相
官
で
あ
令
以
l
、
庁
）
の
没
陪
に
お
け
r日
清
治
違
反
の
判
断
は
ず
内
出

の
段
階
に
お
い
て
義
務
涜
反
ド
認
め
ら
れ
山
い
場
台
に
は
じ
め
て
間
投
乙

Z
る、

、／
Y

一ミ、ッ
Lr
中ホ、

一
：
一

y
J
t

冒
険
的
取
引
が
し
泊

5
d

ま
三
、

什
ノ
一
’

1

f
し

3

必

T
3
d
t
z
l

L
て
一
伯
尚
り
お
注
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
し
て
け
る
の
に
加
え
て

ア
メ
リ
カ
バ
山
か
ら
ド
イ
ソ
法
に
続
受
JR
れゆ人

い
わ
ゆ
る
経
営
判
断
原
則
に
も
伎
携
し
て
い
る
、
｝
乙

処
分
の
内
ハ
什

が
透
常
の
範
川
内
i

弘
、
ず
な
h

わ
ち
佐
々
の
川
汎
報
室
民
、

又
は
、
ー
ペ
持
不
ペ
サ
能
で
d

め
れ
ば
、
必
J
一
位
の
段
渚
に
お
い
唱
f
L
適
切
な
／
什
効
か
行
っ
と
レ
た
と
I
T
L
J
b
、
背
ぜ
山
手
に
お
日
る
義
務
違
反
と

引
削
さ
れ
る
こ
と
は
逃
げ
ら
れ
な
い
J
解
さ
れ
る
一
し
た
が

J
J

て
、
ン
マ
ミ
ァ
ヘ
i

は
①
必
①
の
品
川
ね
附
に
お
け
る
英
治
追
及
が
単
独
で

品川一

点
弓
存

rpに
日
刊
行
る
表
務
品
川
反
と
に
る
1r
者
一
え
て
い
る
の
で
あ
？
っ

ン
ム
ミ
ァ
し
の
け
見
熔
は
、

支
持
川
能
一
な
れ
為
に
も
義
務
法
交
の
余
地
を
詑
め
る
と
い
う
白
阪
で
、

ラ
J

ジ
l
ク
心
川
見
脱
に
郊
の

た
は
ハ
し

フ
ノ
ン
i
ク
が
、
ぷ
心
安
求
「
る

7
約
況
定
の
選
守
己
主
は
し
た
の
に
対
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
れ
い
ー
粁
渋
川
台
一
干
上
の

州
問
白
か
ら
比
た
意
思
決
定
地
主
な
重
杭
し
、

丸
山
心
L
t
行
二
ム
ヤ
る
ま
で
の
ゾ
日

J

ス
の
速
三
さ
を
芯
務
選
反
の
判
断
に
考
府
ナ
る
内
、
山

ヤ
の
よ
う
な
い
す
引
の
調
古
川
一
尚
程
の
草
紙
は
、
す
で
に
判
例
に
お
い
て
も
岨
べ
ら
れ
て
い
る
と
、
ろ
で
あ
っ

y
の

き
J

に
情
報
の
以
災

の
か
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
に
か
か
る
萱
ぷ
眠
時
間
等
と
の
関
係
で
経
世
判
断
、
と
ヲ
J

V

L

裁

ロ
宝
の
訟
の

γ
れ
る
計
八
切
で
あ
る
以
卜
、
シ
コ
ミ

J

卜
の
よ
う
な
実
質
的
な
必
ポ
ー
が
支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ラ
手
続
規
定
の
進
一
ー
も
情
報

－

A
査
過
程
の
泊
ー
止
さ
を
川
断

γ
る
た
め
の
手
が
か
り
ζ

な
る
が
、
義
務
泣
反
C
汀
断
が
そ
れ
に
合
一
て
簿
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

J

ζ

W
押
さ
孔
る
u

i
i
l

；

ー
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二
手
間
え
ば
、
後
討
す
る
マ
ン
ネ
ス
マ
シ
事
件
ゃ
、
以
マ
イ
ソ
日
山
コ
ー
ル
り
事
件
一
円
土
山
AE－－
2
1豆
一
江
主
｛
パ
コ
い
宗
一
で
の
る
c

？
？
出
円
相
犯
罪
絞
計
－
勺
。
E
E
十月
E
F
E
E
Z
E
h
E
目
立
に
J
れ
ば
、
九
九
）
A
1
代
前
一
ド
～
ば
日
で
の
功
L
U
仕
訟
は
工
川
1
m
に
満
た
な
U
J
っ

た
が
、
九
一
、
L
十
代
陀
立
に
な
っ
て
倍
程

U
の
散
に
急
凶
mv
六
札
在
一
一
三
と
そ
の
去
、
が
市
持
vc
れ
て
f
↑匂

ァ

ヱ

州

、

九

回

、

部

Z
♀
皐
J

心

y小
山
地
切

と山川
U

J

つ
れ
る
全
伎
と
財
慌
の
扱
い
ほ
ほ
ん
ム
て
己
主
、
背
任
非
の
惜
日
投
安

F
にヘ
1
め
る
〉
し
ろ
間
向
L

ぽ
乙

r一口
1

わ
、
れ
ご
い
る

一小山川一冗丹】

7AFコ
プ
ン

rxzd允
dmh寸
ロ
《
｛
吋
己
主

LFNd
－M
門
戸
十
コ
い

MH伸
一

山

ヌ

ロ

Fゴベ
hpr↓
ロ
】
刀
、

r
r
u川
口
百
戸
♂
句
】

7
2一
司
ニ
ヌ

4FC
（
i
ゴ
ヘ
時
）

間
内
レ
九
百
二
三
｛

E
J
R
占
プ
コ
ぞ

U
C
3
F
χ
I山ハ
バ
）

寸
川
一
条

a
に
応
つ
九
日
公
宇

T
絞
ハ
J

人
広
寸
亡
打
ち
切
ら
れ
て
い
。

j

p

、
d

C
似

ズ

げ

何

回

Jnつ♂〕？や）、

い
く
つ
か
の
が
が
に
京
い
プ
法
、
刑
説
法

・/YfFl!Cにィつけるf「務出i'C( IY＜作hJν 二l認する

一日以わ吋｛
U

『

T
5
3
4
日
以
月
一
川
い
に
土
グ
μ
吋nJ立て

二
の
よ
ス
ー
な
裁
判
一
千
明
ノ
ア
バ
に
つ
い
て
批
判
一
的
な
の
は
、
例
え
は

P
－
一
ぬ
ミ
ャ
ヲ
3
2七
ご

r
r
ヨη

ニ
州
、
広
｛
】
】
「
耳

t
Z主
一
）

2
E
2
2
4
」

J
～
》
（
）
ご
ブ
ヶ
ル

m
q
Z】
弐

h 

同
ん
と
｝
切
ム

WT一
2
2
n
w守

y
d
b
u
u
m（
コ
ヨ
コ
ム
山
内
出
口
同
一
（
）

HhH公
ロ
ロ
巴
｝
《
戸
外
（

L
Dバ
下
戸
）
山
戸
岳
一
明
内
】

ηrア
（
ν
ユ
一
一
時
内
♂
y
司
丹
、
【
ロ
ゴ
吋
河
内
」
コ
】

rp一
戸
い
戸
戸
九
）
げ
山

r
y
司
、
＝

5
F
3
h
w
二
d行

設

を

mb】
日

一、

' 

σ（い主抗守！件。守山
C

ニ

る

ロハニ
γ

｛げよム。，）日

コ
ハ
ル
士
だ
一

14dh｛
｛
ほ
お

Y
｝

mv円
も
求
。
町
仁

一Q
U
V

ヘ山一

E
t
－
－
M
F
E切
戸

ヘ
日
）
門
，

r
z
cガ
｝
戸
円
斗
月
日
に
刀
叶
｝
ち
印

4
2
2同
町
w
L
η
一
回

2
T
C
3
4
m
邑
η
プ

q
ヨ
右
手
白
河
内
｝
ニ
ヌ
寸
今
問
気
力
£
《

4
2
7
3一μ
m
q
z
v丸
山

CCU
印
公
）

Cマ

で
さ
民
ハ
V
M
F
2
F
（
W
M
I
刈
山
v
c
一
斗
守
主
ノ
吋
町
一

一門
ι
一
言
回
一
一

F吋
ご
口
封

2
7
H河
内
？
ご

2

5
民
＼

r
E
5
2
＝y
s

－t
F
T『
4544
ユ
コ

P
Z
一ド
4
5｝
叫

3
3一
見
口
百
一
一

J
Z
E
r
へ

】

（

v
e
店
主
～
f

日
山
戸
お
め
岡
山
（
）
q
α
f
y
J
占
択
一
ト
－
E
2角
Y
N
ん

W
Q
d
出

ω日
日
昼
f
d

一寸

J
）
勾
山
戸
山
一
ハ

7
2
n
｛

Vω
♂
叶
一
一
、
大

J、
伊

n
T
C
3
5コ
ル
コ
タ
］
工
。

u民
ペ
ル
ヨ
ハ
コ
コ
与

η
t＝
ス
ア
7
4己
η＋
い
、
己
こ
の
ザ
門
戸

pp
（
we
印
ム
叶
山

JいU
ムゲヤ一日「

'f＂人法学； S9、2ら7) 201 [20¥i0, 7 J 



＂児

一
ユ
一
ぜ
｛
山
〈
ル
士
か
ふ
何
件
戸
工
ρ
「、

良
一
こ
と
て
判
決
ば
ー
一
公
刊
の
承
認
の
限
界
及
び
他

JUι
法
ー
ん
古
川
範
作
i
b
じ
れ
ム
権
限
的
限
界
心
底
弘
法
認
定
三
れ
な
い
」
、
一
計
E
Fし
た

てず山

λnzeL吋川山一枕
L持
rvA4vhJ／｝／打つ

l
L

い－
4

一
、
一
点
）
凹
ロ
ヱ
印
【
ム
叶
｛
ひ
じ

一
口
一
E
h－－
m時
台
？
？
uw

（
刊
山
｝
戸
MJhE2dm戸
JM
（）

ω
ふ（）（一一円

2
お
も
向
山
山
ヘ
）
小
山
ヰ
山
］
参
明
。

一、1↓
）
凹
〈
U
Z印
【
ム
叶
｛
Y

ム叶｛門

ヘmmY

百
三
日
二
戸
さ
吋
木
判
決
は
、
一
八
六
久
人
近
前
段
乙
没
段
心

h
rれ
の
十
一
円
三
市
成
虫
汁
が
成
げ
す
る
の

b
h午
、
一
説
明
す
る
と
と
な
に
、

引
門
前
川
に
、
背
信
内
情
↑
民
斐
門
士
通
用
た
に

一
立
、
同
i
℃日
Mが
戸
コ
日
一
げ
に
片
手
〔
札
口
戸
日
目
－
w
M
h
F
R
E
E
H
m
z
c
寸
の

J～RmwEfEに
た
E
E
V丘町
A
E売
店
WJN口】凶（
g
f
ω
F
t

べ
山
川
一
一
明
ω一河内
JF
〔
U
U一『め別
T
H
P
4
H
j
z
m己命力ズ」
LmJUA砂
川
」
（
｝
切
明
戸
ご
↓
「

（円三

σ
c
z
z
『
者
い
ce一
山

hhlW4｛

一
A
p
z
c
z
z
一
戸
凶
ご
弘
主
店

J
L戸時

ペ
バ
七
｛
止
］
J決
戸
E
2
3
d
何
己
F
p
f角
炉
主
主

vLMmご
ωZη
古
一
三
百
）
で
ロ
ト
ペ
｝
〕
＝

2
一
主
主
売
2
2
T
H
L同
門
何
一
足
｜
ワ
お
戸
5
3舌
作
こ
に
w
Z
L
Z
L
一口元

L
2

出
〔
に
戸
究
｝

JJNRX5一辺
J品川
r
間安比戸
r
m
E
o
h
r
E
Eロ
LW
お
へ
f
メ
山
（
者

へ
お
）
的
、
rm
ロ
コ
コ
2
p
ロ
ミ
ロ
5
5
2有リコ
5
2
r
L
｝
ヨ
ロ

2
q
z
－vの
ハ
凶

3
州
ヰ

P
2
2
2
3円
五
百
仏
代
r
Z叩
A
N
5
c
c
g
y
ム
Uト
い
悲
一
一
問
、
へ
た
何
一
ー
、

、ン斗

1
ト
ア
ー
一
身
は
、
会
吐
ェ
い
上
の
義
務
法
反
と
背
任
国
干
の
表
詑
三
反
し
乞
致
九
一
三
一
て
宅
、
ス
る
け
が
不
判
決
し
完

t

d
る
よ
フ
で
あ
る
）

P

ヘタ一

E
t－－
NHω
山
一
凶
人
二
日

（お｝

百合

ア
メ
フ
刀
に
お
け
る
経
百
判
所
原
郊
に
つ
い
亡
的
介
二

U
太
の
r

一
武
一
「
ご
、
川
治
問
パ
一
氏
げ
よ
一
に
お
け
心
経
営
判
町
内
ノ
仲

J

－
一
九
一
」
法
，
了
論
？
山
一
凶
さ
二
ー
号
（
九
八
一
一
）
じ
ん

J

只

N
u
i－
問
主
寸
ー
ケ
ヘ
九
人
川
一
二
六
言
、
必
h
f
な
と
士
山
容
日
ハ

一
泊
一
ン
5
2】2
4ニ
己
ニ
ロ
3
2
F
でコ
E

E
ご
み
つ
3
C
4
5
F
5
3
E
F
5一一円ヘ－
U
2）
ナ
さ
竺
一
）
一
d
z
m仇
引
法
研
究
、
以
凶
店
内
部
ム
口
北

綿
一
「

1
ポ
ン

1
1

ガ

パ

ナ

シ

ス

力

”

囚

」

向

、

以

ハ

一日一、

JFMKYν
一
円
お
お
充

H
F
P
R
H
巳
一
＼
「
内
向
mL込
山
吉
に
に
た
ア

ν山口川い｛｝
H
2
2
R
C
E日
wwrw円
N
C
E
〉
FFHEmhplutFN
ト
に
同
沼
田
口
同
区
山
｛
比
三
三
時

PJ
円ん巳

（以人法学i"" :2 （：号、 ＇＂z:zonJ. n 

」



考禁｛ 3ぃi

）斗［円一］〉』二回】ハJrv中出（）qHお（
V

「

（
紅
一
z
n
z
J
4
民
工
作
U
N
C
J
で
さ
民
宝
石
子
三
百
R
C
M伊
丹
コ

L
－E一古ωXVMM円－
d
h
y
’】片山一ハプztEM
ヨ
p
－
2
h
r
f
o
X
ぷ
山
主
ハ
リ
z
n
三
J
n江戸
V71」JM＼一

A

｝RBF片山いいとよ

ヘ
シ
ノ
「
一
口
、
マ
ラ
ヤ
グ
・
ぃ
ア
バ
メ
ン
八

y
ク
単
一
刊
剥
決
の
’
た
よ
の
入
九
、
一
円
ド
4T

ス
ク
ん
山
口
十
ニ
シ
〆
川
町
民
什
門
広
能
禄
で
度
士
額
九
一
も

り
と
な
匂
埼
台
、
号
、
v

く
は
、
取
締
役
の
ノ
へ
む
が
そ
O
U
D
迎
南
か
r

，
一
井
一
お
お
河
比
ー
と
な
っ
べ
、
る
を
メ
な
い
場
ヘ
ロ
し
い
ろ
品
分
は
、
ド

r
ツムは

に
お
い
三
新
た
、
村
庁
加
一
／
け
一
れ
に
）
へ
の
で
あ
7

匂
4
r
泊
し
て
い
る

（
む
｝
ア
ラ
ー
グ
カ
バ
メ
ン
ベ
ッ

LZ｛
与
件
判
決
ニ
株
式
以
仙
一
九
ヘ
肩
に
は
そ
の
舟
行
1

げし々
y
f
y
v
J
に
す
る
で
司
条
ば
ア
一
フ
グ
ガ
ル
メ

／

ペ

y

h
ノ
辛
料
い
刊
仇
の
せ
々
泊
中
j
h
r
E
川
叫
に
す
る
も
の
で
は
な
み
＼
そ
の
法
典
化
1
〆
ご
m
m
m
h
」
れ
7

い
る
c

円
）
5
z
r
P
2
2
〉
7
2
v
a
m
E
F
V
Q
お

ン己注（同（口スピよ｝明治一見口入品》

（
お
｝
ア
ラ
ー
グ
カ
バ
メ
ン
ベ
ッ

LZ与
件
判
決
に
胃
ナ
ブ
Q
U
I
A
m
u
－
、
抗
、
：
J

u

、
布
井
伊
侍
一
町
前
伐
に
対
寸
ノ
v
臣
民
ー
一
由
比
い
の
、
J
M
茂

f
－U
4
T主
役

の
判
百
平
叶
設
け
リ
J
I
l
l〉
H
P〆
e
F
E
Z
S
一
E
い
仰
い
山
仕
h
J
主
対
r
」
し
、
L
h児
島
平
底
抗
試
技
遠
目
m
H
f
一
史
己
『
比
校
之
社
以
川
究
」
一
九
九
九
二
一
一
へ

H
J
1
下
、
シ
山
一
役
の
川
吋
犬
伝
は
7
比
ー
も
扱
り
｝
ゾ
へ
剖
川

ζ
L
て
門
阿
猪
口
央

um
一ト
r
f
l
y
f
－111
一
に
お
に
ヲ
印
式
去
し
仕
一
仏
心
岐
作
一
へ
づ
一
一
〉

J
）

円
以
ー
が
あ
る

J

一
泊
p
z
c
z
z
包
J
U
一
戸
止
戸
心
半
件
は
、
千
八
七
士
弘
1
わ
れ
L
r
一
報
酬
金
原
人
わ
い
ベ
b

マ
一
全
体
乙
し
て
M
K
川
い
二
J
リ
ユ
v
口
一
か
ら
ド
イ
プ
国

舟
r
L
手
持
以
内
h
ヨ
v
－
L
れ
人
背
作
J
M
刊
の
つ
あ
る
J

へ
お
一
戸
（
十
｛
）
rg去
J
L
C
ユ
ス
ー
コ
〈
N
C
えし印日叶合之

一M
P

な
日
、
一
合
唱
の
ぶ
入
札
方
か
円
支
き
れ
た
戸
一
評
事
実
1
2
ι
る
が
、
，
v

れ
に
つ
い
亡
は
一
戸
遊
穴
陀
の
禁

ιの
日
開
設
（
H

丸
山
一
じ
会
む
か

U

出
足
る

こ
と
に
よ
り
出
〕
向
背
任
官
i

之
氏
y

一L九
九
了
五
さ
れ
」
1
4
ム
Q
r

ヘ
一
い
三
官
（
4
H
H
M
F
い
x
r
U
2
E
な
V
N
e
T

「
止
し
持
ば
、
刑
訴
法

l

斗
三
朱
ー
に
悲
寸
い
て
手
続
が
じ
ら
J
ガ
つ
れ
ァ
ペ
、
J
一

へ
お
）
株
よ
り
山
九
一
条
一
頃
丈
は
、
一
問
的
役
人
ム
“
加
成
ど
は
、
そ
の
長
品
川
試
行
に
ド
ル
L
亡
、
民
一
門
市
川
ソ
設
で
た
と
ヘ
持
決
h
y什
n
f
J
注
己
主
同
ト
γ
な
け

れ
ば
日
ら
な
い
」
｝
荒
｛
4
1
1

そ
刀
、
在
ハ
ヨ
義
務
は
、
同
法
ハ
朱
丈
に
よ
っ
こ
R
A
V
役
た
構
成
員
に
も
小
店
さ
れ
る
）

一
均
一
E
h
－
－

m時々
人｝守一一（ぷ咋

（
釦
｝
こ
の
判
い
ろ
山
花
に
は
、
ん
民
法
一
託
子
司
か
っ
ふ
一
民
訴
I
J
U
什

J
れ
て
い
↑
ん
。
川
μ

法
」
ふ
引
引
に
一
J
い
ー
は
、
出
Eヨ
伺

W
V
K
5
2
f
o
z
H
M
5
mほ

〔－三三FMの
吋

5
t
F
2
4
5
2
F片
手
こ
ピ
『

2
ハ
一
2
r
c
z
一
ど
』
示
、
恒
三
よ
ゲ
三
ム
ヱ
コ
E
2
－
一
ど

h
h
μ

二
小
山
、
ご
汁
亡
さ
ど

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

ロ
fzw戸一一d
M

G

カムド

I P¥C人法学； S9、2ら0) 20ス［20li0'7 J 



l
 ""
'
"
'
 
d
u
'
d
'
 
ll i附

m
h

n
附

d
門

川
it

円
円
相

n
Cit
，，，；、，，，

f,,h
，，日

V
げ
huwc.tet'

'¥ulwendur'ge
了l

r,;, 
l

川
門

川
ヒ
l
m
wけ同＂

l(cJH
け＂＇

d
u
c
c
h
ε
i
n
〔
11lL・n：山

m
印，

FE'1>cl、cilt
hie

五
la

出
T
i
e
d
ピ
n
u
n
n
(2t）

（
的
主
的
7
中
部
ふ

山
ハいC
（

5mj4CN〆chm一日｛北
UHhノヘZ出

J

B
G
H
S
t
 r>U

出、以
f

Sc
し白＂°刊

ι＇＂＇し
U
c
ぞ
3
、m
d
r
冶
g
c
ぞid

t
‘；l

w
 
a, 

'' 
l人

S
I

 
0
7
 ff、

Dittcich,
a
 a

 (), 
o
β＇4; 

Rut
川
au,

a. 
a

れ
ラ
付
村
7
ぅ
Satigcc,

i ふ
う
じ
ht>ぃ

HL>l
と
!
T
i
e、
ω

'' 
り＇

S.
r口

l
;

 l!mltk<oぺ
J,,ffrnmm,

"・; 
0., 

S. 
!jc((); 

O
t
t
o
,
'
'
'
"
"
"
"
 
t
h
n
t
h
 (;b, 

""""'''rt 
n

 0. 
ござ

的
。

（詰
1

4き.；？＇
k
f
'て

で
日

r
f草
創
刊
子
：
；
~
F

 ._,, 
;;; ~ct

二
＇

l;:>'f））三に
<1;12JJ;Ji'

＇之日指：？ぜ理（〈下
Jt'

t•ト
＇
＇
J

 ,>) ＇
）
必
吋
長
刀
十
！
と
の
持
主
ぶ
こ
「
ト
ノ

＝＇布、.；；
：，
山＿；

"
 'h王豆

2
＇
「
塑
炉
令
塔
判
九
」
紺
蒋

Z詳し
tすな

;
c
,
'
u
,
c
ε
F

ニ
ム

主
総
1再

出
c,'C

ぬ
.tJ
治
時

F
;

 ＇＂＇＇弓、
i
t_,;Q' 

tJ fヲ

吋
ハ
ヘ
担
ト
ゴ
再
写
会
♂
ヨ
＇

i同
当
初
；
，

l匡子：；］似詑＂・＇＂＇＇と｛民
ι
＋
r!S 

，，，，，詞ユ
u

(
)
[
fブ：＇，＇＇）

ζ.＇;;'gヨ
（l(

ド，，，，
2

終
11
す

み
｜円

i
'1 
＇，＇乱

l

＜
~
，
，
勺
吋
忌
引
ド
（
tt+fi'-cl~）

倒
筆
記
＇
＇
f
宰
相
互
μ
円
）
，
！
.
；
札
ζ

トG
J
G

♂tJC¥Cc¥J
＇.羊ハ

ν
、
ふ
去
の
以
，
，
，
，
，
，
＿
，

＇＂＂＇～，； 
)j 

'. 
V

、
γ

話
2三

！）＇，

主
正
副

（！！＂ぐ
H
ι
二
三
~
，
0
~
＇
，
子
さ
主
主T
ト
」
な
い
~
＇
主
l'1fil'x.,"C'B"flel＂•＂＇心

P
ヰ，＜＇

<
 r；色諮宝＂＂＂＇＇却

j:;
体、

:C4'l
勺
包
有
で
ご
と
器
ぷ
日
店
主
G

己ャヘ）＞＇，

4
也

長
♂

Jミ
：-

－
υ

二
ご
6
，＇，.＼！＇と

J
,, 'jγ

内＇
t＂叫に，，，，

＇
弓
百
五
＇
＂
＂

！
合
保
問
ト

i判事う：＂＂＂＇ミ！｝丹、
i"

R
刊

n
T
i
n
 n
m
人

I〕＂＂

｛「
l

ヘ，，，

(°"'' 
マ

ア
／

特

al!g
にγηcine

Seinιidigrmg"-c;but d
e行

自
ど
も
り

A
b
,
i

StC；
日
子
、
山
1
町
h!'itt

f
o
e
 Rai

＂＇ぞ
H
c
r
n
m
(2山

J')
S, 

7f07 ff.
千勺
J

し

（司、
l
l
C
f
h
t
治、

14
来
町
、

13,

（＇」
i

IV n
l
l
b
m
九

a
,, 
n, S. 

G
日

〔＼｛ノ
社
￥
'1
；ユ壬＇＇＇＂＇＇＂＇－＇

ι
1
1
'
)

W
n
l
l
r
m
.
 a

乳
0
,
S.

ね
今
；

,
 I：

ミ
三
三
ー
な
崎
湾
問

l'i
当
叫

（同，，：，
＜；と

÷Jc'T!i
＇川川上

r,ctba引
い
；

r］泊先（ごく＇＂は＂
1ご

い
本
え

P
~
~
！
＂
 ＇
；
＂
＇
肖
ユ
査
も
＇
＊

:El＇：ミポJ·C''f~j"
在
日
竿
日

＇（＇与
の
い

J
長

二
日

v
lrn'ci!c＇

昨
日
）
〉
〈
也
容
も
二
！
」
＇

c
f
r
k
n
t

肘
咋
三
τ
沼〆之

6c¥t]J1
＇；守

P
¥
J
 ~.＞ ＼

公
，
＿
，
，
三
五
」
」
｝
ロ
到
＇

J羽
市

り
←
ぷ
戸

1¥-' 
~
＇
：
。

''ii 
'

 I¥
心
刊
行
t
50, 

;::il 
JSf;H 

K
J
W
 "!JOb, 

4c::! 
Scltir

円
相
川
け
日
明

Brntde>'gt'it'h
円七

uf
，
け
引
の
＇

s.
＇＂、

ff

，，与！
i、
b
u

う
u

＇仁l己rう~enヲ
（才
ε
＂εiム

>el】弐＇＂＇己
Cム≪＇

che 
＇＂

εtt
乙ε

H
dε

ム
,Ltafr

じ
にl

liclten 
llallu 

？乙
h
弘

I
 

i乱口
S
J

 >d
、＂＞＇

G
仁
!l
】ρl,

Diξ
〔口

It
台
u

や
rn【，

Wtte>ρhε
「IDed<t,

J<S 
¥Velre 

S. 
:lll, 

Ti日！守口】
A

n
 !
h
e
 I

 ＇
】
l
昨
uel

at b
e
可は

n<l
a

 

a. 
U

，ち；
！？？

L
 m
ν
f

】
入
ぷ

h
、ベム，，，，

（
｝
「
「
＇

Jct'
（
時
二
「
三
＞
＇
＇

t-1c；
二

cc~士
、
＇
＃

Ifででバ＇！.；：；
＇~＂＇ ,,J 

'" 
＇，：；＇.叩〆吋

:Ci'
~Ii"' 10

，；＇セ

エ
引
己
～
，

ll)
!

 ,¥j当
必
二
，

I＇
λJ 

r
K
u
l
 1';，何日仏、

l
k
E
油

G
《Ice

R,,,fa
，【
J

くl
n
m

符
c10:1:,)

s.
お
い

i己主）
I

 
lick 

B
u
只
i

K
，，，，，刊日

n
日
1
W
!
t
（刀り

4
）、

1
 

!
 ,
 H
m
"
 ¥, 

h
e
n
l
w
d；，

χ
は
t
"
'
 ht<<tk町＂＂＂＇ピ＂

d
日
r

in川
i刊
日
間
十
円
•freeト

1'when

Kti',eu日
目

k
c
m
l
c
，
ι
c
d！出

htni,,,d山
it

!
U
t
ι
l
l
c
n
 Sdt!Lid!let (20！口＇＞

S. 
2
只
'l
fl.; 

,Sd
，也

tctnatttt,
O
t
良
品
目
U
ム＂＇

ccte,
ct

は
り
、

S.
21, 



考禁｛ 3ぃi

門）之
H

』勺
U
d

お
お
一
一
〉
占
明
日
］
｛

（
仲
曲
一
｛
V26
マ
ハ
プ
ヨ
白
砂
（
』
中
小
ψ
l
h
f
C
2
J
ナハ「
h
L
P

〕
工
マ
日
仏
ピ
ム
沼

y
r
z一
位
広
こ
子
店
主
人
十

ヘ
別
）
出
C

K
現
L
L
一
1
1
ヰ
U
V
J
R
の
従
属
佐
一
ぷ
主
2
2
3
L
a
ミ
一
小
中
日
ロ
）
、
一
ポ
決
は
、
弘
止
に
消
恒
子
HJ
に
は
必
ず
沈
属
す
る
か
、
前

昭
一
山
に
は
ん

ιず
v

も
従
尽
な
、
一
一

F
一切れ｝一
2

2

3

一
お
お
」

P

こ
れ
に
刈
：
、
類
別
千
的
背
任
珂
一
川
一
不
平
荒
川
は
注
一
U
＼
寺
田
1

＼
U

立
場
山
内
一
、
引
法
の
＋
北
務
は
一
「
J

仔
い
計
山
。
げ
る
義
務
再
反
に
〉
ハ

L
J
Z
ゴ
的
川
I
Z
4
1
し
か
よ
七
な
い
μ

し
て
従
品
性
士
市
門
定
ず
る
の
ば
、

ω与戸
E
2
d
h
g
H
Y
Tロ
ロ
「
戸
山
…
J
Q
q
間口
σ
%

三

h
r
E
D
M何
一
九
日
三
2
2
L
m
可
色
η
｝Jr
k
令
U
4

ヱ
左
右
V

＼一釦

m
o
v
u
－
吋

A

た
だ
〕
町
高
ふ
柏
山
並
円
川

己
主
判
断
ず
る
除
に
私
法
：
心
「
切
、
計
じ
t
完
全
に
証
一
校
ず
る
わ
日
｛
、
は
な
い
～
「
ぶ
決
税
利
性
一
出
一

L
E
T－
口
、
門
戸
、
旬
、
芯
竺
」
と
い
う
悦
〈
一
い
が
巾
い
v
J

れ
て
い
る
戸

（
日
｝
五
立
が
尚
一

r
b
i
F
2
訪
れ
年
「
～
肘
k
d四

一
也
、
｝
〆
nr
日巳早川一
r
y
＼同応
W
Z同
化
目
凶
＼

U
F
I
E
F
応
m

F

C

マ円山口

ω－）（〕口一びお口小川口？

tMず戸内
r
r
r
E色
〔
〕
口
弓
の
区
立
E
V
ハA
C

L

m

F

A

W

C

d

び
M
M

ヘ
mF
山
45μ23勺
叫
「
斗
♂
日

J
5
7
5
q
2問
。
（
川
（
さ
）
明
日
ミ
f
小山J
叫
ヌ
ヨ
コ
f
m
戸

《

y
m
u
Z
F
目

5
3泊＼
Z
P
L
叫
お
お
〔
Y
山
ニ
三
叶
）
5
2
7

h

一
h

F

A

V

ツ

ル

】

z
f
m

ニ
力
占
に
明
一

1

一
五
色
、
定
刻
川
河
吋
吊
山
武
刊
引
が
羽
近
一
一

Jる
半
円
に
つ
い
て
刊
防
士

I
V
J
＼
v
e
Q
L
X
d
Z
E
日

三

玉

、b
ン

タ

（

F
E子
E
J
事
件
h

ず
？
以
）
）
小

T
t
b、
J

f

ヒ
シ
州
む
ベ
ス
ト
川
町
ぺ
足
で
い
円
山
間
一

t
k
D
U
可
心
代
表
て
あ
？
に
包
い
人
が
、
円
ハ

氾
r
口
一
ア
ろ
に
、
以

ι11v資
与
や
い
れ
の
る
引
か
必
ヌ
J
R
2
ご
叩
プ
主
話
口
一
一
！
）
一
、
一
沼
山
内
し
保
持
L
て
い
ム
プ
こ
え
が
青
江
川
ナ
に
白
山
わ
れ
三

も
の
で
あ
る
一
述
荒
川
州
市
来
川
川
は
、
十
小
川
竹
中
長
そ
次
刀
よ
～
つ
に
二
つ
に
公
げ
て
判
断

J

ぺ
、
る
」
第
に
、
川
式
全
L

心
作
成
し

E
心
保
持

が
〈
ン
セ
J

仲
ノ
の
じ

υじ
に
対
L
t桔
菩
を
ワ
弘
行
戸
口
、
も
川
（
て

1

民
会
一
心
作
成
た
け
う
事
業
報
戸
44
一C
A
追
認
、
、
一
記
載
に
よ
ー
へ
は
り
ぷ

大
に
基
つ
一
封
、
疋
叩
｛
什
（
D
U
に
回
一
か
、
戸
町
出
政
妓
山
口
停
ナ
及
び
返
還
シ
一
本
山
、
っ
、
れ
る
と
し
V

う阿川パ崖
i
u同
市
主
り
危
険
ん
と
I
J
え
、
エ
れ
に
い
「
い
、

！
｝
の
｝
に
ほ
ヘ
シ
占
的
る
む
日
間
話
で
あ
る
こ
こ
て
、
直
河
辺
［
町
裁
判
所
以
、
義
務
違
反
心
事
会
一
す
な
わ
ち
も
出
u
hゃ
に
な
コ
に
成
、
元
法
の
保
品
川
片

的
の
私
企
一
七
行
う
ご
と
な
く
山
川
ヂ
一
の
伺
菩
と
ヱ
一
れ
川
対
ず
る
政
立
「
に
い
っ
し
ァ
務
上
九
H

1

損
主
一
地
拡
雨
求
権
争
」
七
使
さ
れ
令
市
）
日
聞
か
り
一
肘
誌

上
心
情
川
十
す
は
川
口
定
し
一
l

～が、

y
こ
れ
に
つ
い
こ
り
徒
主
人
心
円
以
HrAρ

否
J

疋
し
、
背
任
浮
G
成
v
v
A
Y
刊

d
A
4
f
μ］

A
C目
r
h
L

一
仮
楽
し
売
店
I
r

－－

汚
判
決
に
一

J

き
、
リ
ー
カ
ム
山
、
政
h
l

～
札
仏
法
ー
は
に
よ
っ
夕
、
山
門
灯
い
罪
ド
成
リ
し
得
る
二
、
＼
少
一
凶
小
説
的
に
不
可
P
ζ
～f

副よ
H
し
、
工
人
切
手
当
］
完

F

3

2二三
2
5
ハ
ナ
弓
与
え
互
主
主
穴

P
2
2
2
nこ
）
ザ
リ
リ
山
一
｛
門
～
と

L
、
出
害
心
f

且
夜
什
が
に
げ
て
し

0
1
「

J

て
判
決
心
拾
一
酬
に
は
仁
川
九
川
村

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

I P¥C人法学； S9 、＂7＇） 泊三［20li0'7 J 



＂児

ち
7G
て
こ
れ
に
吋
？
）
f
快
ぷ
日
的
疋
間
千
世
求
可
る
の
は
、
／
一
｝

2
一一
x
L
F
z
t
r
F－2

C
ニ（
Y
甲
子
二
C
G

ヘ
弘
一
中
EwFOHJ
公
弘
二
占

m
u
H
3

ヘ
日
出
）
〆
η？
ηコ
ゲ
山
口
ア
幻
AMg一六一七
ω
2
2
’
AM
山
（
戸
刃
コ
M
C
（）

一
、
一
向
）
｛
ハ
ユ
三
己
ス
♂

p
r
h
（）古川

U
一
ひ
｛
沼
シ
η？ハコ
rp
乙
て
河
出
回
乏
の
一
州
、
印
2η
可
山
内
戸
民
｝
市
ん
ご
に
台
い
ケ
｝
｝
一
2
2
r
r
p戸山

z
v
m
b
一G
E
F

一
才
一
出
－
一
号
M
L
M
年

2

2
門戸仲円件吋
FHH2ィニ【一什

U
主
】
中
守
山
に
に

（mm
｝
田
口
H
H
U
F
K）
さ
？
？
二
、
∞
dJ
戸
ω向
｛

r
H
W
2
M
V
O門円。】

hw
山
心
同
門
戸
川
刀
hw
主

一
、
泊
三
百
一
恒
三

C
E
2
2
↓
二
f
d
z
c
c
g牛
J
U
2
こ
グ
印
、
認
さ
つ
一
に

T
U＼
T
U＼ご
J
Z
rコ
ηぺ＼
H
U
2
2
p
t
D
C
4
F
U叶
毛
、
講
者
保

護
士

l
的
ζ

「
る
現
説
に
汁
士
一
v小
～
結
果
、

h
A
i、
に
司
会
出
設
が
れ
C
川
山
内
憎
い
〕
吾
川
究
牛
1

二
一
場
介
に
も
斤
y
m
F
の
成
二
は
州
除
き
れ
な
い
乙

ニt
い
る
一
に
ど
う
、
子
｝
J＼子｝
d
L
h
r
r
F
Z＼
F
I
E
H
f
ご
と
（
Y

F
】

F
F
に
｛
に
お
い
て
は
HMV判
が
院
長
引
同
点
ど
は
的
と
て

J
る
か
と
1

mを
間
山
県
♂
〕
し
て
い
ム
ど
ι

べ

ω一
枚
三
正
反
淳
三
C
F古
川
引
は
、
？
？
い
人
心
代
衣
渋
川
市
内
荘
V

》＼は
F
L
m
構
成
n
H
μ

五十戸
J

、
一
犯
罪
文
は
投
品
川
圭
↓
川
を
行
、
ノ
r

L
れ
に
よ
コ
て
、
法

人
人
十
yv表
お
に
舟
反
ト
る
、
之
は
、

fz’
ヘ
ヨ
ペ
J

利
市
を
に
似
い
え
J

台
J

〈
は
、
込
山
村
ι一
る
こ
し
に
な
る
川
崎
ふ
L

、
そ
の
法
人
生
J

に
吋
1
v

て
ヲ
ハ
斗

が
諒
さ
れ
る
と
規
定
し
て

v

る

ぺU
F
ト

J
L百
三
五
η一
戸
＼
出
さ
ミ
r
＼
ω金
勺

F
h
w
m
（
）
刀
戸
川
三
に
お
ー
、
て
丞
げ
〉
れ
て
い
る
事
例
と
ホ
る

ヘ
位
一
人
〆
内
一
5
5
2
r
y
山内向
H
W
E
W
M
E
F
お
お

C
守
山
吉
山
）
円
た
げ
だ
L
、
ザ
リ
ガ
は
、
畏
店
曜
パ
ス
心
事
例
v

コ
い
て
、
義
務
混
反
へ
と
行
巾
川

町
起
返
の
猷
三
｝
は
罰
今
日
わ
ハ
川
同
誌
お
に
Hh
倍
付
け
る
の
み
立
川
町
ー
の
JU広
三
円
の
宮
件
が
欠
い
ノ
ア
匂
介

J
K
背
に
早
川
の
成
げ
や
六
円
’
疋
】
J
て
い
L
匂

一？のと一一冗句寸（》》吟吋乍一戸先月戸一？「内、三寸一戸
C
《一角
JUhF
、
一
円
）
守
山
】
日
川
町
、
ー

ヘ川町一

E
t－－
M
F
U一y
u
h）；J
一目
t
z
n戸
山
。
ヂ
ト
叶
平
可
制
と
は
、

u
c日HCMH2戸主
H
Y
E
C回
「
同
一
お
い
ハ
f
H
r
H
H
K戸
目
白
5
5
F
己口町内
h
h
E
W
（r
E
v
H
H

日
吉
宗
DR

］

E
m
η
7
と
Z
R
（凶

E

｝
2
閉店。一
L
5
2
z
p
（
三
）
ぷ

ω
り（口一｛［仏寸
J
二
〉
、
し
こ
は
い
わ
ぬ
る
人
人
口
辻
の
日
叫
ん
口
に
も
安

4
1る
一
な

お
、
リ
パ
主
主
ト
j
J
A
～
辻
一
け
、
も
些
任
罪
に
山
わ
れ
る
の
か
に
つ
し

t
J
B
一政
f
耐
戸
あ
る
い

F
P
2
7
W
U
5
2
2一
少
皆
E
P
2
Fユハ－
E
C
2
J
Z
Z
i

r
H
7
P
H
／
什
ロ
ヌ
（
ニ
ケ
ヱ
宅
仲
古
コ
月
コ
可
小
川
巧
オ
ご
十
N
H
ロロ戸戸内

E
n
Eロ
弓
一
回
ハ
ナ
古
（
三
洋
L一夫ケ
L
r
H
J

】

i切
穴
乞
丁

E
R
5
2
日
山
吉
凶
間
ι
宮
町

J

一山崎
J

Z

7

2
二
一
ん
一
号
先
コ
山
N
q
一
子
一
一
、
子
一
一
よ

2
－A
Tコ
さ
で
古
吋
二
コ

h
F
2
（Y

F
｝に
r

－f
一
員
弓
一
公
民
公
民
会
マ
抗
日
山
W
V
L
L
r
F
2
2
（Y
1

H
J
r
yーF
E
E
H
Y
烏

AW
二一

M
F
h
吋ロ

ζ
れ
？
対
し
、
会
社
の
存
続
本
一
五

γ合
一
せ
「
な
性
口
れ
行
九
り
が
コ
早
川
出
ん
心
小
法
行
為
育
江
主
品
作
成
す

百合

（以人法学i"" :2 72.＇、＇＂ii:zonJ. n 



考禁｛ 3ぃi

念事）

JJ乞
出
J一
ぺ
ど
主
邦
PJマ
、
荒
川
川
民
主
J却
の
刈
法
ロ
ロ
コ

Z
一芦～ミ
xv円
以
誌
の
V「
ご
は
工
れ
ば
、
人
民
吐
に
は
、
社
員
一
に
一
立
が
川
部
か
っ
U

侵
襲
に
け
1
7る
会
社
独

μ
の

件
l
左
4利
託
L
が
お
人
付
与

2
L
二
い
日

7
7
ー
、
判
例
の
嘉
久
fは
二
ハ
ハ
来
力
保
護
い
川
に
ロ
E
J
J
な
い
と
反

批
判
す
る
心
は
、
出
正
予
の
＼
Z
♀ご
g
a
p
山
泊
（
）
叫

UJV
完

一戸h
v

キ
ヰ
第
一
泊
お
（
円
札
あ
川
～
J
r
c

ヘ
山
明
一
多
川
同
心
，
一
間
ぃ
ー
に
4
3
て
伺
い
門
れ
て
｝
プ
匂
げ
門
別
ご
あ
る
竺
E

E
一
向
知
（
V
J
F二
日
丘
一
百
円
以
＼
ゲ
ロ
円
以
＼
「
店
長
E
q
p
H
Z
Y
お
い

C
叩

H
C

じご

ru－zurhN｛

J円内
2
5
5山＼
1
2
2
2
凶
（
）
同
ロ
心
人
向
ω
円「斗マポ
dhmu

A
V
）
］
ぷ
だ
与
の
玉
三
ニ
〔
三
円
一
－
m
r
2
T
F
2
2
2
v
H
T
C三｝｝〆片
2
4
h
w
μ
2
4
ω

円出｛｛ヨ

f
f
F
〔
）
一
ハ
ワ
己
主
主
士
宮
5
2
Eコ
L
P
A
h
w
土

ω
いり、）

一
川
…
一
例
え
ば
、
一
専
門
及
川
引
所
に
よ
る
一
z
r
m吋コ
F
Z
T
寸
前
引
の
叩
叫
ん
に
一
刊
ー
し
て
、
山
b
か
に
も
は
や
ヌ
れ
l
d／
な
い
詩
ん
川
（
UF
ケ＼
F
r
＼

Z
H
E
2
2
＼
F
M
E
f
m
岱
苧
匂
自
主
主
、
一
九
パ
辻
訟
刀
－
一
汁
J門
家
一
口
虫
色
三
三
一
氏
2
7
5
v毛
台
一
九
回
二
心
卜
で
Y

ゾ

J
什
ト
可
能
川
止
に
コ

ρ
7
t
刀
広

し
一
立
が
rf
士川一
2
2
T〈
「
に
（
己
主
v
E
y
n
p
C切

m
N
H
m
、
間
忠
一
二
f
o行
バ
ー
が
主
yA八
V
再
パ
の
市
門
試
の
統
的
な
コ
〆
ヒ
ン
刊
ス

｛同
g
n
g
I）
に
一
三
一
に
よ
守
パ
イ
吋
ん
い

L1v
亡、

h
t
h
、
半
な
る
々
去
、
み
の
令
よ
う
に
日
え
る
は
ど
に
山
ら
か
に
小
当
で
あ
る
場
、
ぃ
一

（（）
p
r
｛ニ時々
戸一作《
2
ぐ

2
A
ヨ
タ
ニ
mbJC4nE允
1
3
一件ミヨ一一
π
2
L
rム

72
「
キ
戸
一
子
一
コ
コ
ィ
z
m
一一一冗

5
2
U
τ
コハ一
3
u
T
m
k
cコ
一
さ
ニ
コ
グ
ー
一
と
い
「
、

T

門
家
む
一
圧
倒
的
な
一
J
ン
h
I
J
H引
ス
三
X
2
1台
三
2
1
2
2
5二
が
一
伊
吟
ら
れ
る
場
合
一
F
f
p
E
Z
M
Y
－
－
（
Y
出
E
E
、
ミ
こ
に
義

務
uz－T

Z
口
一
だ
さ
れ
か
w
一
エ
ー
一
川
目
さ
れ
て

J
ア
℃
一
次
位
上
不
明
ぽ
な
状
礼
に
お
い
て
行
設
の
仏
適
合
注
が
人
れ
一
人
に

γ川μ支
持
さ
れ
一
L
J
h
a

い
同
ん
に
JU1
処
汁
は
排
除
ミ
、
れ
な
川
わ
れ
ば
な
～
な
い
℃
述
ぺ
る
五
町
長
も
い
る
（
印
5
2
2
V
J
F
f
t
円
ァ
ユ
コ
ニ
？
？
一
円
hT
》

FM4mbF叫
Z
E
E－

E
M
C州一
M2一2

2す

2
h
J
Fゴ
2
伺。，外＝
dLA7町一時斗（じ
D
六
日
む
な
い
己
E

一
的
ィ
キ
ヰ
第
一
一
川
町
立
中
円
札
あ
川
小
名
白
f

ヘ
均
一
ヂ

A
1
1
n
リ
ァ
ヒ
ば
、
こ
の
古
、
二
悶
し
、
す
で
に
公
社
！
仏
ム
n
w
u
h却
に
お
し
三
最
大
阪
の
制
限
的
叫
解
釈
が
れ
わ
れ
て
い
る

F
T
る
c

口
洋
コ
。
r

m

o

ミ
’
刀

U
】
べ
正
一
～
山
口
7
2づ
内

d
E
3
吋

IM
《リヂ
m
R
2
2
2」
牛
つ
で
ユ
ス
ナ
寸
の

T
q
g
M
m
w
J
Q
山
中
’
叫
に
］
｝
｛
仏
2
p
口勺

d
F
3
p－η
L
X
m
コ三、
Z
ア
こ
戸
店
ル
（
ケ
叩
】
二
円
】
三
で
も
告
ノ
叫
一

ρ

ιー
一
一
九
二
一
作
十
C
F
4
h背
汗
拝
の
海
人
と
川
時
、
及
び
そ
の
数
年
後
ァ
円
会
引
い
f円
、
特
別
苛
在
牢
万
が
一
守
市
さ
れ
た
で
限
会
仕
法
恒
一
ヘ
ル
小
川

立
、
株
式
法
は
二
化
河
去
で
あ
／
℃
い
が
れ
の
慌
攻
安
刊
毛
、
人
代
性
の
祇
%
の
情
成
μ
け
が
、
政
ロ
に
会
性
の
一
品
ザ
門

J

一なん
ω
一寸
7
1佳
作
為
な
ノ
リ
ー

川
崎
会
主
処
罰
、
二
L

い
た
c
L
か

J

、

n
u官
任
罪
は
、
の
対
象
が
刑
法
一
六
六
条

1｝
主
復
「
る
の
亡
不
必
ま
と
あ
る

1
1っ
川
市
か
つ
↓
L
た
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七
（
一
何
百
ゴ
ミ
に
削
除
、
＼
れ
て
い
る
c
p
h
h
一F
5二
一
正
午

2

こ
『
中
弔
問
、
c

ヘ
万
一
F
E
v
r
u
h
町
一
J

公
弘
二
占
印
日
日
吋

ヘ
町
内
）
市
ハ
ロ
王
。
一
門
一
甲
山
公
〔

V

叩
い
出
品
世
間
、
ク
ピ
、
ご
一
ル
は
活
河
辺
一
斉
裁
判
ド
ハ
一
〔
一
庁
判
決
の
「
長
人
は
一
一
苧
扮
没
止
の
両
容
に
町
い
短
打

刀
持
U

H

を
世
句
J

コ
わ
ご
と
4

不
全
図
ャ
、
l
V
7
Q

ド
え
し
コ
1
7
u
、
こ
の

I
う
な
に
鮮
は
、
既
コ
、
／
ネ
ス
マ
／
判
決
、
土
F

ノ
エ
ル
刊
以
に
L
、

て
〈
？
に
さ
れ
て
る
一
で
つ
に
ぜ
わ
れ
る
口
に
づ
い
て
は
、
本
市
第
訟
を
苓
陪

刀
H
M
川
出
い
が
相
克
ず
匂
一
場
ム
日
斗

J

る
〈
こ
れ
に
「
一
い
ー
は
ト
士
京
都
↓
瓜
を
京
ノ
同
日
ハ

二
日
例
と

L
t、
有
限
会
ド
の
仕
U
M
カ
ペ
ハ
弘
士
一
取
ω
1
げ
に
は
別

J

、
会
社
に
よ
る
苛
付
金
欠
疑
問
問
汎

J

て
ハ
る
こ
か
i

知
一
？
れ
一
に
い
る
場
什
、
｝

と
え
キ
付
に
っ
と
、
存
続
的
な
坦
刑
ど
引
主
行
J

に
出
一
よ
乙
か
一
下
さ
る
し
〈

7V7J＼
主
務
執
イ
昔
に

L
る
ふ
ノ
ツ
ガ
l
ク↑
7
y
へ
の
ん
す
七
人
J
J
v

読
み
ん
川
背
任
採
の
義
務
遅
円
以
に
当
た
る
ず
る
つ

べ
月
一
同
戸
寸
H
2勿
ア
ロ

A
W
K
M
d

明
、
定
次
）
叫

（
村
川
一
声
戸
一
正
♀
η
｝沼れ一

ι
（
）
中
日
仏
出
戸
山
容
η
勺

L

、
一
ろ
で
、
ク
ピ
／
ゴ
ル
は
、
苦
打
い
μ
す
の

1

義
務
刊
一
（
で
主
主
一
五

2
Eこ
ア
〆
て
の
性
格
に
千
万
円

J

f

、
い
仙
の
一
て
つ
に
述
へ
て
二
匂
ヤ
コ
フ
ス
に
一
三
て
混
同
さ
れ
行
、
義
務
犯
に
与
也
九
v

L

リ
一
導
か
れ
る
前
半
立
正
の
包
日
引
的
主
怯
怯
引
け

｛｝
d
w
o
y
p
p
z
pめ
の

J
f
〉
子
九
何
回
J
J
2己
2
子
ν
p
u
f
ロ
二
ヨ
ニ
｝
吋
〉
ゲ
ペ
r
z
z
二
N
M
＼

c
r
u刊
行
い
わ
川
ん
三
吉
一
に
は
、
世
A

宝ワヤ一川
1
2
L

八に
r
J
え
て

は
主
門
な
い
）
い
う
詰
止
に
山
え
て
、
一
共
同
計
界
一
民
ぺ
H
P
E
W
E
E巾

tpZ一
」
の
制
法
り
た
め
に
楕
比
例
的
二
行
為
仕
入
、
、
J
U
a

ハJ
八7
5
向
け
J

－
h

f

b

J

の

主

Jな
一
記
入
と
の
）
一
共
同
山
界
一
市
一
一
山
小
ニ
ー
よ
ノ
の
品
拓
治
な
設
荷
古

γ

の
よ
ぷ
J
K持
八
口
に
会
位
法
卜
の
－
n仇
汗
の
杭
過
が

川
民
i
4
T入
乙
な
る
の
か
ど
時
疋
号
令
と
め
の
昼
間
と
な
る
、
と
ア
一
雲
寺
一
乞
乞
（
f
ω

自
主
f

亡一
J
M

ヮ
て
、
J

ノ
ピ
コ
止
は
、
必

す
し
も
同
日
正
小
的
で
は
な
い
戸
、
同
説
桟
が
、
本
文
～
一
引
さ
れ
た
よ
う
午
木
へ
の
悦
占
に
U

J

に
一
定
お
不
叱
能
汁
」
巨
木
一
孫
々
一
一
以
定
一
る
た
め
の

は
刻
印
な
る
こ
メ
ノ
ズ
て
い
る
う

t
r一心

V

？刀

L
、
背
口
早
川
の
保
持
い
日
山
町
一
五
人
の
財
昨
心
深
設
」
泣
び
川

4

試
行
良
一
終
手
安
川
J

川
か
コ
、
誌

に
本
人
の
又
持
不
レ

i

能
性
」
長
生
は
切
さ
山
。
れ
つ
る
の
で
ば
な
い
か
L

凶
い
わ
れ
る
c

一円
ν

一
山
名
り
速
は
、
別
藍
色
分
に
山
同
ず
る
本
人
の
引
侃
よ
基
却
は
川
払
い
も
の
の
、
ド
人
の
ら
刑
訴
て
き
る
記
凶
を
北
訟
さ
つ
匂
百
九
体
的
バ
ベ
一
手
が

か
、
ー
は
あ
る
川
崎
ん
口
で
、
土
っ
、
排
諒
さ
れ
る
争
入
り
乱
れ
乾
川
河
川
M

A

技
的
－
4

為
市
L

黙
な
る
同
司
令
に
パ
l

る

c
zヮ
L

ー
も
、
ギ
ー
へ
の
ー
一
が
！
と

役
的
な
ト
界
中
日
？
呉
川
ゆ
ム
V

場
九
ハ
に
汀
バ
持
者
が
悦

ι～
従
っ
て
行
動
す
れ
ば
、
テ
ィ
ヂ
ピ
／
が
義
務
達
町
ん
を
ヴ
定
ア
る
の
ふ
μ
に
つ
い
て
は
、
木
攻

百合
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考禁｛ 3ぃi

民
同
ー
に
述
べ
る
、
で
？
に
針
丸
山
町
う
へ
六
地
が
あ
令
。

（h
尚
一
ホ
ん
じ
ご
3
2
5
白
砂
（
』
マ
ω
3
C山

ヘ
川
凶
）
て
の
斗
休
阿
川
ζ

二
、
長
4

げ
ら
れ
に
い
－
4
心
は
、
沫
式
一
仏
九

一
羽
の
収
締
役
出
酌
｛
け
「
泊
切
性
、
一
る
f

ヘ
白
一
本
節
第
説
夜
〕
山
市
中
一
款
治

rhihul
一

（
む
｝
同
～
JENJMC
一凶

h
w
Q
一
χ
s－g
口

一
、
お
）
勾
2
＝
E
4
2
山ハ）

4叫
三
二
｛

一比一

F
E
E
d－一
2

A

h

ニ
一
切
三
同
日
立

（rm
｝
L
～
J

7

b
、
〆
i

｝
ワ
は
、
自
己
円
す
鳩
が
マ
／
ホ
ス
マ
ン
率
一
刊
川
山
、
キ
ノ
ヅ
L

7
バ

l
S
J判
判
決
の
一
ウ
プ
U

チ

h
h
h
J

川
、
ー
の
茨
務

店
百
円
川
引
見
さ
れ
｛
／
刑
法
の
芸
足
以
い
：
7
ス
必
の
再
疋
｜
｜
〉
同

J
m
7
2日
肝
し
て
い
る
の
に
」
叫
ん
ク
ピ
シ
：
は
、
刑
法

上
の
長
持
一
当
足
は

k
uー
の
義
務
h
f寸
法
ー
ム
り
も
重
人
で
あ
る
と
考

JLC

る
五
郎
佳
（
ロ
7
もき出、）「

ν
か
し
、
ジ
ピ
ン

r
ル
ば
、

ι
円
な
罪

に
お
け
る
表
務
主
ば
に
つ
い
て
本
法
上
の
義
務
u
辺
氏
の
↓
玉
川
一
fι

越
え
る
モ
の
〆
長
求
ゴ
」
け
な
い
の
一
三
本
文
の
よ
n

よ
さ
J
r
rん討、
λ

れ
I
h

：

町内会ロコへ
F
M
J

内
』
（
可
守
山
O
M
丸｝～

J
1

戸」｛には

ぺ
お
一
二
の
一
山
手
7
v
l
司
印
す
る
3
は、。一一一
J

｛
ニ
主
こ
も
L
F
Z
L
二
－

5
2
r
＝p
m
山
2
3
5
2
｛

（
川
町
一
号
、

J
1々
は
、
日
ス
ん
」
心
不
利
益
九
古
川
l

心

能

性
LY

仰
げ
九
三
い

AWKう
て
の
る
～

一部

F
F
E臼与十一見
2
5
r
内
』
ご
J

目
。
一
U

ムハウ即ハ
ι

一
叫
ご
判
例
通
説
て
あ
る
ー
判
例
と
し
て
は
↓
主
工
苫
士
守
計
念
仏
井
一
ピ
ム
マ
仁
学
説
と
う
／
C
は
主
主

2
二
二
円
）
ヤ
｝
ん
戸
一
江
主
子
ケ
ケ
ル
〈
ケ

「
Ewη
百
円
円
勺

2
2凶y
p

比
二
占
同
に
お
占
店
内
y
t
wめ
E
m
P
P
M
F吋
民
「
｝
「
お
恥
（

r
rロ
za一
問
HwtMmpgR叩
日
戸
（
一
出
7
1
R
マ
お
戸

C
マ間口
H
H
（〕

〉
ぺ
MA＼
43寸

η
？のアヘ
A

山
（
｝
’
同
コ
h
u
生
J

一、山）勾民主一ハ一内刃号、戸ハハザヨ
p
p

ル
（
ケ
印
「
安
さ
ら
に
、
行
為
vuが
、
許
汗
さ
れ
て
い
る
限
界
2
沼
穴
～
リ
ス
ク
古
認
r
d
J
て
い
る
場
介
は
故

ιム
一
も
認
仏
り
ら
れ
る
と
し
て
る

（
川
竺
一
プ
／
ン
i

ク
は
、
主
人
に
政
E
f
h
m
舟
害
を
r
J
J
ハ
三
日
憎
ん
口
、
義
務
f
T
J止
が
斗
比
河
川
に
円
定

σれ
る
て
－
zmr｝

i

吋
刊
十
る
ヘ
回
目
出
品
目
E
f
p
ぉ

戸（
V

ヨのひム叶）〔

会ι
y 寸ト

A
ハ
、
も
ど
の
一
通
h
p
J
羽
f

h
爪
一
一
兵
務
河
／
灯
、

υ
ー
渋
川
株
式
法
八
史
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一m
u
v

甲子
2
1一何一件ズ三
E

J

ん｝（）

U
1
f
z
、

ヘ
小
…
一
日

tbw町
長
何
回
目
W
V
J
P

お〔）叩
M

O
日
り
に
ア
シ
ン
ク
は
、

h
A
f
ρ
μ
本
人
の
山
川
の
収
決
め
に
U
A
し
て
い
亡
も
、
作
別

ο到
凶
l
l
l例
え

ば
人
7
1
、に
U
J
L
T
る市町叩
λ
J
以
内
利
叫
に
よ
〔
J

L
告
書
hlT
ハ
バ
｛
日
」
さ
れ
る
い
予
（
ロ
カ
ゐ
る
1f

りいべ

l
L
L
る
－
し
か
1

、
と
す
れ
に
村
L

L

L
仏
、
レ
？
ム
ウ

よ
れ
、
パ
タ
l

j
リ
マ
一
v

f

p

h
ノ
に
ド
人
の
現
実
心
苦
E
4
P
Z
視
す
る
こ
L

は
、
財
去
の
白
山
な
仰
に
一
汁
心
い
ほ
唱
i

L

L

〕
た
体
山
L
よ
豆
盤
が
切
れ

損
さ
れ
る
お
F

乞
れ
が
え
り
、
ゴ
七
、
、
一
心
荷
九
戸
一
主
務
危

v
Z示日
J
心
さ
れ
る
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・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

次
に
、
私
自
人
が
行
為
γ
刊
の
行
為
に
日
川
意
を
一
づ
え
て
レ
る
場
合
は
、

権
限
心
採
用
も
財
民
脱
出
義
務
に
汁
FJ
る
泣
反
も
欠
日
亡
い
る
た

め
に
北
弓
が
わ
為
自
休
が
存
f
↑
せ
ず
浩
氏
裟
叶
司
法
当
件

mfh円l
t－3
れ
る
と
さ
え
ら
れ
て
い
る
占
、
も
い
止
持
さ
れ
る

υ

行
為
者
が
討
作
」
貯
の
、
体
に
み
た
る

（
州
象
的
に
則
定
保
存
一
義
務
を
白
、
さ
と
評
判
u
J

れ
r

も
、
い
の
苫
の
本
人
に
1

可
計
る

合
。
～
」
、

あ
ら
ゆ
る
財
産
似
し
士
山
行
為
予
苛
予
と
一
汗
制
さ
れ
て
よ
い
の
か

「
共
体
的
ご
則
一
斤
仮
設
義
務
に
逗
反
し
た
と
い

り
れ
て

い
る
す
ψ
！ユ問、
i
休
い
か
汀
い
え
な
い
加
害
行
為
の
み
を
義
務
違
反
1
／
す
る
こ
と
弘
、
、
J
三
、
主
体
の
J
付
加
つ
ゐ
ら
ゆ
る
針
涼
口
し
は
芹
行
為
や
L

義
務
返
反
乙
ず
る
こ
と
も
合
定
的
に
宅
、
九
つ
守
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
府
活
保
芯
デ
札
一
知
の
範
凶
を
丙
ZE
の
中
聞
に
設
定
L
d
J

る
の
が
多
数
の

J
－
日
切
で
あ
る
し
ご
こ
で
は
、
リ
謀
反
さ
れ
z人
個
別
の
義
務
と
出
向
付
罪
の
ム
体
た
る
地
位
と
の
聞
に
機
能
的
述
関
が
あ
る
、

F
k
h
uち
、
財

豆
似
J

平
凡
義
務
を
貨
店
フ
有
の
山
め
る
怪
力
的
地
位
け
か
と
百
行
為
を
似
一
巡
し
た
こ
込
ら
れ
る
場
合
に
限
る
J
R
円
滑
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
れ
る
。冒

険
的
取
引
の
議
論
に
お
い
と
は
、
高
度
の
リ
ス
ケ
！
な
会
っ
た
行
為
に
い
う
従
来
日
定
義
／
）
は
け
凡
な
り
、
四
世
害
発
刊
の
リ
ス
ク
が
あ

I P¥C人法学； S9 、＂70) ~＂ス［20li0, 7 J 



＂児

る
行
為
般
を
人
f
t
め
る
方
向
で
、
メ
の
い
川
象
散
時
四
が
拡
張
さ
れ
て
き
て
い
る

v

そ
の
義
務
途
反
判
断
1
／
し
で
は
、
各
領
岐
に
お
け
る
通

山
一
喝
の
、
汁
方
？
と
い
う
十
団

的
な
す
ん
い
刊
山
よ
る
の
で
は
ー
ゴ
く
、

百合

行
為
耳
と
ぶ
人
心
内
部
関
係
を
個
別
・
円
〈
体
的
に
き
祭
す
る
こ
と
、

？
っ
つ
亡
、
木
人
の
パ
山
間
し
を
主
絞
す
る
二
し
）
日
L

下
た
さ
れ
て
い

H
h
険
的
攻
引
の
一
誠
九
師
の
射
程
、
？
弘
張
ず
る
に
州
什
L

い川、

そ
れ
は
背
任
行

為

般
J
W
－
芯
る
近
時

つ
な
が
コ
て
い
く
ご
乙
に
ヘ
せ
る

ご」メ
J

一、、

従
前
乙
状
況
が
異
江
り
、

ー
っ
て

つ
F

F

己
的
の
ド
f
ツ
に
お
い
て
は
背
粁
行
為
の

j

門
容
・
副
長
件
に
つ
い
て

ρ
る
。
端
績
は
、

企
業
の
絞
対
構
成
員
が
義
務
に
没
収
し
た
の
か
ど
う
か
か
宇
白
乙

γ
る
リ
リ
例
心
配
り
場
で
あ
つ
に
。
川
市
沼
通
常
裁
判
所

は
、
主
臨
時
阿
波
の
貸
吋
の
事
業
に
お
パ

一
刑
法
六
六
全
の
h
E
味
で
の
義
務
違
反
に
い
」
コ
て
決
定
的
は
り
は
、
行
為
者
が
、
同
吋

日
一
際
に
、
銀
行
で
通
山
市
と
さ
れ
る
供
受
人
の
任
説
的
状
刈
に
認

3
c情
報
収
生
義
治
及
び
訓
告
義
務
に
重
大
な
述
尽
を
し
戸
～
か
ど
う
か

でよーめ
7
G

一1
h

仕
業
主
付
金
の
苧
案
に
お
い
て

六
六
条
の
J
h
h
川1
再
刊
以
女
川
け
の
長
味
で
義
務
に
違
反
し
た
か
と

ず
る
と
め
に
は
、
会
社
長
の
た
ん
ら
か
の
義
務
注
交
が
め
れ
ば
U

止
り
る
わ
け
で
は
な
い

ν

む
し
ろ
、
義
的
述
民
は
藍
｛
う
に
な
け
れ
ば

9
一

JWHγ
小
し
た

J

P
」示、コ
p
n

パ

J
1
1
L
 

こ
れ
ら
心
判
決
に
見
ら
れ
る

私
法
し
む
義
務
違
反
に

「
義
務
達
反
れ
い
り
盛
大
件
一
は
、
北
円
行
竹
山
Ji
に
一
ひ
い
こ
、

重
ね
と
刑
反
抗
一
け
の
判
制
JE
行
う
と
い
よ
ー
一
段
階
的
構
想
を
口
土
不
L
L
7
r
u凡
夫
ゃ
ん
n

し
か
し
、
ふ
の
後
、
住
邦
通
主
総
河
川
一
円
身
内

と
っ
て
そ
の
清
志
は
内
定
さ
れ

河
川
川
は
ん
山
が
い
法
心
主
叩
二
別
叫
性
ι

従
一
一
す
る
安
努
J
P
」見山ザロ～

J

す
た
わ
ち
、
キ
ノ
ヴ
ゴ
ル
ト
事
件
判

弘、：
3
1
7
t

u－－ドネ
L
1
f
f

い
裁
量
一
子
認
め
、
コ
札
、

Z

れ
を
判
明
過
し
た
場
ム
円
に
は
じ
め
て
ム
百
七
法
卜
の
義

務
退
皮
、
と
ま
る
ヲ
と
い
う
述
邦
通
常
決
判
所
民
事
ぷ
の
判
決
〔
ア
一
ノ
ー
グ
・
ガ
ル
メ
ン
ベ
ソ
ク
！
一
什
判
決

J
rよ
る
羊
入
を
背
任
罪
ピ

お
け
る
義
務
透
反
の
基
刊
し
こ
ず
る
か
の
よ
う
な
判
断
が
一
会
ご
う
れ
、
十
伎
の
γ
、
て
：
ハ
マ
／
事
件
判
伏
に
お
い
て
点
、
子
川
時
的
竹
川
口
を
叫
汁

ー
£
！
に
イ

r
bこ
3
1
7

正

Jiυ4山主
Y
斗

d
L
V（

つ問、
1
上

コ、
fl
」み」郎、
4
ト
ム
t
j
、
M
L
ハ

v

：ー、
d
f
i
ス
l

i

E

U

M

し
い
る
以
締
役
の
お
【
［
一
の
限
界
が
そ
の
ま
ま
宵
任
罪
に
お
け
る
義
務
造
反

／
）
な
る
乙
叩
叶
不
六
九
！
た
n

一け’
m

な
A
l

つが
J

、
相
県
出
什
が
ぶ
閉
じ
亡
、
広
以
上
の
義
務
注
反
に
追
加
さ
れ
小
人
川
法
上
の
判
断
ー
と
い
下
つ
υ
方
九
万
が

, 
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明
確
に
γ

内
定
さ
れ
七
の

処
分
に
先
行
す
る
刈
告
の
品
程
に
お
刊
行
↓
自
主
務
返
反
を
川
問
題
1
／
す

」

() 

起
の
流
れ
と

W
Aつ
し
て
、

る
判
決
市
’
及
川
場

J

て
い
る
c
汁

H
ハW
の－
h

決
｛
ん
的
で
一
山
ワ
Q
し）
ιべ7

る
判
川
W
い
号
、
会
註
パ
出
上
の
判
例
法
び
株
式
法
に
導
入
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
経
営
判
附
原
則
の
定
ー
ん
を
背
仔
却
の
義
務

、
揺
反
の
慕
準
了
平
、
も
考
慮
す
る
刊
売
が
そ
れ
で
あ

r
か。 情

枝
川
刊
υ

一
義
務
及
v
n
v

一調一一品【義務の

〈
豆
大
な
）
占
一
反
が
表
品
川
送
付
比J
判

断

に
ι
い
γ
一

考禁｛ 3ぃi

、
？
れ
ら
の
同
仰
を
受
け
る
形
で
、
義
務
涜
反
hr一市一るけ
γ一説の
J
岬
乍
：
F
民
間
1

J

て
い
っ
た
ハ
そ
れ
は
、

信
一
執
誠
実
元
務
に
対
す
る
違

反
」
と
さ
れ
て
き
に
従
来
。
背
刊
行
局
の
方
向
を
明
確
化
す
Q

」
も
位
置
コ
け
ら
れ
る
。
共
体
的
に
は
、
別
法
外
の
現
範
と
背
任
罪
の

rw〆
り
川
町
山
山
市
内
義
務
、
こ
の
湾
僚
を
よ
り
楕
同
ピ
ュ
、
ム
ご
え
る
こ
こ
、

お
け
る
義
務
返
反
内
断
で
用
い
ら
れ
（

ο
ー
ベ
ム
刊
一
九
可
能

叶
一
本
準
ケ
惇
人
い
り
る
こ
と
、
羽
音
処
分
の
前
段
南
で
あ
る
訓
背

J

一
同
一
科
に
会

U
ず
る
こ
と
で
z
の
る
c

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

耳
川
法
外
の
想
的
J
と品円町平山
4
f
U
J
財
産
保
一
歳
義
務
と
の
即
時
日
悼
を
υ
拾
っ
亡
い
は
、
h

弘
法
会
制
法
一
の
義
務
に
依
拠
し
と
判
忠
士
1
J
J
F
I
枠
組
は

長
半
的
に
山
礼
H
什
き
れ
て
い
る
υ

支
持
不
可
能
川
什
一

H
A準
古
玉
張
「
る
テ
／

l
一
ア
マ
ン
中
は
じ
め
と
す
る
布
川
況
は
一
門
戸
つ
ぎ
子

rず、

刑
法
独
口
心
苛
任
不
法
主
探
求

L
Eう
と
い
ヲ
る
ク
ピ
シ
ェ
ル
も
、
判
断
の
出
発
点
に
は
私
法
し

C
義
務
ιγ
や
は
り
板
、
え
て
い
る
か
ら
で

d、
るも

っ

2
も
、
汗
任
罪
（
り
義
務
違
反
ど
判
断
す
る
に
め
に
は

広
氏
！
の
芯
が
F
A
r
確
定
ず
る
だ
け
で
は

i
八
万
で
は
な
い

J

刑
法
川
刊
の
義

厳
守
背
任
界
の
哀
悼
叫
に
町
山
映
す
る
必
誌
が
斤
じ
る
与
の
意
味
で
、
「
山

H
H罪
に
よ
る
保
誌
の
純
凶
は
、
私
法
（
ム
古
沢
法
）

に
ト
o
，ム
M
Pご

三
百
件
山
法
）

れ
J

乞
担
え
て
は
な
り
な
い
c

、
私
法

ー
の
玩
範
九
対

rる
斤
一
反
が
当
然
に
処J
J

引をす〆の
z
y
J

ら
「
も
の
で
は
伝
レ

う
た
式
が
妥
引
す
る
。
回
ハ
外
的
に
は
、
従
来
か
ら
設
治
さ
れ
て
い
た
、
間
克
己
び
れ
る
陪
刑
判
の
義
務
と
管
任
売
の
平
体
た
る
別
殺
y

の

関
連
性
に
い
え
て
、
占
住
民
、
己
れ
た
義
的
扮
と
日
制
し
涯
の
保
護
日
的
達
闘
の
裂
が
・
阿
符
hlv
川
崎
と
ら
、
れ
て
い
る
ロ
h

一
心
山
地
問
を
人
円
定
」
2
今
川
見
解

（
ザ
リ
ガ
）

J
3
ド
「
～
ら
れ
る
も
の
の
、

伊
川
蛍
犯
乙

L
て
の
背
吋
ー
罪
の
保
議
J

ぷ
川
げ
口
調
っ
た
義
務
だ
け
が
庁
正
罪
の
義
務
円
程
反
日
判
断
げ
い

i・. 
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＂児

お
い
仁
川
問
題
に
ぜ
る
と
り
児
限

ギ
コ
／
タ

i
、
サ
f
γ
i

が
支
持
さ
れ
る

v

。、
iil o
 

引ついド2
 

－o
 

い
な
い
古
と
の
批
判
中
一
川
円
る
ク
ヒ
シ
ェ
ル
店
、
レ

i
1寸
ウ
は
、
本
人
心
視
ι
円
に
芯
ヨ
し
た
え

ATh
汗
絞
性
ぷ
却
を
是
正
小
ず
る
。
庁
汀
罪
学

じ
）
汁
い

は
本
人
の
対
話
（
壮
一
心
三
乱
立
qJ
る
こ
と
を
い
判
的
と
す
る
犯
持
続
増
で
あ
る
以
て
役
有
の
見
怖
が
黒
木
的
に
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
掠
わ
れ
る
し
ー
一円以

入
村
不
可
伝
性
」

の
国
J
人
を
巡
「
て
は
、

ム
人
の
な
忠
、
引
明
り
か
右
場
合
、
法
律
す
に
、
。
っ
て
個
別
具
体
的
な
北
九
塗
が
が
ぷ

百合

さ
れ
亡
い
る
場
合
、
及
び
、
本
人
心
吉
田
U

投
び
法
規
範
に
ζ

る
個
別
H
ハ
体
的
な
基
刊
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
場
含
の
＝
つ
が

μ分
さ
れ

と
」
し
ず…
 
者
の
場
じ
、
芯
円
以
白
い
3

対」
1
J

る
A
Y
中
円
か
、
J

H

山
げ
に
肘
体
保
護
義
務
違
反
が
山
口
め
り
れ
る
。

の
場
台
、
川
内
ス
ば
、

J
hド
人
法
九
二
条
町
、
の
よ
、
、
江

般
条
項
が
必
浄
）
な
る
場
合
に
つ
い
て
、

－T

イ
デ
グ
〆
の
、
張
ず
る

限
定
的
な

支
持
不
司
封
i
m
t

の
長
準
が
有
力
化
！
ば
て
い
る
。
子
れ
に
刈
し
亡
私
ベ
ル
一
｝
凡
引
済
ト
日
一
事
州
J

日
本
刀
判
断
に
依
存
し
す
ぎ
て
は

さ
ら
げ
L

、う

L
り
わ
け
九
百
札
機
関
心
背
任
に
民
し
て
は
、
行
品
巧
者
に
よ
る
対
丙
処
分
の
内
容
の
ψ
1
7
台
を
ー
支
持
ギ
司
能
川
ム
本
準
に
よ

り
判
制
す
る
mv
と
日
行
し
て

制
定
処
分
の
，
削
段
滑
で
あ
る
州
白
泊
四
性
に
J
b
v
ポ
円
ず
る
見
解
が
円
三
哨
し
て
い
る

す
な
わ
ち
、
手
続
規

定
に
造
反
す
る
場
合
に
は
そ
れ
む
み
を
血
庄
に
花
時
効
玖
反
を
I
H｛
止
「
る
説

一
ブ
〆
守
ン
！
l
ι
γ

や
、
意
品
川
決
定
過
程
を
仕
向
い
J

併
に
分
析
し

決
定
、
り
r
刊
提
1
／
な
る
桁
裂
の
収
集
、
一
汗
測
に
闘
し
で
も
義
務
違
反
T
／
～
な
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
説
へ
シ
了
ミ
ッ
ト
）
が
そ
れ
て
あ
る
ハ

行
為
者
に
裁
日
吉
ぷ
め
る

L

前
提
と
し
て
裁
H
E
的
決
定
に
手
る
共
品
川

ι
ま
て
品
約
本
れ
が
〈
及
ぼ
す
こ
と
は
斗
一
学
的
に
支
持
さ
れ
る
す
加
え
て
、

決
ハ
ん
某
怒
を
ど
の
よ
λ

に
構
築
す
る
か
い
い
足
以
四
三
別
で
あ
る
以

l
、

の
長
広
と
い
う
一
万
式
的
な
基
門
に
ζ

る
の
で
は
な
く
、

日
ノ
ー
タ
の
収
集
、
詳
細
の
あ
り
ん
リ
を
元
町
目
的
に
検
討
「
る
ほ
う
が
守
口
た
と
い
え

t
fノ
仁
、
ン
ナ
ミ
ヴ
ト
の
け
見
解
パ
炉
支
持
さ
れ
る
、
ミ
の
よ

う
江
川
断
手
法
は
、

一
法
邦
通
常
裁
判
所
ピ
お
い
て
も
え
ら
れ
た
も
の
で
ゐ
り
、

ド
ィ
ソ
ム
ム
司
法
に
お
け
る
は
可
常
判
断
原
則
ζ

＆

1 

本
立
第
一
以
島
市
二
款
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キ
巾
川

T
弟

M
引
片
山
E

H

J
仇
l

本
立
第
治
情
同
M
A
m
c

広
三
位
一
’
1
F
7
2
4
h泣
い
り
羽

本
立
第
一
節
事
故
都
日
以
内
」

本
立
第
一
以
島
市
款
あ
凶
町
八

五
立
紘
一
前
打
一
村
一
川
h

れた川一一
m

l

J

四

2
4
F
h
z
α

本
早
第
一
節
治
款
市
↓
項
参
照
ニ

ロC
H
向
山
崎
ム
ア
だ
と
～
巾
主
計
H
M
L
A
h
ι

払いお一一宮パ争ノ町ーレ

コC
Z
V
A
主
山
一
一
正
ム
ホ
苧
常
一
ザ
泊
第
＋
抗
市
内
羽
t～附

回ハ川口

Z
E
Nご
王
子
日
目
木
山
一
都
三
日
子
第
一
説
前
同
点
密
閉
ο

ロロヱヨ
ldA

）
切
戸
、
い
］
ぷ
宇
一
号
飾
的
l
M

款
問
毛
主
参
照
ぃ

σ
C
Z
E
左
守
山
C

本
早
市
二
日
叩
沼
款
靖
国
主
円
J
N

一

【
パ
い
（

V

｝
ヤ
｛
了
時
ヨ
ハ
〉
一
ペ
ニ

五
立
第
一
川
町
一
一
↓
川
弘
前
一
次
事
加
〕

本
立
第
一
治
信
二
M
A
m
第

F
伊

広
三
位
一
昨
F72
二
リ
』
泣
い
り
羽

キ
ヰ
第
一
一
川
町
立
中
二
円
札
第
一
羽
c

4 c ,, t】氏8 17 lh 1', 14. 12 12 ii. !(J 9 

帆
川
則
一
時
十

品
円
げ
行
為
の
－
州
定

以
L
L
の
ド
イ
ソ
心
議
論
古
参
考
に
ー
な
が
ら

我
が
同
の
背
粁
山
什
に
お
け
る
引
助
産
品
同

か
に
つ
い
て
さ
ら
に
4
芳
心
円
以
を
進
吟
た
い

U

背
任
’
打

AJ
を

ιの
よ
ろ
ノ
ト
ル
判
｛
心
す
べ
主
」
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＂児

2己

川
以
外
の
規
範
と
、
り
悶
係

る
と
述
へ
る
民
解
ー
も
門
地
つ
れ
司
令
J

も
の
の
、

そ
の
主
張
は
貫
徹
さ
れ
て
い
る
y

こ
は
日
わ
れ
匂
い

J

実
際
の
こ
と
ろ
、

我u、
日
0) 

'+ 
長L

｛主

日ぇ人法学i"" 2料、；3118:zonJ. 7 

ま
ず
、
「
任
務
泣
い
ち
」

の
判
断
に
お
い
て
、
刑
法
外
の
規
範
F

測
点
ば
、
私
法
の
法
作
関
係
か
ら
r丹
か
れ
る
ー
ら
の
）

J4
ど
の
よ
う

百合

に
考
帰
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る

」の
t

h

、
巡
っ
て
は
、
我
が
同
で
は
、
法
ム
「
｛
一
心
扶
せ
に
t

庄
一
反
ト
ヲ
れ
ば
直
ち
に
仔
務
主
H
J
Y
認
め

（
形
！
人
的
な
）
法
令
与
の
違
反
は
仔
務
違
背
中
判
断

fuv際
の
「
つ
の
資
料
」
子
し
し
バ
～
味
に
1

）
か
作
F
つ
け

ι
れ
て
い
な
い
二
府

さ
’
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ー
ミ
ノ
」
t
u
、

一
、
／
l

i

－V
ハ
り
九
町
山
一
安
門
義
務
り
肉
ベ
ん
れ
が
刑
法
れ
の
規
範
か
ら
日
行
ち
込
ま
れ
る
こ
に
を
川
提
に
、

川
品
才
一
践
の
持
係
h
M

円八体

ド
f
一f
で
は
、

り
お
に
考
察
、
メ
れ
て
い
る
c

こ
こ
で
は
、

刑
法
外
の
規
お
引
は
反
す
る
こ
と
は
、
背
作
川
井
（
V

成

υ
に
ー
と
門
戸
L

必
要
条
件
で
は
↓
ぬ
る
け
ー
れ

J

しも

十
分
条
汗
で
は
な
い
と
し
い
q

て
ら
ー
れ
て
レ
ッ
G
C

こ
の
た
式
は

U
本
院
に
お
い
て
も
一
〆
久
吋
す
べ
き
だ
と

R
わ
れ
る

v

す
な
わ
ら
、
別
民
一
組
七
条
は
、
事
必
処
坤
苫
が
そ
の
に
U

務

つ
い
た
刑
、
江
外
の
規
範
ー
を
y
u
っ
ν

ふ
州
＋
に
す
る
円
か
な
い
つ
し
た
が
っ
一
亡
、

務
足是
オr
主：
判

断
る

は2
ま苔
すぷ と

!J'I 本

外む
の；主
規律
範L院
予ν ！Ji,

｛確に
うじ 基

に
泣
汗
す
る
わ
為
を
背
任
罪
と
し
て
処
計
寸
る
と
い
ヲ
る
り
み
で
あ
る
υ
J
J
t
C
任仲間

む
約
一
容
は
、

ー
る
こ
2
か
ら
け
い
釦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

解
さ
れ
る
〈
」

M

－介。ヮ
Ljf
白
舟
山
口
、

ふ
人
と
の
長
女
し
し
法
作
！
の
悶
日
怖
か
ら
導
か
れ
る
刑
法
外
の
規
範
が
ん
で
し
背
伴
界
の
「
任
扮
」
ユ
会
長
一
淀
川
け
る
わ
け
で

は
な
円
、
干
の
規
範
が
、
Y
H
伴
内
引
に
心
配
い
て
考
慮
す
る
に
佐
す
る
も
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

ド
イ
γ

で
は
、
背
仔
罪
の

ニ
体
た
人
り
う
る
ヤ
れ
に
よ
る
本
人
に
対
ず
る
あ
3

ゆ
る
肘
昨
佼
斗
い
仁
川
吋
か
義
務
涜
反
子
し
L
許
制
5
れ
る
の
か

〈
川
法
外
の
義
務
乙
山
い
い
佐

界
の
？
？
一
体
た
る
泊
位
、
ニ
の
関
連
性
）
、

片
山
怖
て
＼

ろ
し
為
者
が
規
範
に
違
反
し
て
本
人
に
蝦
J

百
を
川
え
た
場
ム
円
ほ
ん
ム
て
同
庁
任
罪
が
或
り
ず
る

じっ
か

～
刑
法
μ
ゾ
の
表
務
乙
一
レ
ヌ
産
！
の
沿
hL
口
と
の
院
認
は
ヨ
的
述
間
一
）
争
議
論
さ
れ
て
二
三
。



ま
ず
り
川
ム
で
の
問
題
ー
を
辺
三
、
は

H
h
f
ツ
ご
は

千
人
の
剣
山
掃
に
付
す
る
川
崎
主
↓
行
為
♂
行
為
者
に
号
、
ぇ
、
り
れ
た
地
ゃ
に
よ
け
何
ら

か
の
形
で
保
准
さ
れ
た
と
い
え
た
円
れ
は
な
ム
J
な
い
ζ

ず
る
見
解
、
引
治
力
で
あ
っ
た
c

こ
の
軒
］
…
J

正
州
、
小
川
内
に
お
い
て
考
察

J

て
み
る
と
、

刑
法
川
仁
条
が
「
Z

の
伴
務
」
、
「
な
わ
ち
、
「
市
d

扮
処
理
者
の

H
務
で
あ
る
こ
と
主
公
山
ぶ
し
て
い
る
い
払
ヒ
、
背
仔
界
心
、
体
た
る

泊
は
い
を
利
弓

TQF打
九
（
事
務
処
法
者
心
地
位
と
機
詩
的
述
問
を
J

つ
コ
行
河
川
）
に
限
定
ヲ
る
の
が
妥
、
ド
I

J

Y

し
巳
わ
れ
る
わ

考禁｛ 3ぃi

次
に
、
違
反
さ
れ
た
義
務
ζ

限
定
上
の
鉛
告
に
保
詫
司
ー
的
迭
問
を
裟
ム
ー
す
る
考
え
方
ヰ
巨
木
に
ソ
一
「
ゾ
人
手
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
ず
な

わ
ろ
、
背
任
罪
は
本
人
一
の
財
産
中
一
似
体
茂
す
る
f
め
心
犯
罪
鎖
州
引
と
あ
る
以

i
、
司
却
の
汁
務
と
し
て
考
慮
ち
れ
る
の
は
、
や
は
り
財
産

保
殺
を
弓
ι
r
v
r
す
る
規
範
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
辺
一
一
の
川
児
範
の
車
反
に
コ
い
て
も
背
ペ
ー
罪
に
同
h
こ
と
は
同
罪
の
似
川
護
司
的
を
＋
山
比
一
仔
六

せ
る
こ
1

ど
に
つ
な
が
る
と
の
ド
イ
ソ
に
お
け
る
評
価
は
日
衣
に
も
妥
山
し
う
る
も
の
で
あ
ξ

〈

、
、
、

ま
に
、
背
任
罪
が
本
人
の
川
別
法
を
深
一
歳
ず
る
規
定
A
L
J
出
る
以
」
、

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

対
一
件
処
分
に
践
す
る
本
人
の
意

任
務
違
品
H
V
判
臨
す
る
際
に
し
同
店
、

μ
E
H的
も
貯
u片
保
護
規
吋
引
と
P

叫
ん
て
、
若

L
’よい
h

ぞ
れ
以
一
に
プ
巾
裂
な
必
冷
と
な
る
こ
の
よ
う
に
本
人
の
立
「
山
・
目
的
乞
重
視
す

ド
イ
ソ
に
お
い
て
は
胃
役
的
取
引
に
泌
す
る
議
識
に
お
い
て
、
可
制
々
心
恥
業
分
野
に
犯
行
る
活
福
心
、
ト
意

る
h

と
は
、

と
い
、
っ

般
的
必
慕
準
で
は
な
く
、
行
為
者
と
ギ
L
へ
の
問
の
内
部
悶
料
開
1

む
川
円
断
（
U
L付
象
に
す
る
と
い
う
戸
れ
で
伐
に
ゆ
心
へ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ

ーァ

包〉
c 

第
一
立
第
一
応
間
二
款
害
時

背
任
罪
以
札
｛
け
ね
の
犯
罪
行
為
が
佳
品
刑
法
オ
ロ
ロ
刊
防
に
陪
L
1
1品
店
さ
れ
G
の
か
込
向
型
／
一
な
る
ー

こ
の
よ
う
主
犯
罪
汗
サ
品
位
、
私
）
河
川

明
惟
124
村
ペ
リ
規
定
が
な
く
と
J

＼
公
序
良
俗

！、：
L
J

l
d
tム
イ
ノ
f

タイ、

ゃ
吉
管
注
意
義
務
戸
山
4

法
六
内
向
υ
ドポ勺

J

」
の
判
附
を
浦

t
L
U九
一
則
的
ご
丘
中
凶
性
、

義
務
連
－
比
注
が
ρ
打
｛
止
さ
れ
る
で
あ
ろ
一
〆
も
っ
こ
も
、
円
乏
し
心
↑
乙
場
へ
口
で
も
、
亨
務
処
坪
脊
た
る
池
山
刊
と
〉
荷
主
止
の
右
掃
は
あ
二

J
ノて

問
題
し
な
A
V〔

一作。一

ー
ら
凶
行
為
ぷ
事
，
v
h
p
h
M一E
で
は
な
い
ム
引
」
J
b
室
、
行
デ
る
こ
ヤ
」
が
と
き
ー
一
一
と
い
、

j
E－

mの
λ
て
は
汗
務
込
J

円は
E

斤
去
戸
れ
る
へ
＼
さ
て
は
ほ

日米人法学； S9、＂8"） 三（〕日［20li0'7 



＂児百合

そ
の
h
d

門
町
三
協
苧
に

u
い
て
取
り
扱
ヮ
た
東
洋
レ
ー
ヨ
ン
事
件
判
九
一
市
平
第
二
訓
話
（
げ
が
第
一
羽
害
出
）
川
、
事
務
処
河
背
↑
る
担
作

（
け
関
係
か
門
ヰ
じ
ι
わ
け
亡
ば
白
川
投
的
な
日
付
沼
化
持
表
詩
ば
作
務
に
夜
レ
コ
lJ
な
い
こ
判
附
L
ム
川
こ
ど
の
い
引
ば
冶

u
tは
な
い
じ
む
っ
と
よ
、

7

。

日ー一ト
J

件
に
お
し
て
被
告
人
は
日
巳
の
い
一
当
主
務
と
同
係
小
む
な
し
機
事
い
が
い
引
料
を
（
仁
J
，
『
宮
r

人討に使、「
L

一品川、
J
L）
札

H
b
u什
L

P

J

心
で
一
£
？
、
主
務
小
川

処
刑
四
者
～
A
V

引
止
が
犯
久
主
い
や
凡
社
広
ヤ
ム
－
し
ば
し
え
な
い
の
で
倍
加
的
に
は
支
持
さ
れ
が
勺
党

。

7
5
背
任
与
の
ヱ
N

け
に
乏
の
お
務
山
地
百
株
肌
い
y
～要求－
2
0見
栴
（
も
尚
一
一
一
部
一
部
第
一
款
参
町
一
に
L
？
へ
権
限
の
ア
ハ
止
立
行
中
～
え
は
不

3

行
使
の
み
が
心
円
江
」
汁
お
に
該
当
イ
る
こ
日
に
な
る
」
恵
わ
れ
る
の
で
、
窃
次
W

的
、
出
物
川
地
快
刀
、
入
、
一
ー
な
4
2
－
持
処
世
汗
に
）
臥
心
不
人
乃
小
川
町
ト
川
刈
す
何ワ」

る
見
一
時
引
等
「
片
品
t

は
y

て
ー
も
て
も
些
江
非
v
u
d
v一TJ
匂
W
L

と
は
な
い
れ
」
内
山
（
羊
一
戸
川
何
「
背
任
罪
の
一
品
芯
」
同
九
安
田
〔
人
v託、

ω
松

は
一
カ
ァ
辺
】
円
い
北
京
古
川
一
山
h

今
川
論
ョ
ヘ
一
ハ
）
ハ
〉
八
一
】
九
ロ
（
ー
一
円
H
～
こ
も
ι字問、

工
U
J

二
日
1
1
k
v句、九三一

J

亡
に
苅
べ
て
い
た
の
は
、
松
台
前
指
刑
接
持
論
一
一
一
じ
ん
門

J

な
5
1り
、
「
他
人
の
レ
パ
恒
の
事
務
処
理
悼

む
を
訂
さ
れ
た
す
乙
し
て
本
人
、
〆
の
防
の
も
任
問
日
刊
か
政
る
行
為
、
J
J
b
h
L
ら
、
そ

ω
航
れ
と
～
叫
Mf

往
羽
生
門
を
加
SLY－
－
小
い
に
め
～
認
さ
れ
て
い
る
よ円以

出向
J

に
市
川
山
口
円
〈
w

乙一
h
？
と
す
る
〈
さ
っ
円
、
川
出
一
芝
山
一
市

Im円
三
男
の
ず
A

d

m

員

ヨ当

ιド
務
注
背
の
判
断

以
ト
の
よ
う
な
刈
同
外
の
域
統
と
の
悶
係
古
川
北
？
と
し
て
、
日
行
務
選
北
斗
（
U
判
断
の
あ
り
方
を
け
八
体
的
H

候
討
す
る
r

？
イ

y
に
h
m

い
て
は
、
義
務
違
反
の
判
断
同
開
引
い
と

弘
法
ハ
佐
高
牲
の
問
問
占
か
ら

引
汗
河
川
川
叫
ヂ
ロ

～
b
i
i
、

♂

J

ぺ
j
’

（Y
A
m心
が
川
ら
か
な
場

合、

f
んは、

そ
れ
に
代
わ
る
寸
山
中
止
に
よ
っ
て
何
別
具
体
的
な
某
柄
引
’

r

が
J
仇
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
ネ
ミ
ノ
で
な
い
場
合
と
い
分
円
て
牧
村

さ
れ
C
い
z
f
J

し
ご
の
司
戸
女
ノ
な
被
討
方
法
は
げ
九
一
法
に
お
い

C
も
蒸
ト
ヘ
的
い
採
応
手
れ
う
る
と
巴
わ
れ
る
い

十
ー
す
、

同
町
長
い
込
分
に
閑
ず
る
本
人
の
開
催
な
話
出
が
あ
る
場
合
、
で
の
違
反
に
付
し
て
は
法
ち
に
粁
務
進
日
が
認
り
ら
れ
る
、
ぞ
れ

1
1ーコ、

L
bノ
d

町
り
か
の
信
義
一
誠
実
造
反
の
む
い
山
ば
問
忍
で
は
ヘ
吐
い
υ

一
一
一
、

τ

人
Z
J
7
L

本
九
の
明
確
な
蒸
準
が
法
規
に
4
P
L
U
以
ず
る
は
均
台
、

例
え
ば
、

木
人
、
が
行
為
者
に
脳
ぬ
を
苅
不
ず
る
よ
う
な
場
合

行
為
者
ウ
そ
の
指
七
に
況
反
し
て
も
ペ
ー
務
ベ
庁
、
に
は
許
倣
さ
れ
日
い
l

7

ご
の
よ
う



二
解
さ
な
け
れ
ば
、
行
為
者
は
人
丁
人
の
拘
r
小
、
中
実
行
す
る
に
山
い

い
に
刊
」
院
に
逗
反
す
る
こ
と
に
は
り
進
退
、
恥
ま
っ
て
し

字
、
ノ
ケ
り
で
あ
る

h

の
限
度
で
、
に
人
の
杭
点
と
い
う
ゅ
ん
常
は
村
氏
官
官
一

rる
v

仙
川
方
、
行
弘
主
が
、
法
規
に
注
υ
F
h
2
0
4つ
な

r

八
人
の

指
小
に
従
っ
て
え
比
袋
小
庁
と
は
な
ア
d
い
じ
こ
の
こ
と
は
追
反
さ
れ
止
法
規
が
ぶ
人
の
山
川
zm
保
蕊
J
T
E的
こ
す
る
か
否
か
に
悶
わ

ら
な
い
」
件
規
子
本
人
の
川
町
疋
似
護
を
は
的
と
し
な
い
坊
合
に
は
ヮ
引
訟
法
規
は
引
が
V4puuh
同
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
な
い
1

／
、
別
夜
保
守
F
品川け

考禁｛ 3ぃi

的
を
F
七

C
L
て
い
る
場
合
で
も
、
本
人
の
氾
実
の
の
丸
山
内
〕
が
あ
る
以
L
L

つ
で
あ
る

次
に
、
本
へ
の
、

u
gに
山
来
す
る
切
符
一
へ
は
民
咋
が
行
HAし
な
い
場
台
に
は
、

本
人
日
以
ヶ
川
町
山

A与を
f
止
め
に
一
共
体
的
な
法
取
h
f
ム
準
と

人

qGu
こ
こ
で
取
れ
仁
け
九
れ
る
同
範
令
義
務
は
、
前
門
町
／
L

3

べ
一
℃
士
ー
に
、
本
人
一
日

ι／爺
z
V
｝
保
護
す
る
～
め
に
行
為
者
に
以

J

？
れ
て

いヨる川公出
ι
J

‘
円
で
あ
る
〈
か
く
し
て
、
半
な
る
ア
J

紋
別
宅
心
淀
イ
況
に
け
で
は
任
務
通
背
と
さ
、
れ

F
、
川
内
、
穴
ば
、
小
正
競
争
問

H
法

八

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

条
r
L
1
h
J
J
J
L
利
市
？
引
さ
れ
て
L
る
外
出
力
公
務
員
に
対
「
る
肌
則
前
泊
の
文
弘
は
、
出
隊
商
取
引
の
健
全
な
八
π反
ん
と
日
的
、
三
y
る
も
の
で
丸
つ

て
、
川
町
時
保
持
Ajhz
口
約
と
ナ
る
も
の
て
は
な
い
の
で
汗

F
r
c成
ijikyと
う
く
丘
阪
を
持
だ
と
い

浦
λ
州
支
f
い
の
祭
止
が
本
人
に
よ
っ

て
考
山
知
一
さ
れ
る
場
合
に
は
ヒ
め
て
仔
務
と
な
る
可
能
慌
が
め
る

J

ぷ
伐
に
、
そ
の
よ
う
な
具
伴
的
h
h
注
況
も
な
い
結
合
、

、
よ
い
規
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
そ
れ
が
庁
任
罪
に
い
う
仔
務

1
／
し

て
は
抽
象
的
に
す
ぎ
る
場
合
、
険
百
す
れ
ば
、
芦
管
正
意
義
務
一
！
店
、
十
h
いl
ハ
問
四
条
）

や
株
I

入
会
忙
の
取
締
役
の
忠
実
義
務

十円
r
打条）

の
よ
〉
つ
な
、
行
為
苦
り
い
お
一
務
処
刑
一
に
つ
い
て
の
一
般
条
刑
、
的
規
範
、

r
F存
在
し
な
し
場
介
、

、
亡
千

54口一

J
i主

ー
I
事
q
足
ゴ
｝
止

1

み
」
判

H
A肋
ず
ιつ
こ
と
は
凶
訴
に
仕
る
c

任
務
担
思
背
を

κ一
人
心
不
引
ノ
ハ
川
で
判
断
す
る
と
1
1コ
右
ん
一
説
は
こ
の
場
企
に
妥
当
す
る
で
、
ノ
ピ

j
t
考
え
ら
れ
る
」
t

か
し
、
任
務
迭
myが
よ
小
人
の
ポ
利
治
す
れ
〕
起
す
る
こ
こ
だ
と
l
v
J
I

」
も
、
「
ポ
利
以
か
台
か
を
判
断
す
る
基

怖
い
小
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
、

時
先
立
？
む
イ
さ
ど
さ
九
三
で
十
こ
、
J

i
i
：：
I
F
bー
も

1
1
7
7
v
t

、

h

」戸、引、、

「
式
利
日
一

を
符
ら
れ
る
利
パ
山
／
｝
サ
ヒ
る

ロ
対
牛
へ
の
絞
ら
r
前
豆
に
よ
っ
て
吋
断
一
0
2

る
と
攻
解
「
る
こ
じ
て
も
、
行
わ
九
l

k

J

江
川
析
に
何
ら
か
の
川
町
並
的
又
は
非
肘
井
的
な
叩
丘
町
h
M

認
め
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＂児

ら
れ
る
場
台
、
そ
の
利
援
を
に
l

務
返
背
判
断
に
台
い
て
ど
の
」
ユ
ー
に
一
d
慣
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
守
い
る
。
そ
の
に
め
、
実
史
的
な

刊
断
J
V」
行
中
山
》
？
と
寸
る
な
、
り
ば
、
合
加
担
性
が
わ
で
す
ご
4
－m
め
ら
れ
t

泣
い
措
去
、
よ
一
’
任
務
4
F

丘
北
円
と
な
り
得
々
し
「
思
わ
れ
る
c

ド
イ
ツ
に
k

百合

し
て
は
、
だ
出
出
動
に
お
け
る
背
仔
問
弁
の
成
げ
を
限
定
「
る
某
所
と
し
て
支
持

J

小
川
吋
能
性
、
？
示
さ
れ
て
い
た
c

も
っ
と
よ
ー
私
法

卜

の
判
断
、
午
、
し
て
沢
台
止
な
判
断
で
あ
Q
こ
ζ

；
か
相
山
知
れ
友
一
縫
，

y
uて
い
る
と
い
う
脅
味
ず
の
、
私
法
ト
の
判
断
に
従

（
ム
ム
川
川
作
上

局
的
な

一
口
ふ
叩
件
」
は
、
本
人
の
防
リ
峰
山
川
穫
が
λ

づ
く
仕
h

す
ぎ
る
」
乙
に
日
る
の
で
妥
り
む
な
い
ロ

ク
ピ
ン

τ一
ル
及
び
レ
ー

L

ア
ウ
九
J

明
絡
に
L
1
～、

本
人
日
制
口
証
か
ら
い
て
～

本
人
向
I

中
！
っ
込
財
正
処
分
か
fλ
持

rJる
か
ど
、
「
人
円
以
J

／一

ー
ベ
持
ボ
叶
r持
性
」
、

ト
3

ほし
υ
弘、

合
法
的
に
均
断
ず
る
考
え
方
に
資
意
J
U
Y

－不
L
と
い
。

TF
入
け
不
可
能
性
」
基
地
は
、
ド
イ

y
の
勺
弘
法
認
吟
ら
れ
、
町
辛
判
例
に
も
道
え
さ
れ

に
お
日
る
り
品
約
八
d
h
以円旦主人谷

認
す
る
考
え
々
に
朽
応
ー
に
J

九
時
4

を
持
つ
（
す
な
わ
ち
、
行
込
巧
者
に
認
め
ら
、
れ
て
い

の
J
K
J引
な
H
仇
量
か
正
犯
さ
れ
J
G
べ
討
で

の
旬
、
故

Emv限
界
を
超
え
て
い
る
行
為
だ
け
が

C
均
違
肯
と
［
勺
評
伺
ぎ
わ
し
る

J

そ
の
際
に
は
、

ク
ピ
、
ン
エ
ル
、

レ
l
ァ
ー
ノ
予
本
一
、

一

1
7
1
v

て
い
る
よ
う
に
、
本
人
心
己
正
が
折
刊
誌
ち
れ
る
限
り
そ
れ
が
考
山
国
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ι
必
い
と
併
さ
れ
る

ず
る
よ
う
川
会
仕
伝
ず
で
山
と
の
よ
う
は
決
量
は
認
め
i
D
れ
て
い
る
r

行
為
右
前
が
裁
量
の
限
界
わ
超
過
し
な
い
限
り
に
れ
務
リ
完
H
L
Y

は

U
本
に
お
い
て
仇
、

d
t
述

評
測
さ
れ
、
ぷ
い
と
考
え
る
べ
き
な
心

C
あ
る
勺
」
む
よ
う
な
国
併
に
よ
れ
ば
、
問
題
と
ぷ
る
点
締
役
の
行
お
そ
詳
澗
ず
る
際
、
単
な
心

リ
ス
ク
の
高
低
に
よ
っ
て
伴
務
迫
詣
は
決
サ

ッ
ド
「
議
リ
ス
ヶ
の
実
行
が
本
人
の
意
思
・
ロ
的
か
、
つ
「
れ
ば
明
ら
か
に
？
え
持
で
き

G
一

な
い
同
ム
円
に
任
務
支
心
円
が
認
め
ら
れ
る
こ
J

に
な
る
（
マ

（
一
一
｝
そ
さ
ざ
る
、
謹

1
1
f円
で
あ
る
行
川
I
V
2
2内
に
田
↓
ず
起
で
あ
ウ
～
“
例
え
ば
、
九
仏
人
が
た
人
心
時
什
、
川
宵
苫
一
社
員
、

凹

μ
ど号、九

F

－
」
い
心
か
、
ノ
一
弘
で
ー
か
川
わ
れ
ば
、
本
町
へ
の

E
Eを
と
り
よ
う
に
判
断
ヶ
る
の

drdど
い
か
犬
」
げ
司
シ
れ
る
ミ
ノ
ツ
の
山
川
w

つラ守毎

前
知
一
（
垣
市
引
弘
主
J
M
m
t）

r
J
I
一
れ
ム
円
前
川

ζ
h
F
I
仏
、
同
人
r一
位
口
り
弘
法
1
A
u
i
f
F
i
ω
関
係
、
及
び
、

f
江
尽
に
え
什

む
古
田
わ
J

A

A

人
7
2
E

早
川
V

（以人法学i"" :2持、：3iZ:zonJ. 7' 



マ
ハ
一
氏
て
蛍
上
心
情
つ
り
波
山
り
4τ
砕い
J

し
不
町
欠
穴
あ
る
｝
思
1
わ
れ
る
リ
、
、
検
討
は
引
の
出
川
公
に
七
い
た
い

F

宇
ご
刻
、
え
ば
、
東
京
的
判
以
T
4
U

ヒ

一
一
六
民
は
、
4
A
J

〈川（ん
μ
日
費
用
斗
ん
山
に
附
ア
プ
句
協
之
、
ぬ
い
正
反
し
て
告
し
出
を

そ
れ
以
引
の
ね
f

F
、
に
山
内
匂
山
野
叶
円
支
M
L
M
f
f

持
さ
れ
る
か
心
4
2
h
i
凡、〆

一
仁
判
時
九
二
九
寸
J

支
出
1

d

I

レ
る
以
l
、
p
r

れ
だ
げ
と
出
ら
に

ι
務
hqι
門
で
お
る

隠
蔽
才
八
戸
仲
間
h
い務
J

一
止
昔
の
判
断
に
広
一
似
の
影
山
品
開
は
及
ば
さ
な
い

ル
凶
一
ロ
十
は
ド
ザ
町
常
土
一
話
相
仇
革
巾
一
民
穴
、
町

J

作。

こ
の
内
に
つ
き
、
広
立
川
山
田
9

前
掲

制1
if: 

ハノー一ハネリ九
J

／四川リ

考禁｛ 3ぃi

（

44τ
｝
 

F
J
）
本
立
第
一
節
参
需
一
川

C

で

Y

Jも
コ

ζ

も
、
合
υ
じ
い
い
場
合
に
は
、
川
JFノク
h

v

t

苦
汁
す
る
こ
と
に
よ
り
利
窃
か
パ

L
る
リ
訟
刊
日
也
め
と
怯
レ
持
竹
、
当
1
A
1
1

ス
ク
っ
交
わ

は
明
ら
か
に
f
手
刊
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
41
通
行
μ
で
あ
λ

う
に
こ
U

f
川
に
つ
い
f
、
内
出
土
工
山
括
判
批
立
良
、
山
折
且
占
間

八
コ
戸
、
〔
内
店
：
子
）
参
向
。

定
刑
法
科
論
』

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

2存

調
公
過
程
の
考
慮

ド
「
ド
務
川
河
苛
北
一
対
L

お
い
て
れ
為
者
に
広
い
裁
立
を
認
め
る
湯
九
日
れ
わ
れ
た
川
処
分
の
↑
妥
当
性
J
並
ん
で

別
の
考
慮
も
必
出
店
と
思
わ

わ
る
一
す
hu
わ
ち
一
、
決
量
花
り
あ
る
行
為
者
は
A
A
γ

人
に
代
わ
っ
て
そ
の
裁

E
の
範
凶
で
不
人
（
山
一
刻
蛍
に
つ
い
て
決
定
を
行
う
r
刊
誌
L
Y

し

亡
、
決
定
基
盤
を
可
陪
な
）
取
り
時
間
三
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

」
れ
か
実
行
さ
れ
と
い
伝
い
限
り
仔
料
引
に
茂
青
ず
る
と
府
予
れ
心

の
で
あ
る

4
4一
っ
こ
も
、

2
こ
士
ご
詞
古
ハ

て
、
決
定
の
た
め
ド
ん
は
抑
的
と
考
え
ら
れ
る
一
調
点
一
立
与
心
り
る
し

こ
の
γ
て
つ
な
調
査
・
分
一
ず
尚
一
刊
刊
の
考
慮
は
不
3
れ
て
い
十
一
口
シ

z
、
、
ッ
ト
は
、

の
灯
肌
」
iー
か
り
意

ド
イ

y
に
お
い
て
も
、

判
、
一
決
定
泊
四
牲
を
ヘ
ペ
川
町
L
ヒ
ト
三
、
山
町
蛍
処
分
仇

だ
め
に
必
宇
／
な
デ
タ
の
は
集
、

仏
戊
べ
v

f

円
併
に
つ
い
に
も
清
治
違
反
の
脊
査
が
及

び
う
る
こ
と
を
不
し
た
n

台、什
V
I
～
減
ず
る
連
邦
、
1
4
常
設
刈
引
の
川
？
討
も
情
報
収
長
義
誇
・
川
則
公
義
務
の
主
打
は
が
上
司
務
違
反
に
に
つ
で
決

I P¥C人法学； S9 、＂80) ~·3 [20li0' 7 J 



＂児

定
的
で
あ
る
1
二
以
べ
て
い
る
わ
ま
介
、

攻
二
丈
が
寸
4
し
、
こ
の
基
準
が

い
わ
ゆ
る
粁
J
Y川
叫
削
除
刑
ん
ど
iv
出
化
し
た
件
：
人
伝
？
丸
一
条

針
作
罪
の
義
務
法
U
F
E
判
断
↓
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
ζ
L
L
J
刑
当
判
決
も
出
さ
れ
て
い
る

v

百合

戎
が
同
で
は
、

一今一

段
い
同
法
の
明
係
長
判
断
は
な
し

現
時
L

一dに
お
し
て
川
町
品
川
判
断
原
川
引
を
や
す
法
山
現

P

七、

及
び
、

一
人
古
川
行
法
仏
関
す
る
）

－
d
u
の
の

－
／
メ
カ
に
お
け
る
川
町
叫
判
断
原
則
の
試
前
合
同
λ

日
て

（
ム
百
吐
作
に
悶
ず

r
y
r級
審
裁
判
例
a

会
社
法
学
説
に
お
い
て

伐
に
一
に
の
問
則
が
ふ
叩
訳
さ
れ
し
い
る
そ
れ
は
、
判
断
の
過
程
・
内
容
が
校
約
役
こ

L
て
告
し
く
ヌ
ム
じ
却
な
も
の
と
お
コ
ド
八
か
否

か
、
す
な
わ
っ
、
当
該
判
寸
断
を
す
る
た
め
に
刀
時
日
状
引
に
町
、
ら
し
て
台
川
約
な
情
味
収
集
・
分
析
・
検
討
が
？
？
れ
ー
一
に
か
訂
作
＼
こ

れ
A
zピ
前
提
エ
ず
る
判
断
一
け
詳
論
込
科
及
び
向
一
祥
子
町
ら
か
に
不
台
立
な
も
の
で
あ
っ
三
か
7
3
か
が
問
ゃ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
沿
い
：
と

い
竜
一
〕
J

爪ちの

円
弘
法
従
属
刊
の
奴
占
d

か
ら
は

と
い
る
と
戸
一
七
正
判
断

及
び
、
ヲ
ど
の
い
～

J

容
の
ι1副
社

性

げ
か
出
円
汗
行
為
の
判
断
内
に
お
L
て
も
…
町
民
一
と
さ
れ
な
け
れ
ば
は
ら
ん
d

い
で
お
ろ
可

む
い
也
決
IUmv
ぷ
践
と
し
て
の
川
判
長
分
析
過
程
に
日
常
刈
行
る
こ
と
は
い
1

級
審
心
刑
事
判
例
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
と
い
る

J

川
内
え
ば
、

一
U
は
、
被
岳
人
日
日
い
れ
泌
を
詑
｛
止
す
る
際
に
1
M

吹
台
人
中
及
び
一
同
ア
〕
む
よ
う

不
良
時
町
村
心
事
業
で
J

め
る
刈

JK一
月
刊
ド
成
一
八
ノ
1八
月

～円、

J
M
／、

約
一
凶
川
氏
か
、
り
原
金
JY
長
め
メ
れ
令
貸
し
出
す
こ
と
を
nv
ふ
と
「
る
ふ
正
融
機
関
に
お
い
て
級
官
の
可
併
を
決
定
「
る
『
げ
場
に
あ

る
者
町
一
院
げ
ー
と
扶
k
J
Aび
利
息
が
保
一
生

j

』
れ
る
と
い
う
際
金
者
ヤ
ロ
の
信
用
が
や
べ
わ
れ
る
こ
と
が
た
い
よ
う
に
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
わ
、
あ
、
っ
か
じ
め
融
資
万
心
財
政
状
態
、
経
常
状
能
川
情
J

を
清
一
骨
し
、

融
資
を
行
う
に
勺

掛
川
実
か
つ
f
t
人
刀
ぷ
担
保
を
絞
「
る
な
と
し
て
、
邦
銀
が
問
収
ギ

能
に
よ
る
山
畑
中
古
被
ら
な
し
ょ
↑
ノ
貸
付
令
の
間
以

h
u
b
－
一
の
は
什
胃
を
日
市
ず
る
任
務
を
負
う
も
の
と
解
さ
れ
る

出，，
;J;j 

述
へ
亡
い
る
n
J
3
つ

乙
1

弘
、
木
良
貸
付
主
的
に
お
い
て
は
情
受
人
の
信
市
調
有
が
損
害
に
古
縞
f
る
と
い
う
特
川
州
事
情
が
あ
る
そ
の

＇戸

め

すす
t

〉
河

t
‘

了

千

戸

1
父
F
7
1
J〆

寸寸、
NUη

＝一ア一

L
ソム
$
1
1
t
I
1名
A
q
パ

司わ

一3
一

一

”

い
わ
仇
ザ
γFω

汁峠体一口告一ね
ll

に
コ
い
て
一
り
判
叫
仇
は
、

般
的
！
一
存
；
、
ま
と
は
い
え
な
い
か
ー
も
し
れ
な
い

υ
L
か
し
、

併
受
人
の
J
p
m
m
読
在
以
外
心
祝
査
込
粧
を
考
泌
し
て
い
る
判
μ
に
も
に
ら
れ
る
。
依
一
え
ば
、
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次
の
よ
ぷ
に
達
三
」
い
る
つ
「
卒
刊
誌
付
け
を
行
わ
な
か
っ
た
場
々
の
代
小
ア
む
倹
討
し
、
そ
り
位
一
り
方
策
等
に
つ
い
て
必
申
立
か
つ
ト
分

な
副
長
、
検
斗
川
会
行
え
べ
き
E
あ
る
の
ど
モ
の
形
跡
号
、
人
々
し
ご
と
か
ら

rる
こ
、
昨
日
月
、
関
連
会
ー
で
と
い
う
に
け
で
川
崎
然
と
貸
付
け
る

」
と
は

の叫川
M11Jgtkー
は
し
に
、

Jて
そ
の
点

E
ん
】
ん
ど
凶
川
附
す
る
丈
め
の
も
の
に
踊
ぎ
な
い
と
い
う
へ
き
で
あ
一
り
、

人
何
J
H
竹
務
に
良
心
Z
i
Y
7
r一
ば
川
明
ら
か
で
あ
る
、

考禁｛ 3ぃi

ミ」
ρ（

J
h九
、

円

］

市

者
で
政
ゎ
卜
げ

一
六
司
九
月

れ
は
、
信
用
保
証
協
会
の
役
只
ら
に
凶
ず
J

る
任
務
違
背
の
判
断
に

h

cf、
市
銀
行
の
に
め
に
代
甘
い
宇
済
す
る
こ
と
、
c
m
γ
銀
行
か
ム
の
色
訂
一
金
の
拠
出
を
受
け
る
こ
？
と
を
独
げ
に
詳
価
L
て
は
仕
ら
戸
U
U刊

z
V
｝
刈
不
一
q
，司令、
r

日
時
戸
川
代
欣
弁
済
に

U
I
て
負
担
金
一
け
布
一
山
川
を
長
け
る
か
、
矢
担
金
の
拠
山
川
主
ど
日
ら
れ
な
く
な
っ
て
も
’
片
山
休
、
R
前

日」、れ
4

色九九一又けた主
Z
F九番
J

も、

を
氾
絶
す
る
か
、
と
い
う
こ
つ
の
プ
一
一
ノ
ノ
の
街
口
中
幻
際
に
は
悦
甫
な
総
合
検
討
を
安
上
京
し
て
い

士
2
T
J

、

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

協
余
役
員
ら
が
、
被
白
人
か
ら
強
い
辺
諸
考
人
又
げ
る
や
、
モ
の
山
後
と
レ
っ
て
も
法
じ
で
は
な
レ
時
点
て
、

ょ
υ
札
前
の

h
sを

寄
川
ハ
ギ
ん
に
縦
し
、
被
告
人
の
安
請
に
応
じ
る
白
山
J

川
乞
田
め
た
こ
と
は
、
協
会
心
料
品
百
判
断
し
一

L
て
は
、
主
干
し
ノ
人
1

坤
性
宇
火
く
も
心
て
あ

る
一
と
引
い
不
し
て
お
町
、
こ
の
こ
と
は
、
比
較
検
討
の
不
十
分
さ
ど
仔
務
違
背
示
品
同
定
す
る
方
向
心
事
情
ー
し
見
と
と
も
読
め
る
で
丸
乃

っ
し"' UI j 以

i't ト
』こ。コ
不判
L イvu
p、一を
ミ、見

のる

c 
f.'.1 ,H 
宣伝
Jコl品
:i- t" 
っcコ
れき
る！ト

nお1

j1 し、
る：j¥'. 

に

は
γp 

く

つ
一
暗
黙
？
っ
！
り
に
岡
市
い
つ
れ
と
き
こ
判
断
法
準

；i
v

十
円
汁
な
一
品
丘
γ
セ
ず
に
財
務
処
庁
ノ
〆
一
ノ
ノ
；
に
判
明
れ
や

J

陪
損
害
が
バ
「
f

じ
七
が
、
処
分
幻
内
科
ロ
及
量
り
範
白
内
の
も
の
で
あ
り
、
調
査
が
η

心
れ
、
い
に
乙
し
て
も
同
1
一
一
尽
に
J

3

ら
ん
と
あ
う
7
r
」
い
ノ
坊
台
、
背
江
九
為
を
制
AF勺
一
行
わ
な
ひ
ア
）
小
作
為
年
え
る
～
せ
よ
、
不
l

vhu前
八
」
に
烹
つ
〈
決
定
と
い
一
つ
れ
為

vvq、ι司令にせ、
F
二
世
違
背
ば
2
K
T
一
珪
桝
F
べ
き
で
か

J

る
“
も
っ
乙
ち
、
年
務
u
旭
川
円
乙
川
時
1
7
2招

日
了
一
の
い
山
県
同
一
仏
は
認
め
つ
一
れ
k
い
ム
－
め
、
当
江
い
正
拝
は
心
J
J
m
J
J

と
も
ー
ポ
芯
に
し
ど
ま
り
、
あ
と
は
不
能
川
一
心
ぷ
誌
に
な
る
と
岡
山
わ
れ
の
（
」
こ
心

己
間
L
一
に
は
一
則
必
f
の－
31「
一
［
ム
件
と
d
白川
JLV
ず
る
た
の
に
引
の
茂
久
山
同
行
一
川
し
く
れ
命
訂
し
「

If＂人法学； S9、2れ j九日［20li0'7 J 



コ
ハ
ル
士
か
ふ
何
分
ザ
ヤ
一
C

E
t
－－MF
い
x
r
日日
H

た
た

L
、
近
年
、
合
時
日
城
戸
大
小
V

計
資
か
取
締
役
の
乙
門
υ甘
市
畳
山
払
引
に
注
文
す
る
か
こ
ろ
か
に
つ
十
て
も

μ
r
J丙
判
断
原
市
そ
心
も
の
に
は
吉
一

疋
1

、日
L
J
E（

U
C
E
E
川
、
定
過
程
も
桝
査
、
～
戸
で
1
r
W
1
M
官
午
戸
山
台
↓
札
品
科
目
反
を
認
め
、
市
品
玖
判
例
、
戸
川
一
「
ー
に
」
件
立
場
二
－
い
る
よ
最
判

γ

山
一
一
べ
一
・
一

e

二
八
名
尺
一
三
勺
戸
一
一
門
戸
1
1
ル
道
何
一
刑
町
出
／
h
H

宋
小
小
川
到
尚
一
平
洋
ト
η

審
判
1

同
一
と
門
官
判
成
一
ヘ
：
一
・
一
八
生
氏
一

七
号
一
、
一
ー

π
［北
L
臨
時
間
ニ
配
地
銀
ノ
什
々
ツ
ト
～
一
「
ム
ヰ
刊
！
と
川
存
判
決
）
で
あ
4
Q

も
コ
ノ
一
も
、
叫
判
決
と
J
υ

に
牧
註
南
小
一
川
山
市
J
L一L
J

る
わ

日
で
は
な
し
に
山
、
最
高
設
け
い
が
符
以
刈
附
店
内
心
審
企
か
ヘ
L
削
機
山
に
よ
る
副
長
以
外
心
叶
割
引
川
て
で
も
ワ
7
2
は
則
附
で
き
な
L
i山川
w

あ
る
）

山
判
伏
の
叶
川
机

v
L
て、い品川
1

川
円
引
什
一
日
刊
批
一

T
J山
一
ヘ
↓
昔

J

ヘ
二
ハ
九
）
八
）
ノ
｛
円
、
ー
ん
じ
谷

H
t
I判
批
一
判
計
主
九
；

dD
｛
（
〉
一
九

一
八
）
一
ヘ
リ
九
長
り
問
、

一
一
三
収
不
必

H
T川
崎
問
‘
同
一

4
山
手
」
汁
一
七
九
」
庁
内
（
只
、
甫
ぷ
凶
杭
「
広
一
一
円
a

｛
信
一
ー
ヘ
ヰ
町
七
九
川
口
一
一
民
、
東
山
小

池
判
半
成
一
ー
ハ

E

比
二
八
判
川
一
八
へ
六
日
J

一

j

一宮一一
4

レ
ヒ
に
十
円
肱
引
士
恥
締
段
、
U

佳
品
一
判
断
乙
抗
体
ヱ
代
五
訴
訟
？
川
村
秀
之
ヨ
か

編
「
杭
I
代
表
訴
訟
ト
人
系
〔
引
版
］
』
－

O
口
、

f
へ
員
以
卜
、
東
京
地
方
裁
判
町
喝
事
別
交
ム
ペ
絹
「
泊
刑
ふ
別
会
引
詳
な
l
』
ご
っ
一
リ
ー
ヘ
ノ

ム

R
R日
号
巻
町
ハ
C

5
F
な
お
、
向
性
百
刈
町
原
川
は
、
江
川
正
門
に
川
市
一
一
ザ
仁
川
一
げ
九
三
リ
ー
及
川
辺
ヱ
仇
一
司
ゲ
て
い
な
い
も
一
）
号
、
」
山
口
y
i
震
に
お
い

L
行
為
苛
九
九
及
室
U

範
凶
を
い
ら
白
三
J
J
Q

場
ム
、
進
法
記
げ
為
て
あ
っ
て
i
）
町
民
丸
分
子
一
山
わ
ら
う
い
！
九
三
仰
は
任
務
弁
J

誌
の
判
断
、
山
内
一
取
U

除
い
こ
号
、
え
J
Q

べ
き
一
亡
ふ
り

f
b

要
「
る
に
、
別
ほ
処
円
？
に
戸
大
わ
ら
ば
川
処
引
の
注
氏
引
お

J

て
も
も

f
一
れ
て
ド
て
民
国
は
百
三
六
れ
ぽ
い
へ
そ
の
汁
は
り
て
、
川
以
ヒ
小

J

判

山
ー
と
私
山
下
し
の
刊
防
が
円
、
な
fu
ニ
し
に
な
γ

匂
ぺ
、
思

μ
i許
き
れ
な
い
こ
し
が
刑
法
ト
～
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
～
ド
な
の
で
、
店
法
パ
に
町
性
に

は
択
削
L
7、
い
川
吐
い
｝
駅
中
古

huる

（7
｝
判
タ
一
一
一
μ旬
以

万

八

U
H

（
北
年
虫
記
刊
店
内
門
部
均
九
社
判
決
］

正
一
）
世
体
「
H
J
3
t
｝
は
、
銭
円

k
ど
の
全
出
版
関
b
中
心
と
寸
…
コ
て
中
戸
川
ι
十」一政寸
1

）
、
代
表
取
川
町
役
、
な
と
心
役
員
及
び
A
L
v先日目よ
γ

口
引
か
一
J

山山

同
さ
て
を
の
記
者
只
比
布
も
訊
l
ド
設
け

U
T
剖
容
さ
れ
る
mmu
－U〈
1
1
1
0打
、
宍
質
的
に
Z

C
ム
ハ
引
を
支
配
な
い
し
千
会
社
忙
し
て
い
る
場

ヘ
ロ
に
、
士
心
会
社
右
経
官
位
院
に
限
っ
た
と
き
、
母
札
口
行
が
そ
の
た
祉
に
付

Z
R江
川
会
心
九
九
組
七
放
棄
、
さ
、
ご
～
、
ご
心
人
以
什
が
予
迎
さ

札
る
な
え
同
、
仇
の
ヘ
1

烈
川
氏
問
に
援
ベ
汁
科
扶
j
y
h

、山
l

Q
こ
こ
か
い
う
と
さ
れ
る
松
片
o
f
U掲
一
経
営
半
川
、
／
背
任
罪
」
一
ハ
百
以
、
多
印

＂児

,, ~ 4 

百合
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一Q
L

K
阪
↓
印
判
で
し
以
七
川
一
八
高
裁
搾
同
一
市
l

七
一
一
勺

五
一
こ
の
判
決
、
対
し
て
は
、
怯
｛
門
誌
拘
へ
い
、
片
判
附
一
↓
耳
打
罪
」
ヘ
ノ
一
へ
戸
、
rw
次
の
一
合

JJγ
批
判
が
ふ
り
る
す
主
わ
一
打
、
調
企
e

検
1
けを

わ
吋
て
い
れ
ば
と
む
亡
、
は
一
一
枠
内
吋
叶
パ
一
桁
に
乏
し

P

か
ん
司
析
す
る
ま
と
も
、
？
に
務
川
市
九
円
引
い
誌
や
わ
一
れ
る
と
寸
れ
ば
、
読
V
e
パqLPい
か
れ
、
〆
て

も
円
t
判
断
に
で
っ
て
い
ん
で
あ
ろ
う
場
介
に
も
打
務
注
背
戸
川
パ
め
人
一
れ
る

F

し
に
な
党
1

J

か
J

、
時
々
刻
々
し
変
化
f
A
V町
村
活
情
勢
に
限

紋？」
U
A
k
r
る
市
と
を
氾
L

リ一れるは
rtt刊に
U
L
て
、
今
定
の
は
げ
一
…
同
士
宮
ー
コ
る
お
人
以
・
殺
計
μ
の
詫
梯
を
訴
し
、

vh
呆
的
二
仕
切
仇
が
同
r
k
［
J

乙

さ
に
、
七
れ
っ
か
、
Z
J
ι

か
っ
庁
江
守
あ
る
一

F
る
の
は
祖
の
杭
果
責
江
士
一
認
め
今
に
VL

ず
J

く
な
？
～
、
と
υ

し
か
す
亡
事
A
4
0

八
ん
析
な
す
る

h
L
の
汗
一
度
ず
？
山
J
L
引
火
一
弘
ひ
ノ
オ
レ
町
ー
が
あ
令
口
、
町
ト
J

判
断
、
ど
ペ
一
わ
な
げ
れ
パ
は
な
コ
な
い
域
九
日
に
ま
で
、
十
へ
凡
な
時
間
よ
γ

古
け
た
剖
ト
爪
け

が
畏
ポ
さ
れ
る
わ
日
で
は
と
吋

一l
J

市
一
平
安
知
市
一
款
弟
唄
求
。
削
ι

一
口
、
グ
山
山
口
1
ド
成

i

7

一
一
八
一
村
双
山
州
域
一
ー
＋
十
〕
ー
す
へ
立
民
。

べ
口
一
な
お
、
H
A
I

訟
を
訂
の
判
院
に
コ
い
、
人
T
U
柏
心
土
門
人
川
枠
組
ム
テ
採
刑
す
る
場
什
、
間
利
川
ハ
ー
ハ
ヨ
的
三
円
一
切
併
が
民
コ
に
ぬ
一
、
検
引
一
r

d

L

れ
る
必

すメペ
J
め
る
）
恥
再
処
分
旬
開
ず
る
木
人
の
い
川
問
い
に
w
M
J
て
い
る
、
佐
川
べ
、
試
門
市
j

悦
心
一
引
旧
民
｝
一
て
心
制
仁
川
か
析
を
尽
く
1

J

て
い
令
と
い
F

／る

の
で
忠
れ
は
、
同
日
に
川
内
引
加
古
目
的
も
汗
心
さ
れ
て
し
ま
う
と
も
恒
一
わ
れ
る
刀
ら
よ
わ
る

J

も
っ
こ
も
、
十
小
制
v
勺
対
生
乙
す
る
の
は
害
問
F，

な
刊
に
行
み
で
あ
h

、
一
十
鋭
的
権
成
長
件
に
つ
い
て
は
別
れ
詩
人
代
に
詳
し
〈
愉
苛
F
る
乙
に
し
ι
ぃ。

冗
じ
っ
p
f

・,'YfFl!Cにィつけるf「務出i'Ci ,'Y＇作hJν 二l認する

"' ，，日

び

佑
市
内
ヰ
円
十

背
仔
却
に
お
け
る
任
務
遺
十
円
の
判
断
ピ
悶
し
て
次
の
よ
う
な
結
論
を
行
司
令
に
苓
っ
た
と
い
、
パ
ょ
う

v

背
任
罪
の
任
務
支
祥
院
乞
判
断
す
一
る
際
い
は
、
刑
法
外
の
玩
範
J

の
悶
係
十
一
考
川
公
ず
る
こ
と
が
出
党
山
、
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
、
り
な
い

そ
の
際
、
「
背
任
罪
に
よ
命
保
護
の
範
問
問
は
、
弘
法
「
ム
ガ
コ
J
A
）
に
よ
る
そ
う
れ
を
脳
、
え
一
に
は
な
ら
仕
い
」
送
に
、
私
法
（
公
社
法
一

の
出
品
刊
に
対

γ
る
設
反
が
当
然
に
い
込
町
引
を
1

弘
一
た
っ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
士
山
式
立
妥
当
す
る
。
」
れ
に
関
山
地

L
て
、
事
務
処
攻
者

の
本
人
に
対
ず
る
あ
ら
ゆ
る
政
広
一
校
ι
よ
口
行
持
が
問
題
ζ

な
る
わ
け
で
は
な
く
、
事
務
処
逆
者
／
）
し
て
の
地
位
が
当
該
肘
序
佼
同
行
持
を
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＂児

促
進
し
た
と
い
三
な
け
れ
ば
之
ら
之
い
ハ

内
務
t

揖十一
H
の
共
体
的
判
断
に
お
し
vL
は
、
第
一
に
、
ム
人
の
財
常
処
分
に
悶
ず
る
明
確
な
意
思
・
判
的
げ
よ
早
妥
な
え
一
明
と
さ
れ
る
え

百合

託、で
hh
一リ、

そ
れ
に
途
日

F
れ
ば
法
ぷ
的
に
任
務
注
背
が
認
め
ら
れ
る
し
お
↓
に
、

4
人
の
玄
出
品
、
か
閉
店
叶
で
な
け
れ
ば
共
体
的
な
法
規

が
草
川
南
と
な
る
そ
の
院
に
は
、
本
人
幻
肘
泌
を
保
設
す
る
た
め
の
法
相
官
だ
け
が
考
慮
さ
れ
る
沼
一
一
に
、
以
上
の
一
吉
ノ
白
川
岬
純
が
ぶ
υ

4LT
ず

絞
条
町
、
的
規
制
1
f
h
r
h
也
い
場
台
、
行
為
z
n
H
T
Y
え
ら
れ
て
い
る
裁
量
が
亘
安
で
あ
h
、
刊
以
ノ
仁
九
州
が
l刈
H
Z
m
v
範
同
州
、

Hパ

体
的
に
は
、
本
人
の
司
か
b
克
ζ
1
λ
時
一
吋
詑
で
あ
る
／
｝
九
万
此
吟
ら
れ
る
川
以
上
は
そ
の
行
為
は
司
容
3
札
、
本
人
の
視
口
、
に
士
、
ば
お
よ
で

I
r
t
N
E
F
な
い
行
ハ
リ
だ
け
β

汗
務
進
背
と
さ
れ
る
。

そ
の
川
抜
乙

L
て
本
へ

二1
L

財
監
に
つ

IJK火
定
す
る
事
務
処

－F
？

」

〆

、

7

7）
 

珪
者
は
、
干
の
江
式
訪
と
し
て
澄
切
云
決
記
法
盤
を
確
保
し
云
セ
灯
れ
ば
な
ら
ず
、

た
め
の
調
査
ぺ
ぷ
析
も
合
判
的
に
行
わ
れ
て
し
な

つ工、
l
臥
ワ
命
〉

F

品、

1
1
7
2
7
し

戸、の
w

｝
と
は

い
わ
ゆ
る
経
常
判
配
以
引
に
出
米
ゲ
る
公
判
法
干
の
構
内
引
か
ら
も
基
礎
付
げ
ら
れ
る
し

以
｝
、
可
ド
ピ
罪
に
お
け
る
粁
務
遠
出

jhJ品
に
づ
い
て
考
d
L
Y加
え
て
み
バ
え
が

末
た
試
布
（
り
域
jhpr

山
山
九
払
い
も
の
で
あ
い
ノ

本
企
f
m
v
計

相
ま
立
は

l
分
子
二
一
同
め
ら
ト
引
い
て
い
る
J
は
い
え
な
い

今
後
、

制
々
の
事
京
に
則
し
た
検
－
引
か
一
法
し
r
基
河
川
C
H目
ハ
仏
化
を
は
か
つ
J

い

ハJ

ミ
」
寸
九

v

ま
れ
一
、
背
山
壮
行
為
の
解
釈
岡
山
札
は
、

の
要
件
の
理
解
と
所

の
他
心
成
立
山
十
人
件
、

L
Y

り
わ
け
、
「
引
法

i
の
損
宇

夜、
mh
関
係
に
あ
る
υ

ぞ
れ
、
つ
の
考
気
ど
今
後
進
め
る
と
と
も
に
、
紛
二
ヘ
任
務
茂
苛
背
仔
行
rAに
付
す
る
川
町
解

2
7り
に
深
め
て

し
き
た
い
乙

FJ、λ
て
い
る
c
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